
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
阿
波
国
那
賀
郡
木
頭
村
を
対
象
と
し
て
、
近
世
山
里
に
お
け
る
年
貢
収
取

の
特
徴
を
、
歴
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
ⅰ
支
配
と
そ
の
転
換
が
年
貢
収
取

に
与
え
た
影
響
、
ⅱ
焼
畑
に
相
即
的
な
山
茶
の
存
在
形
態
と
年
貢
収
取
と
の
関
係
、
こ
の
二
つ

に
特
に
注
目
し
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
、
以
下
の
点
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
は
、
徳
島
藩
に
お
け
る
年
貢
収
取
の
特
徴
で
あ
る
。
徳
島
藩
の
年
貢
収
取
の
特
徴
に
つ

い
て
は
、
宇
山
孝
人
氏
の
「
春
請
制
」
を
中
心
と
す
る
一
連
の
研
究
が
ほ
ぼ
唯
一
の
研
究
で
あ

る（
1
）。
氏
は
、
①
「
春
請
制
」
が
、
一
七
世
紀
前
半
（
慶
長
・
寛
永
期
）
に
は
成
立
し
て
お

り
、
以
後
幕
末
ま
で
そ
の
方
式
が
貫
徹
し
て
い
た
こ
と
、
②
春
請
と
は
、
過
去
の
年
貢
実
績
を

参
考
に
、
春
に
「
請
」
を
定
め
、
検
見
を
要
請
す
る
否
か
を
百
姓
が
選
択
可
能
で
あ
り
、
③
本

年
貢
の
う
ち
、
夏
年
貢
を
麦
、
残
る
秋
年
貢
を
米
で
納
入
す
る
も
の
で
、
④
水
本
邦
彦
氏
の
い

う
西
国
諸
藩
の
土
免
制（
2
）―
作
柄
で
は
な
く
、
土
地
善
悪
・
面
積
か
ら
構
成
さ
れ
る
土
地
を

基
準
に
免
を
決
定
す
る
―
と
共
通
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
宇
山
氏
の
研
究
は
一

七
世
紀
前
半
の
制
度
的
解
明
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
近
世
を
通
じ
て
村
に
即
し
た
年
貢
収
取
の

実
態
解
明
は
、
意
外
な
こ
と
に
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
。
本
稿
の
分
析
は
、
宇
山
氏
の
見

解
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
が
、
新
た
に
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
を
通
し
て
、
一
つ
の
村

に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
年
貢
収
取
方
法
の
あ
り
方
と
そ
の
変
化（
3
）を
解
明

し
、
そ
れ
が
村
社
会
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
い
。
こ
れ
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
際
、
山
里
に
即
し
て
い
え
ば
、
年
貢
の
銀
納
化
が
焦
点
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

既
に
大
賀
郁
夫
氏
の
日
向
国
椎
葉
山
の
研
究
や
、
吉
田
伸
之
氏
の
信
濃
国
清
内
路
村
の
研
究
が

あ
り
、
近
世
初
頭
段
階
で
は
無
高
だ
っ
た
山
里
に
検
地
が
入
り
、
年
貢
銀
納
化
が
も
た
ら
し
た

意
味
や
影
響
が
考
察
さ
れ
て
い
る（
4
）。
本
稿
が
対
象
と
す
る
木
頭
村
と
そ
の
周
辺
地
域
は
、

上
記
の
地
域
と
は
異
な
り
、
既
に
一
六
世
紀
末
に
検
地
が
実
施
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
年

貢
の
現
物
納
か
ら
銀
納
化
へ
の
変
化
が
地
域
に
与
え
た
影
響
を
、
具
体
的
に
検
討
す
る
。

第
二
は
山
茶
の
製
造
と
年
貢
収
取
と
の
関
係
で
あ
る
。
山
茶
は
、
焼
畑
耕
作
の
火
入
後
も
根

が
生
き
残
り
、
焼
畑
後
に
萌
芽
・
生
育
し
、
二
次
林
の
樹
陰
に
覆
わ
れ
る
と
根
の
み
残
る
と
い

う
特
徴
を
有
す
る（
5
）。
つ
ま
り
山
茶
は
、
焼
畑
（
火
入
）
と
い
う
人
為
的
攪
乱
と
そ
の
後
の

植
生
遷
移
と
い
う
、焼
畑
対
象
地
で
あ
る
山
の
循
環
的
な
利
用
サ
イ
ク
ル
の
中
で
も
生
き
残
る
、

焼
畑
に
適
合
的
な
植
物
だ
っ
た
。
歴
史
学
の
分
野
で
も
、
大
賀
郁
夫
氏
が
椎
葉
山
を
事
例
に
、

焼
畑
耕
作
後
の
焼
畑
休
閑
期
一
四
〜
五
年
間
に
自
生
す
る
山
茶
が
、
重
要
な
換
金
作
物
だ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
6
）。

一
方
、
四
国
山
地
の
山
茶
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
照
葉
樹
林
文
化
論
の
中
で
注
目
さ
れ
、
と

く
に
山
茶
を
も
と
に
し
た
後
発
酵
茶
と
東
南
ア
ジ
ア
の
後
発
酵
茶
の
類
似
性
か
ら
、「
稲
作
以

前
」
に
日
本
列
島
に
伝
播
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た（
7
）。
し
か
し
、
文
化
人
類
学
の
片

岡
樹
氏
は
最
近
の
論
稿
の
中
で
、
①
照
葉
樹
林
文
化
論
は
伝
播
時
期
も
経
路
も
特
定
さ
れ
な
い

ま
ま
、
類
似
性
の
み
を
根
拠
に
伝
播
を
論
じ
る
と
い
う
致
命
的
欠
陥
を
抱
え
て
い
た
こ
と
、
②

後
発
酵
茶
は
四
国
山
地
の
製
茶
法
の
起
源
で
は
な
く
、
む
し
ろ
釜
炒
茶
が
先
行
し
て
展
開
し
て

お
り
、
③
そ
の
原
料
で
あ
る
山
茶
も
、
近
世
幕
藩
体
制
下
で
の
商
品
経
済
と
課
税
シ
ス
テ
ム
の

中
で
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
展
望
し
た
。
後
発
酵
茶
の
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
伝
播
と
い
う
図
式

は
破
綻
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
平
行
進
化
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る（
8
）。

こ
の
提
起
を
う
け
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
実
証
的
に
応
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で

近
世
山
里
の
年
貢
と
山
茶

―
―
阿
波
国
那
賀
郡
木
頭
村
を
中
心
に
―
―

町

田

哲

（
キ
ー
ワ
ー
ド‥

年
貢
、
山
茶
、
焼
畑
、
徳
島
藩
、
近
世
）
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本
稿
で
は
、
当
該
地
域
の
山
茶
生
産
と
茶
製
法
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
こ
の
点
を
年

貢
収
取
と
商
品
経
済
の
展
開
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
察
す
る
こ
と
を
、
第
二
の
課
題
と
し
た

い（
9
）。

な
お
、
主
な
分
析
対
象
と
す
る
木
頭
村
は
、
仁
宇
谷
北
俣
筋
（
現
・
坂
州
木
頭
川
流
域
）
に

位
置
す
る
（
図
1
）。
北
俣
筋
は
、
近
代
に
入
る
と
、
那
賀
川
上
流
の
海
部
郡
木
頭
山
三
ヶ
村

（
木
頭
上
村
・
平
谷
村
・
古
屋
村
）、
仁
宇
谷
を
含
め
て
、「
木
頭
林
業
地
帯
」を
構
成
す
る
が
、

近
世
段
階
の
北
俣
筋
で
は
材
木
業
は
未
だ
盛
ん
で
は
な
く
、
主
た
る
生
業
は
、「
切
畑
」
で
の

焼
畑
農
業
と
そ
の
休
閑
地
で
の
薪
炭
・
茶
・
楮
生
産
な
ど
で
あ
っ
た（
10
）。
以
下
で
利
用
す
る

の
は
、
那
賀
郡
木
頭
村
湯
浅
家
文
書
で
あ
る
。
湯
浅
家
は
、
木
頭
村
で
近
世
初
頭
以
来
、
村
の

肝
煎
役
を
勤
め
、
一
八
世
紀
末
に
庄
屋
と
な
り
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
以
降
は
周
辺
二
五

ヶ
村
か
ら
な
る
木
頭
組
を
管
轄
す
る
組
頭
庄
屋
役
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
文
書
群

か
ら
は
、
木
頭
村
の
実
態
を
、
木
頭
組
の
広
域
的
な
有
り
様
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
当
文
書
群
に
つ
い
て
は
、
近
年
ま
で
ご
く
一
部
だ
け
が
周
辺
の
自
治
体
史
に
引
用
・
紹
介

さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
四
年
よ
り
鳴
門
教
育
大
学
日
本
史
研
究
室
が
全
点
整
理
・
撮
影
の
調

査
を
実
施
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。
以
下
、
湯
浅
家
文
書
を
典
拠
と

す
る
場
合
は
﹇
湯
浅A

1-1

﹈
の
よ
う
に
、
文
書
整
理
番
号
を
略
記
す
る
。

一
、
木
頭
村
の
土
地
構
成

一
八
世
紀
後
半
ま
で
木
頭
村
の
土
地
は
、
家
老
山

田
家
の
地
方
知
行
と
、
藩
の
直
轄
地
で
あ
る
「
御
蔵

地
」か
ら
成
り
立
っ
て
い
た（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ「
給

地
」、「
蔵
入
地
」
と
略
す
）。
表
1
は
、
一
九
世
紀

初
頭
に
お
け
る
木
頭
村
の
土
地
の
内
部
構
成
で
あ

る
。
田
畠
三
町
五
反
七
畝
一
一
歩
と
僅
か
で
、
村
高

二
五
石
八
斗
三
升
八
合
八
勺
と
極
小
の
村
高
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
仁
宇
谷
北
俣
筋
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ

る（
11
）。

表
の
う
ち
「
山
田
織
部
上
知
分
」
と
あ
る
の
が
、

か
つ
て
給
地
だ
っ
た
土
地
で
あ
る
。
四
国
平
定
を
平

定
し
た
秀
吉
に
よ
る
四
国
「
国
分
」
を
う
け
、
天
正

一
三
年
（
一
五
八
五
）
八
月
、
阿
波
に
入
国
し
た
蜂

須
賀
家
は
、
同
一
七
年
に
は
太
閤
検
地
の
原
則
に
も

町田哲「一九世紀前半の椎茸生産と流通―徳島藩領那賀川上流域を事例として―」
塚田孝・八木滋・佐賀朝編『近世身分社会の比較史―法と社会の視点から―』清文
堂出版、2014年、40頁・図1をもとに筆者作成

図1 木頭村周辺地図

出典：享和2年（1802）4月14日「那賀郡木頭村惣
御高川成等相調へ指出帳」［湯浅 BB6-12］

表1 木頭村の土地
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4

1664

1091.0246 1641.928

497.193 799.163

328.137

44.700 44.516

46.490 47.540

72.167

54.7067 73.453

9.746

21.397 41.394

135.1923 136.214

228.682 227.377

431.483 422.954

24.5632

2400.743 2659.275

40.000 145.830

5326.225*

と
づ
い
た
領
国
検
地
を
実
施
し
た
（
天
正
検
地
）。

木
頭
村
の
給
地
分
は
、
こ
の
天
正
検
地
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
た
土
地
で
あ
る（
12
）。
木
頭
村
を
含
む
仁
宇

谷
一
円
は
、
天
正
検
地
に
反
抗
し
た
土
豪
ら
に
よ
る

仁
宇
谷
騒
動
を
鎮
圧
し
た
重
臣
山
田
織
部
佐
宗
重
に

与
え
ら
れ（
13
）、
以
後
、
山
田
家
の
地
方
知
行
支
配

の
も
と
に
お
か
れ
た
。
た
だ
し
、
宝
暦
一
二
年
（
一

七
六
二
）、
当
時
の
当
主
で
仕
置
家
老
の
山
田
織
部

が
一
〇
代
藩
主
蜂
須
賀
重
喜
を
呪
詛
し
た
廉
で
五
月

二
三
日
に
切
腹
さ
せ
ら
れ
、
い
っ
た
ん
山
田
家
は
断

絶
と
な
っ
た
。
た
だ
し
「
先
祖
有
功
」
を
理
由
に
同

日
付
で
一
族
山
田
八
左
衛
門
に
山
田
家
「
苗
字
」
を

相
続
さ
せ
一
〇
〇
〇
石
で
中
老
身
分
に
取
り
立
て

た（
14
）。
そ
の
結
果
、
給
地
約
五
〇
〇
〇
石
の
う
ち

四
〇
〇
〇
石
分
が
上
知
さ
れ
蔵
入
地
と
な
っ
た
。
木

頭
村
の
給
地
分
も
、
そ
の
際
に
す
べ
て
藩
に
上
知
さ

れ
た
。
給
地
分
は
、
田
畠
三
町
一
畝
一
四
歩
（
高
二

二
石
三
斗
三
升
七
合
八
勺
）と
、村
高
の
う
ち
八
六
・

五
％
を
占
め
て
い
た
。

一
方
、「
古
御
蔵
分
」
が
、
蔵
入
地
で
あ
る
。
面

積
は
五
反
四
畝
二
七
歩
（
高
三
石
五
斗
一
合
）
と
わ

ず
か
で
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
慶
長
検
地
で

把
握
さ
れ
た
土
地
と
、
川
成
後
に
再
開
発
さ
れ
た
土

地
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
慶
長
検
地
は
、

「
荒
御
検
地
帳
」
と
も
「
新
開
之
帳
」
と
も
表
記
さ

れ
た
よ
う
に
、
天
正
検
地
後
に
開
発
さ
れ
た
土
地
を

対
象
と
し
て
お
り（
15
）、
木
頭
村
の
蔵
入
地
は
、
山

田
家
給
地
以
外
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
五
月
に
木
頭

村
肝
煎
又
十
郎
（
湯
浅
家
）
が
山
田
家
家
臣
清
水
伝

右
衛
門
に
提
出
し
た
給
地
分
の
年
貢
内
訳
（
表
2
）

に
よ
る
と
、
慶
長
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
切
畑
一
八

ヶ
所
（
高
九
斗
三
升
六
合
）
や
、
同
じ
く
慶
長
検
地

で
掌
握
さ
れ
た
桑
・
梶
が
、
給
地
年
貢
分
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
村
高
か
ら
山
成
・
川
成
分
を
除
い
た
有
高
（
年
貢
負
担
対
象
と
な
る
基
準
高
）
は
、
高

一
九
・
九
石
余
で
、
そ
の
多
く
を
田
高
が
占
め
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
木
頭
村
の
土
地
は
、
田
畠
の
大
半
が
給
地
で
、
ご
く
一
部
が
蔵
入
地
と
い
う

構
成
で
あ
っ
た
。
で
は
、
村
は
年
貢
を
ど
の
よ
う
に
上
納
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
給
地
と
蔵

入
地
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
こ
う
。

二
、
給
地
の
年
貢
上
納

（
1
）
家
老
山
田
家
の
地
方
知
行
支
配

木
頭
村
の
年
貢
収
取
を
検
討
す
る
前
に
、
家
老
山
田
家
の
地
方
知
行
支
配
の
特
徴
に
ふ
れ
て

お
き
た
い
。
木
頭
村
を
含
む
仁
宇
谷
・
仁
宇
谷
北
俣
筋
は
、
近
世
初
頭
以
来
、
家
老
山
田
家
の

地
方
知
行
地
が
領
域
的
に
展
開
し
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
田
家
の
地
方
知
行
地
は
宝
暦

一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
藩
に
上
知
さ
れ
た
た
め
、
山
田
家
側
の
史
料
は
現
存
せ
ず
、
従
来
そ

の
実
態
に
つ
い
て
は
未
解
明
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
本
稿
は
、
地
方
知
行
支
配
そ
の
も
の
の
本

格
的
な
解
明
を
課
題
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
村
側
に
残
さ
れ
た
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
、
可

能
な
限
り
地
方
知
行
支
配
の
実
態
と
、村
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い（
16
）。

蜂
須
賀
家
家
臣
の
給
地
が
わ
か
る
史
料
と
し
て
、
慶
長
二
年（
一
五
九
七
）二
月
作
成
の『
藩

典拠：元禄2年（1689）5月20日「（木頭村年貢高書き上げ）」［湯浅 B 2-3-18］

表3 近世初頭の山田家知行分―慶長2年（1597）―

出典：『藩士知行高』（徳島県立図書館所蔵・呉郷文
庫）のうち「山田彦八郎知行分」

＊「右之内三百石ハ山田織部助堪忍分ニ遣之」
＊＊寛文4年（1664）3月15日「阿波国十郡郷村田畠高
辻帳」
（国文学研究資料館所蔵『蜂須賀家文書』27A-679）

表2 17世紀後半の木頭村における年貢内訳
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表4 山田織部給地の御林一覧
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士
知
行
高
』（
写
本
、
呉
郷
文
庫
、
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
山
田
彦

八
郎
知
行
分
を
示
し
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
知
行
地
全
体
は
高
五
三
二
六
石
二
斗
二
升
五
合

に
の
ぼ
り
、
そ
の
範
囲
は
那
賀
川
上
流
の
仁
宇
谷
北
俣
筋
か
ら
中
流
域
の
仁
宇
谷
、
や
や
下
流

の
深
瀬
村
ま
で
の
流
域
と
、
東
側
の
荒
田
野
・
山
口
村
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
那
賀
郡
中
部
・

西
部
の
山
間
部
に
ほ
ぼ
領
域
的
に
広
が
っ
て
い
た
。
平
野
部
を
中
心
に
複
数
の
給
人
に
よ
る
分

散
相
給
村
が
中
心
で（
17
）、
散
り
掛
か
り
的
に
給
地
が
展
開
す
る
場
合
が
多
い
徳
島
藩
家
臣
団

に
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
家
老
山
田
家
の
地
方
知
行
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
と
く
に
仁

宇
谷
（
本
郷
分
・
北
俣
分
）
は
、
高
二
四
〇
〇
石
七
斗
四
升
三
合
と
、
知
行
地
全
体
の
四
五
・

一
％
を
占
め
て
い
た（
18
）。
注
に
よ
る
と
、
知
行
高
の
う
ち
三
〇
〇
石
は
山
田
織
部
助
の
隠
居

領
で
あ
っ
た
。
な
お
、
大
身
の
家
臣
は
、
城
下
に
屋
敷
を
拝
領
す
る
だ
け
で
な
く
、
知
行
地
に

代
官
所
を
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
た
め
、
山
田
家
も
、
徳
島
の
出
来
島
に
屋
敷
地
を
、
給

地
内
の
和
食
村
に
も
御
用
所
を
設
置
し
て
い
た
。

今
一
つ
の
山
田
家
の
地
方
知
行
の
特
徴
は
、
田
畠
の
み
な
ら
ず
山
に
も
支
配
が
及
ん
で
い
た

点
に
あ
る
。
給
地
御
林
の
存
在
で
あ
る
。
表
4
は
、
山
田
織
部
一
件
の
翌
年
二
月
に
藩
に
上
知

さ
れ
た
給
地
御
林
の
一
覧
で
あ
る（
19
）。
那
賀
川
上
流
の
北
俣
筋
か
ら
中
流
域
に
か
け
て
全
七

三
ヶ
所
が
存
在
し
た
。
那
賀
川
中
流
域
の
仁
宇
谷
一
帯
、
と
り
わ
け
右
岸
北
斜
面
は
、
藩
領
内

で
も
有
数
の
御
林
集
中
地
域
で
あ
っ
た
が（
20
）、
藩
が
直
轄
す
る
御
林
の
周
辺
部
に
、
比
較
的

小
規
模
（
大
半
が
周
囲
五
〇
丁
未
満
）
な
が
ら
も
、
給
地
御
林
が
相
当
数
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
特
徴
は
第
一
に
、
用
材
確
保
の
た
め
の
真
木
御
林
は
少
な
く
、
圧
倒
的
多
数
が
、

薪
炭
を
確
保
す
る
雑
木
御
林
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
給
地
御
林
で
は
請
負
が
広
く
展
開
し
、
そ

こ
か
ら
運
上
銀
を
給
人
が
徴
収
で
き
た
。「
運
上
銀
」
欄
の
銀
高
は
、
そ
の
時
点
で
す
ぐ
請
負

に
委
ね
た
場
合
に
徴
収
可
能
な
運
上
銀
の
見
積
を
示
す
。
計
上
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
真
木
運

上
が
銀
四
九
貫
目
余
、
雑
木
運
上
も
約
銀
四
〇
貫
目
、
合
計
は
銀
八
九
貫
目
余
に
及
ぶ
。
そ
れ

だ
け
給
人
山
田
家
は
給
地
御
林
か
ら
運
上
銀
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
の
関
連
で
第
三
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
給
地
御
林
の
利
用
（
請
負
）
サ
イ
ク
ル
で
あ

る
。
運
上
銀
が
計
上
さ
れ
ず
、
備
考
欄
に
「
請
明
〇
年
」
と
あ
る
の
は
、「
請
明
」
つ
ま
り
直

前
の
請
負
終
了
か
ら
何
年
経
っ
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。例
え
ば
4
番
ご
ば
ん
御
林
の
場
合「
右

御
林
請
明
ヨ
リ
八
年
ニ
罷
り
成
り
候
得
共
、
御
銀
成
不
申
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
請
負
に
よ
る

雑
木
伐
採
後
、
未
だ
成
木
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
今
請
負
人
に
払
下
げ
よ
う
と
し
て
も

薪
炭
を
確
保
で
き
ず
、
運
上
銀
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
表
で
は
請
明
三
年
か

ら
一
五
年
ま
で
確
認
で
き
る
が
、
例
え
ば
47
番
の
ま
き
谷
御
林
の
場
合
、「
請
明
よ
り
十
五
年

ニ
相
成
、
只
今
御
払
被
遊
候
ヘ
ハ
弐
百
五
拾
匁
程
モ
可
仕
と
奉
存
候
へ
共
、
先
々
御
立
置
被
遊

候
ハ
ハ
御
為
成
可
申
と
奉
存
候
」
と
、
請
負
終
了
か
ら
一
五
年
た
っ
た
場
合
、
請
負
人
に
払
下

典拠：宝暦13年（1763）2月16日「山田織部上り林積帳ひかへ」（野村家文書／徳島県庁写本）『日本林制史調
査資料』徳島藩第7号（マイクロフィルム版）
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げ
る
こ
と
で
銀
二
五
〇
目
ほ
ど
な
ら
ば
確
保
で
き
る
が
、（
ま
だ
小
木
な
の
で
）
今
少
し
成
育

さ
せ
、
後
年
に
請
負
に
委
ね
た
方
が
藩
の
利
益
に
な
る
、
と
御
林
番
人
が
意
見
を
付
し
て
い
る
。

雑
木
請
負
の
場
合
は
、
伐
採
か
ら
次
の
伐
採
ま
で
一
五
年
以
上
二
〇
年
程
度
の
間
隔
が
必
要

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
「
請
明
〇
年
」
の
記
載
が
あ
る
御
林
で
は
、
〇
年
前
ま

で
は
、
山
田
家
が
請
負
に
よ
り
運
上
銀
を
確
保
で
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
四
は
、
用
水
林
の
存
在
で
あ
る
。
用
水
林
は
那
賀
川
中
流
の
中
で
も
、
和
食
や
西
納
・
平

野
と
い
っ
た
比
較
的
田
地
が
広
が
る
村
々
に
存
在
し
、
42
・
67
・
68
番
の
よ
う
に
実
際
に
用
水

道
具
が
確
保
さ
れ
て
い
た
。
用
水
道
具
の
た
め
の
森
林
資
源
が
給
地
御
林
に
登
録
さ
れ
て
い
た

場
合
、
百
姓
が
そ
こ
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
運
上
銀
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
給
地
御
林
は
、
藩
邸
・
造
船
な
ど
藩
の
御
用
木
供
給
地
で
あ
る
藩
の
主
要
な
御
林

と
は
異
な
り
、
一
八
世
紀
半
ば
の
段
階
で
既
に
、
請
負
（
真
木
・
薪
炭
）
に
基
づ
き
、
運
上
銀

確
保
が
期
待
さ
れ
る
場
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
帳
面
の
末
尾
に
計
上
さ
れ
た
御
林
の
総
数
は

三
二
五
ヶ
所
、
運
上
銀
の
総
額
は
銀
一
四
七
貫
二
二
九
匁
に
の
ぼ
る
。
山
田
家
の
地
方
知
行
支

配
は
、
こ
う
し
た
豊
富
な
森
林
資
源
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
宝
暦
六
年
の
仁
宇
谷
騒
動
に
み
る
給
地
支
配
と
矛
盾

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
「
御
領
惣
百
姓
」
が
山
田
家
代
官
に
よ
る
苛
政
を
訴
え
た
、
い

わ
ゆ
る
「
宝
暦
六
年
の
仁
宇
谷
騒
動
」
が
勃
発
し
た
。
こ
の
年
の
八
月
一
四
日
に
山
田
家
当
主

織
部
之
助
が
病
死
し
、
一
〇
月
に
山
田
斎
が
相
続
す
る
と
、「
郷
中
百
姓
中
御
領
一
統
」
数
百

人
が
徳
島
の
山
田
屋
敷
に
二
度
に
わ
た
り
詰
め
か
け
た
。
対
応
し
た
山
田
分
家
与
吉
郎
が
「
詳

細
は
和
食
の
御
用
所
で
命
じ
る
」
旨
を
伝
え
る
と
、
よ
う
や
く
一
統
は
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
与

吉
郎
は
和
食
御
用
所
で
百
姓
ら
の
願
い
を
聞
き
届
け
「
数
々
懸
り
も
の
」
を
免
除
す
る
よ
う
に

命
じ
た
と
い
う
。「
大
騒
動
ニ
而
、
誠
ニ
前
代
未
聞
之
事
」
と
も
評
さ
れ
た
こ
の
騒
動
は
、
郷

中
百
姓
が
、
代
々
家
老
で
あ
っ
た
給
人
山
田
家
に
対
し
、
年
貢
・
諸
懸
物
負
担
の
減
免
を
求
め

た
も
の
だ
っ
た（
21
）。
そ
の
詳
細
は
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
湯
浅
家
文
書
の
調

査
に
よ
っ
て
、「
御
領
惣
百
姓
」
に
よ
る
歎
願
書
写
が
確
認
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
「
先
年
」
と

対
比
す
る
形
で
「
近
年
」
の
給
人
代
官
の
措
置
に
よ
り
、
百
姓
が
い
か
に
困
難
な
状
況
に
追
い

込
ま
れ
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
も
の
で
、と
く
に
検
地
・
年
貢
納
入
・
減
免
や
、独
自
の
御
用
・

役
負
担
の
実
情
が
、
百
姓
の
視
点
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
従
来
不
明
だ
っ
た
、
給
人
山
田
家
に

よ
る
地
方
知
行
の
実
態
を
逆
照
射
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
た
め
、
全
文
を
掲
載
す
る
。

【
史
料
1
】﹇
湯
浅G

62

﹈（
付
紙
）
記
載
は
、
本
文
の
一
つ
書
き
に
付
さ
れ
た
も
の
（
端
裏
書
）

「
木
頭
村
」

申
上
ル
覚

①一
、
岡
宮
忠
右
衛
門
様
御
領
一
統
御
検
地
御
入
被
成
、
田
畠
山
迄
地
詰
、
段
々
御
年
貢
高

請
ニ
被
仰
付
ニ
附
、
百
姓
共
困
窮
奉
迷
惑
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
諸
検
地
之
通
可
被
仰
付
候
」

②一
、
御
年
貢
納
方
、
先
年
ハ
米
ニ
而
も
代
米
ニ
而
も
百
姓
共
勝
手
次
第
被
仰
附
、
代
銀
ニ

而
も
上
納
仕
分
ハ
、
御
屋
敷
ニ
而
も
又
ハ
郷
中
に
て
も
作
人
共
勝
手
次
第
ニ
被
仰
付
、

時
々
町
相
場
ニ
て
被
召
上
、
米
ニ
而
上
納
仕
分
ハ
小
升
ニ
而
御
座
候
処
、
近
年
ハ
斗
升

ニ
而
落
斗
り
、
其
上
石
ニ
附
有
来
ル
四
升
六
合
之
増
米
御
取
被
成
候
、
御
検
地
之
節
小

升
ニ
而
合
毛
請
ニ
御
極
被
成
候
処
、
近
年
斗
升
ニ
て
御
納
相
成
候
ニ
付
、
五
升
余
程
増

米
ニ
而
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
小
升
ニ
而
被
召
、
四
升
六
合
之
増
米
被
仰
付
候
事
、
尤
清
水
官
左
衛
門

様
ゟ
御
詮
義
之
上
、
前
々
之
通
被
仰
付
候
と
御
申
渡
候
」

③一
、
御
年
貢
之
儀
、
先
年
ハ
霜
月
切
ニ
不
罷
成
候
分
ハ
、
御
詮
儀
之
上
、
明
ル
三
月
御
算

用
迄
、
米
ニ
而
も
代
銀
ニ
而
も
町
相
場
ニ
而
被
召
上
来
り
候
処
、
近
年
ハ
霜
月
晦
日
切

ニ
皆
済
不
相
調
納
メ
、
不
足
之
分
ハ
極
月
朔
日
ゟ
御
定
直
段
被
召
上
候
て
ハ
、
迷
惑
奉

仕
候
御
事

（
糊
外
れ
付
紙
、
三
条
目
カ
）「
御
公
儀
御
作
法
之
通
可
被
仰
付
候
」

④一
、
御
薪
ハ
、
先
代
ハ
川
長
河
近
キ
御
林
ニ
而
御
﹇

﹈
被
遊
ニ
付
、
伐
役
迄
ニ
而

御
座
候
故
、
被
下
置
候
賃
飯
米
ニ
而
相
調
申
候
、
近
年
ハ
遠
山
場
所
悪
敷
候
所
ニ
而

﹇

﹈
被
遊
候
ニ
付
、
其
上
大
木
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
遠
方
之
者
共
伐
役
・
出

シ
役
共
壱
本
ニ
付
時
節
ニ
ゟ
七
八
文
ゟ
十
四
五
文
迄
増
銭
出
シ
相
雇
申
候
、
幷
結
直
シ

縄
と
し
て
二
重
ニ
被
仰
付
、
凡
御
薪
百
束
ニ
縄
﹇
﹈
本
宛
﹇

﹈
被
仰
付
、

迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
願
之
通
御
聞
届
被
遊
、
迷
惑
不
仕
様
御
了
簡
被
遊
可
被
遣
候
」

⑤

（
一
七
三
一
）

一
、
享
保
十
六
亥
年
郷
中
暮
方
相
応
之
者
ニ
ハ
御
用
米
被
仰
付
、
其
余
外
之
者
ニ
ハ
高
石

ニ
付
壱
斗
宛
﹇

﹈
御
年
符
ニ
而
御
返
シ
被
為
下
筈
之
所
ニ
候
段
﹇

﹈
無
御

座
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
追
々
御
了
簡
被
遊
可
被
遣
候
」

⑥

（
享
保
一
七
〈
一
七
三
二
〉
）

一
、
廿
五
年
以
前
子
年
雲
蚊
ニ
立
毛
大
疼
無
毛
同
前
ニ
罷
成
、
御
訴
訟
申
上
候
へ
共
、
聊

御
免
米
被
下
置
候
得﹇

﹈行
足
リ
不
申
候
処
、
御
定
ニ
而
高
直
御
取
立
被
成
、

迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
検
見
を
以
、
時
々
御
了
簡
被
遊
可
被
遣
事
」

⑦

（
寛
延
三
・
一
七
五
〇
）

一
、
去
ル
午
ノ
年
雲
蚊
ニ
立
毛
大
疼
ニ
而
御
座
候
、
先
年
之
雲
蚊
ニ
御
訴
訟
﹇

﹈

候
へ
共
、
少
々
御
免
米
な
ら
で
ハ
不
被
為
下
置
候
ニ
附
、
其
節
御
願
も
得
不
申
上
、
過
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半
未
進
ニ
罷
成
候
所
、
庄
屋
・
五
人
組
へ
借
り
か
へ
被
仰
附
、
八
割
ニ
返
弁
仕
、
作
人

共
迷
惑
奉
仕
申
御
事

（
付
紙
）「
前
段
之
通
、
時
々
御
了
簡
可
被
遣
事
」

⑧一
、
近
年
紙
楮
御
調
召
遊
候
処
、
紙
楮
壱
貫
ニ
付
外
方
へ
相
払
候
節
は
壱
匁
七
八
分
も
仕

候
、
御
調
直
段
最
初
ニ
ハ
壱
匁
弐
分
宛
御
払
被
遊
候
得
共
、
近
年
ハ
壱
匁
宛
御
払
被
遊
、

其
上
夫
々
紙
漉
人
共
手
元
迄
遠
方
五
七
里
持
送
り
被
仰
付
、
百
姓
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
御
詮
義
之
上
、
前
々
之
通
可
被
仰
付
候
」

⑨一
、
御
蔵
並
と
し
て
近
年
御
馬
飼
葉
代
御
懸
ヶ
被
成
、
最
初
ニ
ハ
成
高
石
ニ
付
弐
分
三
分

程
相
懸
り
候
処
、
次
第
ニ
相
増
シ
六
七
分
相
懸
り
申
候
、
此
段
先
年
忠
右
衛
門
様
御
検

地
御
入
被
成
候
節
、
此
後
諸
懸
り
物
懸
ヶ
間
敷
御
極
被
成
候
処
、
近
年
御
懸
ヶ
被
成
迷

惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
一
向
御
免
」

⑩一
、
御
年
貢
不
足
ニ
付
田
地
売
申
節
、
御
裏
判
被
成
不
被
下
候
ニ
付
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
不
明
）

⑪一
、
勧
農
方
御
普
請
、
先
年
は
和
食
御
支
配
ニ
而
御
座
候
処
、
近
年
ハ
御
屋
敷
御
裁
判
ニ

而
御
目
路
見
方
御
越
シ
被
成
、
百
工
之
場
所
ハ
五
拾
工
ニ
御
積
被
成
、
相
残
分
ハ
困
窮

之
百
姓
共
自
力
ニ
罷
成
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
時
々
得
度
御
詮
義
之
上
、
迷
惑
不
仕
様
可
仰
付
候
」

⑫一
、
近
年
村
役
新
役
定
詰
ニ
付
、
耕
作
諸
御
役
手
足
り
不
申
候
ニ
付
、
与
内
米
を
以
相
雇

指
出
シ
相
勤
申
ニ
付
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
已
前
之
通
可
被
仰
付
事
」

（
付
紙
）「
大
工
木
挽
、
以
前
之
通
可
被
仰
付
候
」

⑬一
、
近
年
郷
中
御
用
諸
品
小
役
、
無
扶
持
ニ
而
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
以
前
之
通
可
被
仰
付
事
」

⑭一
、
近
年
深
瀬
御
番
所
へ
御
扶
持
方
持
ニ
、
無
扶
持
・
無
賃
ニ
而
百
姓
共
迷
惑
奉
仕
候
御

事
（
付
紙
）「
右
同
断
」

⑮一
、
和
食
御
用
所
幷
郷
中
ゟ
御
屋
敷
へ
飛
脚
ニ
参
候
者
、
先
年
ハ
一
切
御
返
答
其
夜
ニ
被

（
カ
）

仰
渡
、
翌
日
早
々
罷
戻
り
候
、
近
年
ハ
朝
延
り
被
仰
出
、
道
ゟ
夜
ニ
入
、
迷
惑
奉
仕

候
御
事

（
「
無
」
脱
カ
）

（
付
紙
）「

遅
滞
様
被
仰
付
候
、
然
共
御
用
之
筋
ニ
ゟ
隙
取
候
ハ
ヽ
、
其
節

御
了
簡
可
被
仰
付
候
」

⑯一
、
村
役
・
日
役
賃
ニ
壱
日
ニ
弐
分
五
厘
被
下
候
処
、
百
姓
共
宛
り
不
足
御
座
候
而
、
迷

惑
奉
仕
候
御
事

（
付
紙
）「
追
々
御
了
簡
被
遊
可
被
遣
事
」

⑰一
、
東
由
岐
へ
道
状
持
、
先
年
ハ
賃
飯
米
被
下
候
処
、
近
年
ハ
不
被
下
、
迷
惑
奉
仕
候
御

事
（
付
紙
）「
御
詮
義
之
上
御
了
簡
可
被
遣
事
」

⑱一
、
近
年
毎
々
御
用
之
山
茸
、
無
扶
持
・
無
賃
ニ
而
迷
惑
奉
仕
候
御
事

（
マ
マ
）

（
付
紙
）「
是
下
拾
四
ヶ
条
、
願
之
通
可
被
仰
付
候
」

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

一
、
い
ろ
と

一
、
せ
ん
ま
い

一
、
わ
ら
ひ
な

一
、
い
ち
こ

一
、
又
た
ひ

㉔

㉕

㉖

㉗

一
、
松
茸

一
、
竹
ノ
子

一
、
し
ゐ
竹

一
、
と
し
や
う

㉘

㉙

㉚

一
、
鮎

一
、
栗

一
、
椎

ヶ
条
合
三
拾
弐
条
之
内
、
壱
ヶ
条
ハ
岡
宮
啓
左
衛
門
様
御
先
祖
忠
右
衛
門
様
御
上
え
勤
孝

と
し
て
御
検
地
御
入
被
成
、
御
年
貢
高
請
ニ
罷
成
、
迷
惑
奉
仕
候
御
事

相
残
ル
ヶ
条
之
義
ハ
、
山
室
賀
助
様
御
勤
之
節
御
仕
出
被
成
迷
惑
奉
仕
候
、
此
段
家
筋
御

両
家
御
立
置
被
成
候
而
ハ
、
御
領
相
立
不
申
候
、
先
達
而
紙
面
を
以
奉
願
上
処
、
御
先
代

豊
前
様
御
代
御
作
法
之
儀
如
何
哉
と
御
尋
被
遊
候

右
三
拾
弐
ヶ
条
無
御
座
候
得
ハ
、
御
先
代
之
御
作
法
ニ
而
御
座
候
、
以
上

宝
暦
六
子
ノ
年

御
領
惣
百
姓
共

山
室
新
九
郎
様

（
マ
マ
）

川
北
佐
分
様

全
体
は
、
山
田
家
臣
岡
宮
忠
右
衛
門
に
よ
る
給
地
全
体
を
対
象
と
し
た
検
地
に
伴
う
困
窮
状

況
（
一
条
、
以
下
①
と
略
す
）
と
、
同
山
室
賀
助
に
よ
る
苛
政
を
訴
え
る
内
容
（
②
〜
㉚
）
と

に
わ
か
れ
て
い
る
（
表
5
）（
22
）。
一
つ
め
の
内
容
は
、
検
地
と
年
貢
増
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
。

①
岡
宮
忠
右
衛
門
に
よ
る
検
地
の
時
期
や
実
態
は
不
明
だ
が
、
竿
延
検
地
（「
地
詰
」）
に
よ
り

従
来
よ
り
も
厳
密
に
土
地
掌
握
が
な
さ
れ
た
結
果
、
年
貢
負
担
が
増
加
し
て
い
た
。

一
方
②
年
貢
納
入
に
つ
い
て
は
、
現
物
納
と
代
銀
納
の
い
ず
れ
に
す
る
か
は
、
銀
納
を
山
田

屋
敷
か
郷
中
で
納
め
る
の
か
も
含
め
て
、
百
姓
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、

ⅰ
米
の
現
物
納
入
時
の
枡
を
、
検
地
時
に
採
用
し
た
従
来
か
ら
の
「
小
升
」
で
は
な
く
「
斗
升
」

と
し
、
し
か
も
ⅱ
「
落
斗
り
」（
落
枡（
23
））
と
い
う
過
酷
な
納
入
方
法
で
、
さ
ら
に
ⅲ
一
石
あ

た
り
四
升
六
合
も
の
増
米
が
給
人
代
官
よ
り
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
全
体
で
一
石
あ
た
り
五
升
の

増
徴
に
な
っ
て
い
た
。
現
物
納
の
負
担
が
実
質
的
に
増
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
③

期
限
ま
で
に
年
貢
納
入
で
き
な
い
場
合
、
本
来
は
、
翌
年
三
月
ま
で
延
納
が
許
さ
れ
、
米
納
で

も
銀
納
（
町
相
場
）
で
も
可
能
だ
っ
た
が
、
近
年
は
未
納
分
は
一
二
月
一
日
に
（
町
相
場
よ
り

も
高
い
）「
御
定
値
段
」
で
の
納
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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以
上
の
内
容
は
、
支
配
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
縄
延
び
の
是
正
を
目
的
と
し
た
検
地
と
、
斗
升

で
の
上
納
と
増
米
、
そ
し
て
納
入
期
限
の
厳
守
と
公
定
値
段
に
よ
る
銀
納
に
よ
っ
て
、
年
貢
増

徴
を
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
給
地
百
姓
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
負
担
増
を
も
た
ら
す
措
置
で

あ
り
、
米
の
現
物
納
に
お
い
て
不
利
な
条
件
が
重
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
加
え
て
、
⑥

ウ
ン
カ
に
よ
る
被
害
が
あ
っ
て
も
年
貢
減
免
は
わ
ず
か
で
、
む
し
ろ
期
日
ま
で
に
納
入
で
き
な

か
っ
た
た
め
「
御
定
」
値
段
に
よ
る
銀
の
即
納
化
が
求
め
ら
れ
た
、
⑧
そ
の
た
め
、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）
に
再
び
ウ
ン
カ
の
被
害
に
遭
っ
た
際
も
減
免
は
無
理
だ
と
百

姓
自
ら
判
断
し
、
そ
の
結
果
、
年
貢
の
半
分
以
上
が
未
進
に
な
っ
た
と
い
う
。

年
貢
の
実
質
的
増
徴
、
未
納
年
貢
分
の
銀
納
・
即
納
化
、
一
方
で
は
実
現
し

な
い
年
貢
減
免
と
い
う
状
況
へ
の
反
発
が
、
百
姓
の
歎
願
の
背
景
に
存
在
し

た
の
で
あ
る
。

今
一
つ
の
内
容
は
、
諸
役
負
担
で
あ
る
。
④
給
地
御
林
か
ら
の
御
薪
伐
出

役
。
那
賀
川
流
域
の
給
地
御
林
か
ら
の
薪
の
伐
役
を
負
担
し
た
場
合
、
手
当

と
し
て
賃
飯
米
が
給
付
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
川
筋
か
ら
遠
く
奥
ま
っ
た

御
林
で
の
役
が
多
く
、
し
か
も
大
木
の
伐
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で

は
百
姓
が
担
う
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
伐
役
や
出
シ
役
に
つ
い
て
は
、
銭
七

〜
八
文
か
ら
一
四
〜
一
五
文
を
出
し
て
他
人
を
雇
っ
て
供
出
す
る
必
要
が
生

じ
て
お
り
、
加
え
て
（
薪
の
）
結
直
縄
の
徴
発
と
い
う
新
た
な
負
担
も
課
せ

ら
れ
た
。こ
こ
で
は
、給
地
御
林
の
存
在
に
連
動
し
て
、伐
出
役
・
出
シ
役
・

結
直
縄
が
直
接
給
人
百
姓
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
点
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。ま
た
、

伐
出
対
象
地
の
奥
地
化
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
と
の
両
立
が
難
し
い
た
め
百

姓
ら
が
、
や
む
な
く
代
人
を
雇
用
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
同
様
に
、

代
役
供
出
の
た
め
の
負
担
と
し
て
は
、
⑫
村
役
新
役
定
詰
負
担
の
事
例
が
あ

る
。ほ

か
の
役
負
担
と
し
て
は
、
⑨
本
来
、
蔵
入
地
に
準
じ
て
賦
課
さ
れ
て
い

た
御
馬
飼
葉
代
負
担
（
高
一
石
あ
た
り
銀
二
〜
三
分
）
に
つ
い
て
、
①
の
検

地
時
に
「
以
後
、
諸
負
担
は
か
け
な
い
」
と
い
う
約
束
が
代
官
か
ら
あ
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
近
年
は
一
石
あ
た
り
銀
六
〜
七
分
と
増
加
し
た
こ
と
や
、

⑪
勧
農
方
普
請
の
管
轄
が
、
従
来
和
食
御
用
所
管
轄
で
あ
っ
た
の
が
徳
島
屋

敷
管
轄
と
な
っ
た
結
果
、
や
っ
て
き
た
見
分
役
人
が
現
地
の
工
数
を
半
分
に

し
か
見
積
ら
な
い
た
め
、
残
り
を
百
姓
が
自
力
普
請
せ
ざ
る
を
得
な
っ
た
こ

と
、
⑮
和
食
御
用
所
や
郷
中
か
ら
徳
島
屋
敷
へ
の
飛
脚
負
担
な
ど
が
確
認
で

き
る
。
さ
ら
に
、
⑭
深
瀬
番
所
扶
持
方
持
ち
、
⑯
村
役
・
日
役
、
⑰
状
持
負

担
、
そ
し
て
⑱
〜
㉚
領
内
の
山
里
川
か
ら
の
一
三
の
御
用
品
供
出
に
つ
い
て
は
、
役
や
御
用
を

実
負
担
し
た
場
合
に
、
扶
持
や
賃
銭
が
付
与
さ
れ
な
い
（
な
い
し
不
足
す
る
）
点
に
対
す
る
不

満
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
⑧
地
方
知
行
制
の
も
と
で
独
自
に
、
紙
楮
の
調
達
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

市
場
で
の
楮
買
取
値
段
が
通
常
、
銀
一
匁
七
〜
八
分
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、
給
人
代
官
に
銀
一
匁

二
分
、
さ
ら
に
近
年
は
銀
一
匁
と
安
く
買
い
た
た
か
れ
、
し
か
も
漉
人
へ
の
皮
楮
の
運
搬
も
給

表5 宝暦6年（1756）の仁宇谷騒動における「御領惣百姓」の歎願内容
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人
百
姓
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

以
上
か
ら
は
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
給
人
山
田
家
に
よ
る
地
方
知
行
制
の

様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
給
地
百
姓
が
直
接
担
う
べ
き
諸
役
負
担
が
多
様
に
存
在
し
、
し
か
も

一
八
世
紀
中
頃
に
そ
の
負
担
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
当
然
、
こ
う
し
た
負
担
増
は
給
地

百
姓
に
と
っ
て
桎
梏
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
代
官
の
恣
意
的
な
支
配
で

あ
り
、
百
姓
成
立
を
阻
害
す
る
要
因
だ
と
す
る
主
張
が
、
百
姓
の
歎
願
の
根
底
に
あ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
代
官
の
「
家
筋
御
両
家
」
を
こ
の
ま
ま
「
御
立
置
」
さ
れ
て
は
、「
御
領
相
立
不

申
」
と
、
代
官
二
家
の
厳
し
い
処
分
を
、「
御
領
惣
百
姓
」
と
し
て
求
め
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
か
か
る
諸
負
担
増
加
の
中
で
、
米
の
現
物
納
か
ら
代
銀
納
へ
、
現
夫
負
担
か
ら
代

人
雇
用
へ
、
あ
る
い
は
扶
持
・
賃
銭
の
不
足
と
い
う
よ
う
に
、
現
米
負
担
・
現
夫
負
担
か
ら
貨

幣
を
介
し
た
諸
負
担
へ
の
変
化
が
存
在
し
た
。
銀
子
確
保
の
機
会
が
少
な
い
中
、
い
か
に
貨
幣

を
い
か
に
調
達
で
き
る
か
が
、
給
人
百
姓
等
の
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
願
書
に
対
す
る
山
田
家
側
の
判
断
が
、
各
箇
条
に
付
さ
れ
た
「
付
紙
」
に
示
さ

れ
て
い
る
。
表
5
に
は
、
百
姓
の
要
求
が
満
た
さ
れ
た
場
合
は
「
◎
」、
詮
議
に
よ
る
判
断
と

な
っ
た
場
合
は
「
〇
」、
そ
れ
以
外
は
「
※
」
と
し
て
そ
の
判
断
を
明
示
し
た
。
基
本
的
に
仁

宇
谷
百
姓
側
が
主
張
す
る
新
規
諸
役
負
担
の
免
除
・
軽
減
は
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
た
だ
し
、
①
給
地
検
地
の
扱
い
は
撤
回
さ
れ
ず
（「
諸
検
地
之
通
可
被
仰
付
候
」）、
②
年

貢
納
入
に
つ
い
て
も
小
升
で
の
徴
収
と
落
枡
の
撤
廃
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
増
米
は
維
持
さ

れ
、
③
納
付
期
限
も
蔵
入
地
に
準
拠
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
検
地
や
年
貢
納
入
と
い
っ
た
、

仁
宇
谷
百
姓
の
主
張
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
は
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
代

官
二
家
が
処
分
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

（
3
）
木
頭
村
の
年
貢
納
入

で
は
、
給
地
年
貢
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
納
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

湯
浅
家
文
書
に
は
、「
夏
秋
御
年
貢
通
」と
題
さ
れ
た
、
給
地
年
貢
の
実
質
的
な
皆
済
状
が
、

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
〜
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
ま
で
断
続
的
に
六
四
点
残
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
折
紙
状
の
正
文
で
、
表
紙
に
は
給
地
役
人
の
名
と
印
判
が
あ
り
、
宛
先
は
木
頭
村（
肝

煎
）
湯
浅
家
代
々
の
当
主
で
あ
る
。
徳
島
藩
の
年
貢
徴
収
は
夏
と
秋
の
二
回
に
わ
た
っ
て
実
施

さ
れ
、
夏
は
麦
納
、
秋
は
米
納
が
基
本
で
あ
っ
た
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
ま
で
は
夏
秋
年

貢
を
一
紙
に
記
す
が
、
元
禄
九
年
以
降
は
、
同
じ
題
名
な
が
ら
、
夏
年
貢
・
秋
年
貢
そ
れ
ぞ
れ

の
納
入
の
度
ご
と
に
、
別
々
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
事

例
を
考
察
す
る
（
表
6
）。
史
料
冒
頭
の
北
条
吉
右
衛
門
が
給
人
代
官
、
又
十
郎
が
木
頭
村
肝

煎
（
湯
浅
家
）
で
あ
る
。

【
史
料
2
】﹇H

40-17

﹈（
Ａ
〜
Ｄ
お
よ
び
ロ
ー
マ
数
字
は
筆
者
に
よ
る
）

夏
秋
御
年
貢
納
通

元
禄
四
年

北
条
吉
右
衛
門
（
印
）

木
頭
村

又
十
郎
殿

七
月
廿
二
日

…
Ａ

請
高

割
印
）
一
、
麦
四
石
三
升

木
頭
村

内
納
り

…
Ｂ

同
日

割
印
）
一
、
同
壱
石
弐
斗

山
茶
六
俵
次

1

同
日

割
印
）
一
、
同
九
斗
弐
升

徳
島
納

2

同
日

割
印
）
一
、
同
壱
石
九
斗
壱
升

但
、
木
頭
蔵
納
湯
浅
太
次
兵
衛
納

3

合
三
石
三
升

皆
済

（
升
）

高
弐
拾
石
六
斗
六
斗
壱
合
五
勺

…
Ｃ

1

請
夏
秋
納
三
ツ
三
歩

2

一
、
米
八
石
壱
斗
五
升
八
合
弐
勺

木
頭
村

3

典拠：元禄4年（1691）7月22日「夏秋御年貢納
通」［湯浅 H40-17］

表6 元禄4年（1691）給地年貢の納入方法
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一
、
同
五
升
六
合

上
毛
米

4

合
（
印
）
八
石
弐
斗
壱
升
四
合
弐
勺

内
納
り

…
Ｄ

割
印
）
一
、
同
壱
石
三
斗
四
升
三
合
三
勺

夏
麦
四
石
三
升
ニ
次

1

割
印
）
一
、
同
壱
石
弐
斗
八
升

和
食
蔵
納

2

割
印
）
一
、
同
壱
石

徳
島
納

3

割
印
）
一
、
同
五
斗
四
升

小
浜
蔵
納

4

割
印
）
一
、
同
三
斗
六
升

平
野
蔵
納

5

割
印
）
一
、
同
四
石
壱
斗
九
升
五
合

木
頭
蔵
納

6

割
印
）
一
、
同
壱
斗
四
升
七
合

名
本
給
ニ
次

7

割
印
）
一
、
同
四
斗
弐
升
四
合
六
勺
五
才

木
頭
蔵
納

8

合
九
石
弐
斗
八
升
九
合
九
勺
五
才

9

残
而
壱
石
七
升
五
合
七
勺
五
才

但
、
此
分
種
米
ニ
入
、
皆
済

十
二
月
七
日

ま
ず
、
上
納
年
貢
の
算
定
を
記
し
た
、
Ｃ
か
ら
み
よ
う
。
徳
島
藩
の
場
合
、
物
成
は
有
高
×

請
（
年
貢
率
）
×
（
一
＋
〇
・
二
）
と
算
定
し
た（
24
）。
木
頭
村
の
場
合
に
即
し
て
み
る
と
、

有
高
（
Ｃ
1
）
高
二
〇
石
六
斗
一
合
五
勺
に
、
請
三
つ
三
歩
（
Ｃ
2
・
年
貢
率
三
三
％
）
を
乗

じ
、
さ
ら
に
京
枡
に
二
割
の
延
米
を
加
え
た
大
き
さ
の
納
升
に
換
算
す
る
た
め
に
（
一
＋
〇
・

二
）
を
乗
じ
て
、
米
八
石
一
斗
五
升
八
合
二
勺
が
物
成
（
Ｃ
3
）
と
な
る
。
そ
こ
に
毎
年
一
定

の
上
毛
米
を
足
し
て
、
産
出
さ
れ
た
米
八
石
二
斗
一
升
四
合
二
勺
が
こ
の
年
の
年
貢
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
請
（
Ｃ
2
）
は
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
か
ら
三
つ
五
歩
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、

以
後
、
少
な
く
と
も
確
認
で
き
る
下
限
の
延
享
期
ま
で
三
五
％
と
い
う
年
貢
率
は
変
更
さ
れ
な

か
っ
た
。
木
頭
村
の
年
貢
は
、
基
本
的
に
定
請
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

続
く
Ｄ
が
秋
年
貢
の
上
納
方
法
で
あ
る
。
Ｄ
1
の
米
一
石
三
斗
四
升
三
合
三
勺
分
は
夏
年

貢
（
麦
四
石
三
升
分
を
三
で
除
し
て
米
に
換
算
）
で
相
殺
さ
れ
る
。
夏
年
貢
Ａ
は
、
貞
享
五

（
一
六
八
八
）
ま
で
麦
二
石
一
斗
九
升
だ
っ
た
が
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
以
降
は
、
史
料

に
み
え
る
麦
四
石
三
升
へ
と
倍
増
し
、
年
貢
全
体
に
お
け
る
夏
年
貢
の
比
重
が
増
し
て
い
た
。

そ
の
夏
年
貢
の
上
納
内
容
が
Ｂ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
七
月
二
二
日
に
納
入
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
麦
一
石
二
斗
分
は
山
茶
六
俵
（
一
二
〇
斤
）
の
現
物
納
で
相
殺
さ
れ
た
。
山
茶
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。
続
く
「
徳
島
納
」
と
は
、
前
後
の
年
で
は
「
徳
島
手
形
」、「
徳
島
納
二
枚
」、

あ
る
い
は
「
代
銀
入
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら（
25
）、
徳
島
で
の
代
銀
納
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。
Ｂ
3
は
麦
一
石
九
斗
一
升
の
現
物
納
を
さ
す
。
た
だ
し
、
麦
の
現
物
納
は
限
定
的

で
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
大
半
が
銀
納
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
夏
年
貢
は
麦
で
換
算
さ
れ
る
も

の
の
、
実
際
に
は
銀
納
と
茶
年
貢
の
現
物
納
に
よ
っ
て
納
入
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
、
Ｄ
の
秋
年
貢
の
納
入
の
方
法
に
戻
り
、
Ｄ
7
「
名
本
給
ニ
次
」
と
あ
る
の
は
、
の

ち
に
「
肝
煎
給
払
下
」（
26
）と
も
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
村
の
肝
煎
役
へ
の
給
分
で
あ
る
。
そ
の

分
が
、
年
貢
上
納
高
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
Ｄ
2
〜
8
の
う
ち
も
っ
と
も
割
合
が
高
い
の
が
村

の
郷
蔵
に
米
を
現
物
納
す
る
Ｄ
6
「
木
頭
蔵
納
」
で
、
高
四
・
六
一
九
六
五
石
（
二
筆
分
）

は
物
成
合
計
の
五
六
・
二
％
を
占
め
る
。
現
物
納
・
銀
納
の
分
量
は
年
に
よ
り
変
動
す
る
が
、

年
を
下
る
に
つ
れ
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
中
に
は
夏
年
貢
・
肝
煎
給
を
除
く
秋
年
貢
の
す
べ

て
を
木
頭
村
に
現
物
納
す
る
場
合
も
み
ら
れ
た（
27
）。
ま
た
「
和
食
蔵
納
」（
Ｄ
2
）
は
、
和

食
御
用
所
へ
の
納
付
か
和
食
村
蔵
へ
の
納
付
か
判
断
が
付
き
に
く
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
物

納
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
小
浜
蔵
・
平
野
蔵
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
蔵
に
納
入
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
現
米
を
運
搬
し
た
の
か
、
小
浜
・
平
野
両
村
に
よ
る
立
替
を
指
す
の
か
判
断

が
難
し
い
。
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
想
定
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
こ
う
し
た
他
村

の
蔵
へ
の
現
物
納
は
、
正
徳
期
以
降
見
ら
れ
な
く
な
る
。
一
方
、「
徳
島
納
」（
Ｄ
3
）
と
は
、

他
の
年
で
は
「
徳
島
納
〇
枚
」（
28
）と
あ
る
よ
う
に
、
指
紙
に
よ
る
代
銀
納
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
木
頭
村
の
給
地
年
貢
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
第
一
に
、
基
本
的

に
定
請
で
あ
っ
た
。
元
禄
七
年
に
従
来
の
三
つ
三
歩
か
ら
三
つ
五
歩
へ
と
年
貢
率
が
若
干
上
昇

し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
変
化
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
春
請
制
の
も
と
で
は
、
村
側
か
ら
の
検
見

要
請
に
基
づ
く
有
毛
検
見
に
よ
っ
て
請
が
確
定
さ
れ
て
い
た
が（
29
）、
木
頭
村
の
場
合
、
検
見

要
請
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
夏
年
貢
は
、
麦
四
石
三
升
分
（＝

米
四
斗
三
升
に
相
当
）
で

毎
年
一
定
し
て
お
り（
夏
秋
年
貢
全
体
の
一
二
・
五
〜
一
六
・
四
％
）、
残
り
が
秋
年
貢
で
あ
っ

た
。
し
か
も
夏
秋
年
貢
全
体
の
請
（
年
貢
率
）
が
記
述
さ
れ
る
以
前
の
七
月
段
階
に
、
毎
年
一

定
の
夏
年
貢
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。
定
請
を
前
提
と
し
た
年
貢
上
納
方
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
肝
煎
給
を
除
く
秋
年
貢
は
、
現
物
納
と
銀
納
が
併
存
す
る
納
入
形
態
を
と
り
、
そ

の
米
納
・
銀
納
の
割
合
は
年
に
よ
り
変
動
し
た
。
史
料
1
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
年
貢
納
入
の
う
ち

現
物
納
と
代
銀
納
と
す
る
か
は
、
そ
の
時
々
の
百
姓
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。第

三
に
、
茶
年
貢
が
現
物
納
さ
れ
て
い
た
。
夏
年
貢
の
う
ち
毎
年
麦
一
石
二
斗
分
が
茶
年
貢

に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
た
。
元
禄
四
年
の
場
合
の
茶
六
俵
は
、
前
後
の
年
で
は
山
茶
一
二
〇

斤
（
七
二
㎏
）
と
記
さ
れ
て
い
る
（
一
俵
あ
た
り
二
〇
斤
〈
一
二
㎏
〉）。
そ
れ
だ
け
の
山
茶
が

現
物
納
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
山
茶
一
二
〇
斤
の
現
物
納
は
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀
後
半
以

降
、
現
存
す
る
「
夏
秋
御
年
貢
通
」
で
毎
年
確
認
で
き
る
。
夏
年
貢
が
麦
二
石
一
斗
九
升
だ
っ

た
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
ま
で
で
あ
れ
ば
、
夏
年
貢
の
五
四
・
八
％
、
麦
四
石
三
升
と
な
っ
た

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
以
降
で
も
、
二
九
・
八
％
が
茶
の
現
物
納
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
に

町 田 哲
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な
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
史
料
は
、
年
不
詳
な
が
ら
湯
浅
家
八
郎
太
郎
が
肝
煎
の
時
期
（
一
七
二

九
〜
一
七
七
七
）
に
、「
年
貢
茶
」
を
現
物
納
す
る
た
め
に
、
桜
谷
口
の
権
六
に
送
っ
た
際
の

受
取
で
あ
る
。

【
史
料
3
】﹇
湯
浅B

2-4-38

﹈

覚

一
、
御
年
貢
茶
拾
弐
俵

右
之
通
ニ
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上

酉
ノ
七
月
十
日

桜
谷
口

権
六
（
印
）

木
頭
村
八
郎
太
郎
殿
へ

な
ぜ
茶
年
貢
一
年
分
の
二
倍
に
相
当
す
る
一
二
俵
を
一
度
に
送
ろ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
事

情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
年
貢
茶
の
現
物
が
、
桜
谷
ま
で
駄
賃
で
輸
送
し
た
の

ち
、
高
瀬
船
で
積
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
木
頭
村
で
は
茶
年
貢
に
つ
い
て
何
を
基
準
に
負
担
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
宝
暦
一

二
年
（
一
七
六
二
）
九
月
の
「
那
賀
郡
木
頭
村
山
田
織
部
様
御
上
り
知
指
出
帳
」﹇
湯
浅H

6-6

﹈

に
よ
れ
ば
、
茶
年
貢
を
供
出
す
る
対
象
地
と
し
て
、
一
三
ヶ
所
の
「
茶
薗
」
が
計
上
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
茶
年
貢
を
村
内
か
ら
上
納
す
る
の
は
、
茶
園
所
持
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
翌
宝
暦
一
三
年
の
夏
年
貢
斗
り
人
面
付
帳
を
み
る
と（
表
7
）、

木
頭
村
四
六
軒
中
、
九
軒
だ
け
が
「
斗
り
人
」
と
し
て
茶
年
貢
を
負
担
し
て
い
る
。
株
の
分
家

は
基
本
的
に
わ
ず
か
で
も
土
地
を
有
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
土
地
所
持
者
の
す
べ
て
が
茶

年
貢
を
高
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
斗
り
人
の
中
心
は
各

株
の
壱
家
で
、
茶
年
貢
の
負
担
額
も
家
ご
と
に
異
な
り
、
と
り
わ
け
湯
浅
本
家
・
仁
義
本
家
・

川
尻
本
家
が
多
く
負
担
し
て
い
た
（
網
か
け
）。
茶
畠
の
全
体
像
が
不
明
な
た
め
、
こ
れ
以
上

の
解
明
は
難
し
い
が
、
各
株
の
壱
家
と
ご
く
少
数
の
小
家
が
茶
畠
を
所
持
し
、
そ
の
割
合
に
応

じ
て
茶
年
貢
が
割
賦
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

三
、
蔵
入
地
の
年
貢
上
納

（
1
）
現
物
納
か
ら
銀
納
へ

一
方
の
蔵
入
地
の
年
貢
上
納
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

【
史
料
4
】﹇
湯
浅B

2-4-26

﹈

覚

一
、
米
九
斗
三
升
弐
合
ハ

京
升

右
は
去
年
分
御
蔵
米
、
中
島
浦
吉
右
衛
門
方
へ
可
渡
候
、
以
上

元
禄
八
亥
五
月
廿
九
日

孫
太
郎
（
印
）

木
頭
村
又
十
郎
殿
へ

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
五
月
に
、
前
年
分
の
蔵
米
年
貢
米
九
斗
余
を
、
木
頭
村
か
ら
中
島

浦
吉
右
衛
門
に
渡
す
よ
う
に
仁
宇
村
組
頭
庄
屋
柏
木
家
の
孫
太
郎
が
木
頭
村
肝
煎
湯
浅
家
の
又

十
郎
に
送
っ
た
指
示
書
で
あ
る
。
蔵
米
年
貢
が
延
滞
し
た
た
め
、
吉
右
衛
門
が
立
て
替
え
た
た

め
、
そ
れ
に
見
合
う
米
を
送
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
那
賀
川
河
口
部
の
米
穀
地
帯
に

あ
っ
た
米
商
人
が
、
年
貢
立
替
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
う
し
て
一
七
世
紀

末
の
段
階
で
、
蔵
入
地
年
貢
は
現
物
納
だ
っ
た
。
こ
れ
が
一
八
世
紀
に
入
る
と
変
化
す
る
。

【
史
料
5
】﹇
湯
浅B

2-9-17

﹈

覚

割
印
）
一
、
米
九
斗
八
升
弐
合
弐
勺

京
升

右
は
、
去
午
ノ
年
分
御
蔵
入
御
年
貢
米
、
御
指
紙
を
以
被
相
払
皆
済
、
如
件

享
保
十
弐
未
年
二
月
十
二
日

柏
木
理
右
衛
門
（
印
）

木
頭
村
肝
煎
八
郎
兵
衛
殿

【
史
料
6
】﹇
湯
浅B

2-9-5

﹈

覚

割
印
）
一
、
米
九
斗
八
升
弐
合
弐
勺

京
升

木
頭
村

右
は
、
去
未
秋
成
御
蔵
入
分
、
岸
喜
右
衛
門
殿
御
手
形
壱
通
請
取
、
皆
済
、
如
件

享
保
十
三
申
年
二
月
廿
四
日

柏
木
理
右
衛
門
（
印
）

木
頭
村
肝
煎
八
郎
兵
衛
殿

典拠：宝暦13年（1763）6月「山田織部様御
上り知分当夏成麦御年貢斗り人面付
帳」［湯浅 J9-3］

表7 宝暦13年（1763）木頭村内での夏年貢
負担

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――
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. .

7.2.18 1710 8 7 2 4 B2-9-15

6 5

2.6.11 1712 8 7 2 9 B2-9-22

4.2.4 1714 8 7 2 4 B2-9-19

( ).9.14 1716 8 7 2 4 B2-9-3

6.3.24 1721 8 7 2 4 B2-8-4

( 7 ).12.6 1723 8 7 2 9 B2-9-24

( 9).12.20 1724 9 8 2 2 B2-9-20

12.2.12 1727 9 8 2 2 B2-9-17

12.6.18 1727 19 5 B2-9-7

13.2.24 1728 9 8 2 2 B2-9-5

13.12.18 1728 9 8 2 2 B2-9-18

14.12.6 1729 9 8 2 6 B2-9-23

16.11.28 1731 9 8 2 2 B2-9-21

18.3.12 1733 1 1 6 B2-9-6

18.12.25 1733 9 8 2 1 9 B2-4-11

( 19 ).12.13 1734 9 8 2 1 9 B2-4-9

4.3.4 1739 9 8 2 2 H40-9

い
ず
れ
も
仁
宇
村
組
頭
庄
屋
柏
木
理
右
衛
門
が
、
木
頭
村
肝
煎
八
郎
兵
衛
（
湯
浅
家
）
に
あ

て
た
も
の
で
、
前
年
の
蔵
入
地
の
秋
年
貢
米
九
斗
八
升
二
合
二
勺
の
す
べ
て
が
指
紙
に
よ
っ
て

上
納
さ
れ
、
皆
済
し
た
こ
と
を
示
す
証
文
で
あ
る
。
仁
宇
谷
の
各
村
で
は
、
蔵
入
地
代
官
か
ら

直
接
年
貢
皆
済
状
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
各
村
に
と
っ
て
、
組
頭
庄
屋
が
発
行
す
る
こ
の

「
覚
」
が
実
質
的
な
皆
済
状
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
給
地
が
大
半
の
仁
宇
谷
に
あ
っ
て
、

点
在
す
る
蔵
入
地
の
年
貢
収
取
は
、
組
頭
庄
屋
が
統
括
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
年
貢

米
は
、
購
入
し
た
指
紙
を
上
納
す
る
代
銀
納
で
あ
っ
た
。
指
紙
は
木
頭
代
官
で
あ
る
服
部
只
右

衛
門
や
、
御
蔵
所
手
代
岸
喜
右
衛
門
の
名
義
の
も
の
で
、
こ
れ
を
購
入
し
て
納
め
て
い
た
。

表
8
に
み
え
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
覚
」
が
湯
浅
家
に
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら

残
さ
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
一
八
世
紀
初
頭
に
は
指
米
調
達
に
よ
る
年
貢
上
納
が
始
ま
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
木
頭
村
の
蔵
入
地
米
年
貢
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら
は

米
八
斗
七
升
二
合
四
勺
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
か
ら
は
新
田
分
を
加
え
、
米
九
斗
八
升
二

合
二
勺
と
な
る
が
、
一
定
の
年
貢
米
が
銀
納
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
蔵
入
地
年
貢
は
、
一
八
世
紀
初
頭
に
は
、
現
物
納
か
ら
指
紙
調
達
に
よ
る
代

銀
納
へ
と
変
化
し
た
。
そ
の
背
景
に
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

【
史
料
7
】﹇
湯
浅J43-13

﹈（
表
紙
）「
寛
保
元
酉
年
／
十
一
月
／
那
賀
郡
仁
宇
谷
之
内
木
頭

村
御
年
貢
ニ
相
附
懸
り
物
、
地
盤
懸
り
有
姿
書
付
指
出
帳
」

一
、
米
九
斗
八
升
弐
合
弐
勺

木
頭
村

ａ
但
、
山
分
遠
路
之
儀
ニ
御
座
候
故
、
少
々
宛
之
御
年
貢
米
、
船
場
へ
難
所
持
出
シ
候

ヘ
ハ
余
程
造
用
相
懸
り
申
、
上
大
野
村
迄
高
瀬
舟
ニ
而
積
下
ヶ
申
運
賃
、
又
ハ
上
大
野

村
ゟ
勝
浦
郡
沼
江
村
迄
持
越
シ
駄
賃
、
夫
ゟ
徳
島
ま
て
舟
廻
り
運
賃
上
乗
り
と
も
、
幷

徳
島
着
之
上
水
上
ヶ
賃
、
新
御
蔵
口
打
米
中
衆
賃
等
段
々
相
懸
り
申
ニ
付
、
右
夫
々
相

払
候
ヘ
ハ
過
分
ニ
相
懸
り
作
人
共
不
勝
手
ニ
御
座
候
う
へ
、
山
分
之
義
ハ
雑
穀
又
ハ
悪

米
ニ
而
上
納
米
ニ
相
成
り
不
申
候
ニ
付
、
ｂ
川
長
筋
ニ
て
筏
材
木
・
炭
山
等
仕
者
方
へ

日
用
飯
米
等
又
売
代
替
へ
候
而
、
ｃ
百
姓
と
も
申
談
慥
成
払
人
ニ
裁
判
人
相
添
イ
徳
島

へ
罷
越
シ
、
指
紙
相
場
承
合
百
姓
と
も
勝
手
ヲ
以
指
紙
相
調
上
納
仕
候
、
ｄ
右
両
人
市

中
ゟ
罷
帰
候
上
、
村
中
作
人
共
立
合
候
而
右
指
紙
相
調
候
間
銀
・
逗
留
中
飯
代
等
夫
々

算
用
仕
、
成
米
壱
石
ニ
積
り
造
用
米
壱
斗
五
升
相
懸
り
申
候
、
然
所
右
造
用
懸
り
不
同

有
之
段
御
鍛
被
遊
候
、
此
段
山
分
之
儀
難
所
遠
在
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
往
来
ニ
も
日
数

相
懸
り
申
義
故
、
遠
近
旁
以
造
用
米
軽
重
御
座
候
、
猶
御
鍛
被
遊
候
ハ
右
造
用
米
相
居

り
申
義
哉
と
御
糺
被
遊
候
、
此
段
指
紙
相
場
極
り
不
申
候
ニ
付
、
年
々
増
減
御
座
候
、

去
申
ノ
年
ハ
右
之
通
ニ
御
座
候

一
、
麦
五
斗

同
村

表8 蔵入地年貢の皆済状

町 田 哲
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但
、
山
分
遠
方
之
義
、
少
々
宛
之
成
麦
浜
出
シ
仕
、
又
徳
島
ま
て
舟
廻
シ
ニ
仕
候
へ
は

運
送
造
用
事
外
相
懸
り
、
作
人
共
不
勝
手
ニ
御
座
候
ニ
付
、
指
紙
ヲ
以
上
納
仕
来
り
候
、

尤
右
払
人
裁
判
人
徳
島
へ
罷
越
シ
指
紙
相
場
承
合
、
指
紙
相
調
上
納
仕
候
、
勿
論
払
人

共
市
中
ゟ
罷
戻
り
候
上
、
作
人
と
も
立
会
候
而
右
逗
留
中
飯
代
造
用
等
算
用
仕
、
成
麦

壱
石
ニ
積
り
壱
斗
（
五
升
）
六
升
造
用
麦
相
懸
り
申
候
、
然
処
右
造
用
懸
り
村
ニ
ゟ
高

下
有
之
段
御
鍛
被
遊
候
、
此
段
山
分
遠
近
ニ
よ
り
日
数
相
懸
り
申
義
故
多
少
御
座
候
、

猶
御
鍛
被
遊
候
ハ
、
右
造
用
相
居
り
申
義
哉
と
御
糺
被
遊
候
、
此
段
指
紙
相
場
極
り
不

申
、
上
納
仕
ル
日
数
も
相
定
り
不
申
候
ニ
付
、
年
々
増
減
御
座
候
、
去
申
ノ
年
ハ
右
之

通
ニ
御
座
候

一
、
山
茶
拾
斤
弐
歩

同
村

但
、
百
姓
と
も
申
談
シ
徳
島
へ
相
廻
シ
、
慥
成
者
罷
越
、
長
御
蔵
へ
上
納
仕
候
、
右
払

人
徳
島
逗
留
中
飯
代
造
用
等
払
人
罷
帰
り
候
上
、
百
姓
共
立
合
茶
高
ニ
割
符
仕
、
茶
壱

（
マ
マ
）

斤
ニ
付

相
懸
り
申
候
、
尤
造
用
年
ニ
よ
り
増
減
御
座
候
、
去
申
ノ
年
ハ
右
之

通
ニ
御
座
候

一
、
銀
札
五
分
七
厘
弐
毛

同
村

高
壱
石
ニ
付
弐
分
五
厘
懸
り

内
壱
分
壱
厘
壱
毛

但
、
夏
秋
御
年
貢
其
外
上
納
物
御
取
立
之
義
、
谷
筋
遠
路
打
散
村
数
殊
ニ
難
所
ニ
而
御

座
候
故
、
谷
之
村
々
へ
御
手
代
悉
ク
御
入
組
被
成
候
而
ハ
山
坂
送
り
迎
百
姓
と
も
迷
惑

仕
義
、
其
上
日
数
相
懸
り
申
御
義
故
、
先
年
ゟ
二
季
共
村
々
肝
煎
仁
宇
村
へ
相
揃
罷
出
、

諸
御
物
成
上
納
之
御
請
答
申
上
、
夫
々
御
請
判
仕
上
申
義
ニ
御
座
候
、
右
ニ
付
御
手
代

御
逗
留
之
内
賄
・
油
代
日
数
九
日
分
、
壱
日
ニ
米
壱
升
五
合
宛
、
此
米
壱
斗
三
升
五
合

直
段
石
ニ
付
八
拾
目
か
へ
、
尤
御
年
貢
御
取
立
方
日
数
之
義
年
ニ
よ
り
不
同
御
座
候
ニ

付
、
右
入
目
日
数
ニ
准
シ
申
義
故
年
々
増
減
御
座
候
、
去
申
ノ
年
ハ
右
之
通
ニ
御
座
候

同
三
分
七
厘
七
毛

但
仁
宇
谷
之
義
ハ
難
所
ニ
而
御
座
候
ニ
附
、
諸
御
奉
行
様
御
駕
籠
通
り
不
申
故
、
仁
宇

村
ニ
山
駕
籠
調
置
、
仁
宇
村
よ
り
御
乗
り
替
へ
被
遊
候
ニ
付
、
山
駕
籠
五
挺
調
代
、
壱

挺
ニ
付
七
匁
五
分
か
へ
高
三
拾
七
匁
五
分
之
内
、
当
村
当
り
去
申
ノ
年
ハ
右
之
通
ニ
御

座
候同

八
厘
四
毛

但
夏
秋
御
年
貢
都
メ
指
出
帳
、
北
又
・
下
本
郷
幷
ニ
上
本
郷
村
々
藪
開
又
ハ
延
野
村
ニ

而
北
村
市
之
進
様
御
上
り
知
共
、
右
帳
面
壱
冊
ニ
仕
上
ル
ニ
付
、
帳
紙
筆
之
代
高
八
匁

五
分
五
厘
之
内
、
当
村
当
り
去
申
ノ
年
分
右
之
通
ニ
御
座
候

右
株
々
之
内
此
後
相
減
シ
、
又
ハ
指
除
キ
申
株
有
之
哉
と
段
々
御
糺
被
為
遊
候
へ
共
、
右

株
々
之
内
指
除
申
株
無
御
座
候
、
尤
年
ニ
よ
り
増
減
之
儀
ハ
御
座
候
、
去
申
ノ
年
ハ
右
之

通
り
相
違
無
御
座
候
、
以
上

（
一
七
四
一
）

寛
保
元
酉
年
十
一
月

木
頭
村
百
姓

安
兵
衛

同
断

清
兵
衛

同
村
肝
煎

八
郎
太
郎

柏
木
庄
太
夫
殿

寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
組
頭
庄
屋
柏
木
家
が
、
仁
宇
谷
村
内
の
各
村
に
対
し
、
蔵
入
地

年
貢
で
軽
減
で
き
る
内
容
の
有
無
を
尋
ね
た
際
に
、
木
頭
村
の
肝
煎
・
頭
百
姓
二
人
が
提
出
し

た
報
告
で
あ
る
。
軽
減
可
能
な
負
担
内
容
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
結
論
で
あ
っ
た
が
、

当
時
の
蔵
入
地
年
貢
の
上
納
状
況
を
看
取
で
き
る
。

第
一
に
、
木
頭
村
の
蔵
入
地
年
貢
と
し
て
は
、
享
保
期
と
同
じ
米
九
斗
八
升
二
合
二
勺
（
一

条
目
）
に
加
え
、
麦
五
斗
（
二
条
目
）、
山
茶
一
〇
斤
二
歩
（
三
条
目
）
が
あ
っ
た
。
山
田
家

知
行
地
と
同
様
、
蔵
入
地
で
も
秋
年
貢
（
米
）、
夏
年
貢
（
麦
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

第
二
は
仁
宇
谷
に
お
け
る
蔵
入
地
年
貢
の
手
続
の
特
徴
で
あ
る
。
年
貢
米
取
立
に
関
わ
る
経

費
を
述
べ
た
四
条
目
か
ら
は
、
仁
宇
谷
の
状
況
が
う
か
が
え
る
。
末
尾
の
項
目
（
銀
札
八
厘
四

毛
）
を
み
る
と
、
仁
宇
谷
は
北
俣
・
上
本
郷
・
下
本
郷
の
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
存
在
し
た
が
、

仁
宇
谷
の
蔵
入
地
全
体
で
一
冊
の
「
夏
秋
年
貢
都
メ
指
出
帳
」
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
仁
宇
谷

筋
は
徳
島
か
ら
遠
路
か
つ
難
所
で
、
村
が
散
在
し
て
い
る
た
め
、
夏
秋
年
貢
な
ど
の
上
納
物
の

取
立
に
際
し
代
官
手
代
が
村
々
に
訪
問
す
る
の
は
、
送
迎
す
る
百
姓
の
負
担
と
な
り
日
数
も
か

か
る
。
そ
こ
で
以
前
か
ら
、
夏
・
秋
年
貢
と
も
村
の
肝
煎
が
、
組
頭
庄
屋
柏
木
家
の
居
村
で
あ

る
仁
宇
村
に
駆
け
つ
け
、
諸
年
貢
の
御
請
を
申
し
上
げ
請
判
し
て
き
て
い
た
。
ま
た
、
代
官
手

代
が
仁
宇
村
に
逗
留
す
る
際
の
賄
・
油
代
九
日
分
は
、
一
日
あ
た
り
米
一
升
五
合
×
九
日＝

米

一
斗
三
升
五
合＝

銀
八
〇
目
と
な
る
が
、
そ
れ
を
村
々
で
分
割
負
担
し
て
き
た
と
い
う
。
以
上

の
内
容
を
ふ
ま
え
る
と
、
仁
宇
谷
で
は
遠
隔
地
で
か
つ
山
深
い
こ
と
か
ら
、
蔵
入
地
年
貢
の
請

判
・
納
入
・
帳
簿
作
成
等
は
、
村
単
位
で
は
な
く
、
当
時
仁
宇
谷
全
体
を
管
轄
範
囲
と
し
て
い

た
仁
宇
村
組
頭
庄
屋
柏
木
家
を
中
心
に
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

第
三
に
、
そ
の
年
貢
納
入
方
式
は
、
指
紙
購
入
に
よ
る
代
銀
納
で
あ
っ
た
。
一
条
目
に
よ
れ

ば
、
ａ
山
分
は
徳
島
城
下
に
遠
く
、
現
物
納
で
あ
れ
ば
、
山
分
か
ら
上
大
野
村
（
持
井
）
ま

で
は
高
瀬
船
、
上
大
野
村
か
ら
沼
江
村
ま
で
は
駄
賃
、
沼
江
か
ら
徳
島
は
勝
浦
川
を
船
で
下
る

た
め
、
船
賃
・
水
揚
賃
や
新
御
蔵
で
の
仲
仕
賃
な
ど
、
わ
ず
か
な
年
貢
米
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
輸
送
す
る
た
め
の
経
費
負
担
が
嵩
む
。
し
か
も
、
山
分
で
生
産
可
能
な
の
は
雑
穀
や
悪
米

で
あ
り
、
上
納
米
に
不
向
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ｂ
那
賀
川
流
域
で
活
動
す
る
筏
材
木
・
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炭
山
請
負
人
に
日
用
飯
米
と
し
て
米
を
売
っ
て
銀
子
に
代
え
、払
人
と
裁
判
人
が
徳
島
に
行
き
、

指
紙
相
場
の
良
い
と
き
に
指
紙
を
購
入
し
、
そ
れ
を
年
貢
上
納
に
あ
て
て
い
た
。
ｃ
ま
た
こ

れ
に
関
わ
る
経
費
は
、
払
人
・
裁
判
人
の
二
人
が
帰
村
後
に
、
村
中
立
会
で
、
必
要
経
費
を
計

算
し
、
成
米
一
石
あ
た
り
の
造
用
米
一
斗
五
升
を
負
担
し
て
き
た
と
い
う
。
夏
年
貢
に
相
当
す

る
麦
五
斗
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
運
賃
や
造
用
が
嵩
む
こ
と
か
ら
、
指
紙
で
上
納
し
て
き
た
と

さ
れ
て
い
る
（
経
費
負
担
は
成
麦
一
石
あ
た
り
麦
一
斗
六
升
）。

以
上
の
よ
う
に
、
蔵
入
地
の
夏
秋
年
貢
に
つ
い
て
は
、
現
物
納
で
は
、
山
分
か
ら
の
年
貢
の

納
入
経
費
が
負
担
と
な
る
た
め
、
銀
納
化
を
村
々
が
志
向
し
て
い
た
。
こ
れ
は
給
地
年
貢
の
扱

い
と
は
対
蹠
的
で
あ
る
。
給
地
年
貢
の
場
合
は
、
木
頭
村
と
そ
の
周
辺
や
御
用
所
の
あ
る
和
喰

村
等
に
納
入
す
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
蔵
入
地
年
貢
を
現
物
納
す
る
場
合
は
、
徳
島
城
下
ま
で
の

運
送
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
の
違
い
を
生
ん
で
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
代
銀
納
化
は
、
指
紙
購
入
の
た
め
の
銀
子
を
山
分
で
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と

な
る
。
ま
た
、
指
紙
相
場
の
値
段
を
見
計
ら
っ
て
指
紙
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

指
紙
相
場
の
変
動
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
点
に
留
意
が
い
る
。

一
方
、
蔵
入
地
年
貢
で
、
唯
一
現
物
納
だ
っ
た
の
は
山
茶
で
あ
っ
た
。
木
頭
村
で
は
、
給
地

の
み
な
ら
ず
、
蔵
入
地
に
も
わ
ず
か
一
〇
斤
二
歩
で
は
あ
る
が
茶
年
貢
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
、

現
物
納
の
山
茶
は
、
徳
島
城
内
三
木
曲
輪
に
あ
る
長
御
蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。

四
、
宝
暦
一
三
年
（
山
田
織
部
領
上
知
）
以
降
の
年
貢
上
納

以
上
の
よ
う
な
仁
宇
谷
の
年
貢
納
入
形
態
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、先
述
し
た
宝
暦
一
二
年（
一

七
六
二
）
の
山
田
織
部
一
件
で
あ
っ
た
。
山
田
家
知
行
地
で
あ
っ
た
仁
宇
谷
の
大
半
が
上
知
さ

れ
、
蔵
入
地
に
一
元
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
旧
給
地
分
の
年
貢
納
入
も
、
蔵
入

地
に
準
じ
て
、
一
律
に
指
紙
に
よ
る
代
銀
納
へ
と
転
換
し
た
。
た
だ
し
、
請
（
年
貢
率
）
は
、

蔵
入
地
四
つ
二
分
・
山
田
織
部
上
知
分
三
つ
五
分
と
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
蔵
入
地
と
山

田
織
部
上
知
分
の
土
地
・
年
貢
上
納
上
の
区
別
は
、
そ
の
後
も
存
続
し
て
い
っ
た（
30
）。

表
9
は
、
木
頭
村
に
お
け
る
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
秋
年
貢
の
徴
収
状
況
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
年
の
物
成
米
は
米
一
一
石
七
七
斗
五
升
四
合
六
勺
七
才
で
、
そ
れ
を
上
納
人
五

一
名
が
高
割
で
負
担
し
て
い
る
。
天
保
四
年
の
家
数
は
五
八
名
で
あ
る
か
ら（
31
）、
約
八
八
％

が
高
持
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
は
既
に
米
価
が
高
騰
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
各
自

の
物
成
米
は
、
す
べ
て
一
石
あ
た
り
銀
一
〇
三
匁
三
分
と
高
い
レ
ー
ト
で
換
算
さ
れ
、
全
体
で

代
銀
一
貫
二
一
四
匁
二
分
六
厘
が
こ
の
年
の
秋
年
貢
銀
と
な
っ
た
。
す
べ
て
が
銀
納
で
あ
り
、

年
貢
納
入
に
必
要
な
銀
子
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ま
た
表
に
よ
る
と
、
代
銀
納
用
の
銀
子
は
、
拝
借
銀
・
現
銀
・
銀
札
と
三
つ
の
方
法
で
、
湯

浅
家
が
徴
収
し
て
い
た
。
拝
借
銀
と
は
、
同
年
一
〇
月
に
、
天
候
不
順
に
伴
う
作
柄
悪
化
と
、

産
物
買
取
の
不
調
と
い
う
困
難
な
状
況
に
対
し
て
、
那
賀
川
流
域
の
村
々
が
歎
願
し
、
郡
代
よ

り
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
木
頭
組
に
は
銀
四
貫
八
四
〇
目
が
配
分
さ
れ
、
う
ち
木
頭
村
に

は
銀
三
四
〇
目
が
割
り
当
て
ら
れ
た
（
請
人
は
五
人
組
嘉
蔵
と
百
姓
惣
代
徳
兵
衛
・
義
兵

衛
）（
32
）。
実
際
、
こ
の
年
の
秋
年
貢
で
は
、
そ
の
一
部
の
銀
一
三
五
匁
余
が
、
各
人
に
物
成
高

に
応
じ
て
補
填
さ
れ
た
。
中
に
は
拝
借
銀
で
し
か
納
入
で
き
ず
、
納
入
不
足
が
生
じ
て
い
る
者

も
い
た
。
つ
づ
く
現
銀
は
銀
八
五
四
匁
余
と
銀
納
方
法
全
体
の
七
一
・
二
％
を
占
め
る
。
こ
れ

に
対
し
銀
札
の
場
合
は
銀
二
二
五
匁
余
（
一
八
・
七
六
％
）
と
そ
の
割
合
は
低
か
っ
た（
33
）。

た
だ
し
、
唯
一
の
例
外
は
、
茶
年
貢
で
あ
っ
た
。
茶
年
貢
だ
け
は
、
宝
暦
一
二
年
の
山
田
家

領
の
上
知
以
降
も
、
従
来
通
り
、
給
地
夏
年
貢
分
の
山
茶
一
二
〇
斤
（
麦
一
・
二
石
分
）
と
、

一
〇
斤
二
歩
（
米
〇
・
〇
五
〇
一
石
分
）
が
賦

課
さ
れ
た（
34
）。
給
地
分
と
蔵
入
地
分
の
茶
年

貢
は
、
と
も
に
現
物
納
で
あ
り
続
け
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
木
頭
村
を
含
む
仁
宇
谷
一

帯
に
広
が
る
山
田
家
地
方
知
行
地
で
は
、
山
田

織
部
一
件
と
そ
れ
に
と
も
な
う
上
知
に
と
も
な

い
、
茶
年
貢
を
除
き
、
蔵
入
地
と
同
様
の
代
銀

納
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
年
貢
の
全
面
的
な

銀
納
化
へ
の
変
更
は
、
藩
権
力
内
の
事
情
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
年
貢
代
銀
納
を
可

能
と
す
る
だ
け
の
銀
子
調
達
が
よ
り
必
要
な
段

階
へ
と
、
地
域
の
経
済
構
造
の
変
化
を
推
し
進

め
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
山
茶
と
茶
年
貢

（
1
）
山
茶
の
植
栽

本
章
で
は
、
木
頭
村
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る

山
茶
の
生
産
と
流
通
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
の

後
の
茶
年
貢
の
行
方
を
考
察
し
た
い
。
那
賀
川

流
域
の
山
茶
に
関
す
る
既
存
の
研
究（
35
）は
、

二
〇
世
紀
後
半
か
ら
現
在
に
か
け
て
の
現
地
調
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査
か
ら
の
分
析
が
中
心
で
、
近﹅

世﹅

段﹅

階﹅

の﹅

製
茶
方
法
の
種
類
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
限

界
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
近
世
文
書
に
は
、
茶
の
記
載
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、「
茶
」
な
い
し
「
山
茶
」
と
し
て
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
半
だ
か
ら

で
あ
る（
36
）。
し
か
し
、
今
回
調
査
し
た
湯
浅
家
文
書
に
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
茶
の
製
造
や

流
通
に
関
す
る
文
書
が
比
較
的
残
さ
れ
て
い
た
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
に
開
始
さ
れ

た
仁
宇
谷
産
物
趣
法
で
、
組
頭
庄
屋
湯
浅
重
次
郎
が
そ
の
元
取
と
し
て
諸
産
物
の
流
通
統
轄
を

担
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
湯
浅
家
文
書
の
新
出
史
料
を
も
と
に
、
茶
の

製
法
と
流
通
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

木
頭
村
に
お
け
る
山
茶
の
初
見
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
検
地
で
あ
る
。
表
10
に
よ
れ

ば
、
茶
は
畠
（
常
畠
）
七
筆
、
山
畠
一
筆
、
そ
し
て
切
畑
三
筆
四
ヶ
所
に
存
在
し
て
い
た
。
検

地
の
地
目
を
こ
え
て
広
く
茶
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
畠
で
は
「
茶
木
あ
り
」

と
の
記
載
の
ほ
か
「
茶
ノ
木
六
拾
く
ろ
」
と
ヤ
マ
チ
ャ
の
株
数
が
計
上
さ
れ
、
山
畠
・
切
畑
で

は
「
茶
園
あ
り
」「
茶
木
有
」「
茶
有
」
と
記
載
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

畝
状
の
畦
畔
茶
で
は
な
く
、
株
仕
立
て
で
生
育
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
茶
ノ
木

が
永
続
的
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
か
否
か
ま
で
は
確
認
で
き
な
い
。

一
八
世
紀
半
ば
の
山
茶
生
産
に
は
、
二
つ
の
形
態
が
存
在
し
た
。
第
一
の
形
態
は
、
屋
敷
周

辺
の
茶
畠
（
茶
園
）
で
、
株
仕
立
て
で
常
に
栽
培
す
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
質

入
証
文
が
あ
る
。

【
史
料
8
】﹇
湯
浅B

2-5-9

﹈

五
年
切
売
渡
田
地
書
物
之
事

一
、
畑
五
拾
歩

高
壱
斗
壱
升
五
合

一
、
茶
畠
壱
ヶ
所

上
ハ
森
切
、
下
ハ
や
ふ
切
、
東
ハ
田
之
き
し
切
、
か
ち
共

（
未
）

右
ハ
舩
手
御
年
貢
御
味
進
、
当
成
不
罷
成
候
付
、
扣
之
田
地
・
茶
畠
本
米
弐
斗
ヲ
以
銀

子
六
拾
目
ニ
相
定
、
其
方
へ
売
渡
、
則
米
請
取
御
蔵
へ
上
納
仕
候
、
然
上
ハ
御
年
貢
諸
役

懸
り
物
所
な
ミ
ニ
御
勤
可
被
成
候
、
右
元
米
指
戻
申
候
ハ
ヽ
田
地
茶
畠
請
取
可
申
候
、
為

其
所
之
肝
煎
・
頭
百
姓
加
判
を
以
御
下
代
今
川
次
郞
右
衛
門
殿
御
裏
判
申
請
相
渡
上
ハ
、

於
後
日
違
乱
無
御
座
候
、
仍
而
証
文
、
如
件

（
一
七
一
八
）

享
保
元
年
申
ノ
十
一
月
十
日

木
頭
村
本
人

又
右
衛
門
（
印
）

亀
右
衛
門

同
村
証
人

善
十
郎
（
印
）

同
村

安
兵
衛
（
印
）

肝
煎

八
郎
兵
衛
（
印
）

和
食
花
屋
兵
左
衛
門
殿

（
裏
書
）「
表
書
之
通
、
令
承
知
候
、
以
上

申
ノ
十
一
月
十
八
日

今
川
次
郞
右
衛
門
（
印
）」

（
一
七
三
八
）

（
裏
書
）「
此
証
文
元
文
三
午
ノ
十
二
月
請
も
と
し
申
候
」

木
頭
村
の
湯
浅
家
小
家
の
又
右
衛
門
・
子
亀
右
衛
門
が
舩
手
年
貢
の
未
進
に
陥
り
、
所
持
す

る
畑
と
茶
畠
を
、
五
年
切
で
和
食
村
の
花
屋
兵
左
衛
門
に
銀
六
〇
目
で
売
り
渡
し
、
彼
か
ら
年

貢
納
入
用
の
米
を
請
け
取
り
、
そ
れ
を
御
蔵
に
上
納
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
村
の
肝
煎
で
も

あ
る
壱
家
八
郎
兵
衛
（
湯
浅
家
）
と
、
壱
家
安
兵
衛
（
の
ち
の
仁
義
株
）・
壱
家
善
重
郎
（
の

ち
の
川
尻
株
）
が
村
側
の
証
人
と
し
て
連
名
し
て
い
る
。
木
頭
村
で
の
土
地
売
買
に
は
、
こ
う

し
た
肝
煎
と
頭
百
姓
（
各
壱
家
）
と
い
う
村
落
運
営
層
に
よ
る
共
同
の
了
承
が
必
要
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
裏
書
を
し
て
い
る
の
は
、
給
人
山
田
家
の
家
臣
で
あ
る
。
徳
島
藩
領
で
は
土

地
売
買
の
際
に
代
官
や
給
人
家
臣
の
裏
書
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

土
地
は
二
二
年
後
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
請
け
戻
さ
れ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
那
賀
川
中
流
の
和
食
村
の
花
屋
兵
左
衛
門
の
存
在
で
あ

る
。
彼
は
又
右
衛
門
親
子
の
年
貢
未
進
分
（
米
二
斗
）
の
実
質
的
な
立
替
を
担
っ
て
い
る
。
単

に
又
右
衛
門
に
銀
子
を
貸
し
付
け
た
の
で
は
な
く
、
和
食
村
に
あ
る
給
人
山
田
家
の
御
蔵
へ
の

年
貢
立
替
機
能
を
有
す
る
御
用
商
人
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
他
に
も
次
の
よ
う
な
証
文
が
あ
る
。

【
史
料
9
】﹇
湯
浅B

2-3-12

﹈（
端
裏
書
）「
又
兵
衛
」

仕
渡
ス
茶
畑
質
入
書
物
之
事

平
兵
衛
家
う
し
ろ

一
、
茶
畠
壱
ヶ
所

東
ハ
榎
木
切
、
上
ハ
教
覚
院
茶
畠
境
切
、
西
ハ
平
兵
衛
境
切
、
下

ハ
家
切

右
は
和
食
村
花
屋
兵
左
衛
門
借
銀
札
有
之
ニ
付
、
各
々
様
御
了
簡
之
上
、
来
ル
卯
ノ
年
ゟ

未
ノ
年
迄
五
ヶ
年
、
壱
ヶ
年
ニ
茶
弐
俵
宛
相
渡
、
皆
済
仕
筈
ニ
相
極
、
則
各
々
様
加
判
ニ

て
相
定
候
、
然
上
は
右
相
定
候
通
卯
ノ
年
ゟ
未
ノ
年
迄
五
ヶ
年
ニ
茶
拾
俵
無
滞
相
渡
可
申

候
、
若
右
年
数
之
内
壱
ヶ
年
ニ
而
も
滞
候
ハ
ヽ
、
右
質
入
之
茶
畑
早
速
相
渡
シ
可
申
候
、

右
年
割
之
銀
札
、
各
々
様
御
請
持
ニ
付
、
右
之
茶
畑
質
入
ニ
仕
置
候
処
、
相
違
無
御
座
候
、

何
為
後
日
茶
畑
仕
入
証
文
、
如
件

（
一
七
三
四
）

享
保
拾
九
年
寅
ノ
十
二
月
廿
九
日

木
頭
村
な
い
ノ
瀬

又
兵
衛
（
印
）

木
頭
村
肝
煎

八
郎
太
郎
殿

同
川
尻

善
十
郎
殿

享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
一
二
月
、
内
之
瀬
株
の
壱
家
又
兵
衛
は
、
年
貢
を
納
入
で
き
な

い
た
め
、
肝
煎
湯
浅
家
と
川
尻
株
壱
家
善
十
郎
に
請
人
を
依
頼
し
て
、
史
料
8
と
同
じ
和
食
村

花
屋
兵
左
衛
門
に
借
銀
を
し
た
。
花
屋
へ
の
借
銀
返
済
に
は
五
年
間
毎
年
茶
を
二
俵
ず
つ
渡
す

町 田 哲
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こ
と
と
し
、
請
人
二
人
に
茶
畠
を
五
年
切
で
質
入
し
た
。
万
一
、
返
済
で
き
な
い
場
合
に
は
、

請
人
が
茶
畠
を
回
収
し
、
そ
こ
か
ら
花
屋
に
返
済
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
史
料
8
・
9
を
ふ
ま

え
れ
ば
、
茶
は
借
銀
返
済
に
み
あ
う
商
品
価
値
を
持
ち
、
茶
畠
は
一
つ
の
〝
資
産
〞
と
し
て
意

味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
史
料
9
の
茶
畠
の
場
所
は
「
平
兵
衛
家
う
し
ろ
」
と
の
み
あ
り
、
通
常
の
質
入
時
の

よ
う
な
面
積
・
高
な
ど
の
記
載
も
な
い
こ
と
か
ら
、
茶
畠
は
検
地
帳
登
載
の
地
目
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
茶
畠
は
教
覚
院
茶
畠
と
も
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
、
屋
敷
近
く
の
、
畠
の
一
部
や
、

切
畑
の
う
ち
屋
敷
の
背
後
に
広
が
る
麓
斜
面
の
一
画
に
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
37
）。

こ
う
し
た
茶
畠
質
入
の
事
例
は
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
か
ら
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）

の
約
八
〇
年
間
に
一
〇
例
確
認
で
き
る
（
表
11
）。
常
畠
の
一
部
や
、
屋
敷
ま
わ
り
に
近
い
切

畑
で
の
ヤ
マ
チ
ャ
栽
培
が
恒
常
的
に
展
開
し
、
重
要
な
商
品
作
物
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。

第
二
の
形
態
は
、
火
入
れ
・
焼
畑
耕
作
の
後
に
ヤ
マ
チ
ャ
の
古
株
か
ら
萌
芽
し
成
長
し
た
も

の
を
利
用
す
る
半
栽
培
的
な
利
用
形
態
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
山
茶
の
根
は
火
に

対
し
て
強
く
、
火
入
れ
後
も
生
き
残
り
、
焼
畑
耕
地
と
な
っ
て
か
ら
五
〜
六
年
経
っ
て
生
育
す

る
性
質
を
も
ち
、
焼
畑
の
よ
う
な
森
林
植
生
に
対
す
る
人
為
的
攪
乱
の
程
度
の
著
し
い
場
所
で

の
自
生
率
が
高
か
っ
た（
38
）。
そ
の
実
態
が
史
料
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
仁
宇
谷
北

俣
筋
で
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、文
政
四
年（
一
八
二
一
）八
月
の
懸
盤
村
の
事
例
で
あ
る（
39
）。

同
村
肝
煎
で
あ
る
壱
家
多
重
郎
の
も
と
に
は
、
小
家
が
四
軒
存
在
し
た
。
小
家
は
田
畠
を
所
持

し
た
が
、「
山
畑
」
に
つ
い
て
は
、
壱
家
の
多
重
郎
が
焼
畑
耕
作
地
で
あ
る
「
作
所
」
を
「
年
々

分
ヶ
」
て
き
た
。
那
賀
川
上
流
に
特
徴
的
な
〈
株
単
位
の
切
畑
利
用
慣
行
〉
で
あ
る
。
と
こ
ろ

表11 証文に見る木頭村の茶畠

典拠：年不詳「（表題欠）」［湯浅 DB2-5］

表12 19世紀中頃の茶年貢代銀納

参考．西納組の茶年貢

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――
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が
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
春
、
小
家
側
が
切
畑
・
山
畠
の
所
持
権
分
割
（「
配
分
」）
を
希

望
し
た
た
め
、
多
重
郎
は
山
畠
の
分
割
案
（「
配
分
」
案
）
を
小
家
側
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に

対
し
小
家
二
軒
は
納
得
し
た
が
、
残
る
二
軒
は
反
対
し
た
。
反
対
し
た
一
人
で
あ
る
六
太
郎
は
、

小
家
で
あ
り
な
が
ら
、
古
い
段
階
で
の
分
家
で
あ
る
た
め
、
山
畠
を
既
に
七
〜
八
枚
所
持
し
て

い
た
。
そ
の
山
畠
の
内
部
で
は
「
茶
四
拾
俵
余
」
が
確
保
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
該
の
山
畠
は

自
ら
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
山
畠
分
割
に
反
発
し
た
の
で
あ
る
。
山
畠
で
は
、
焼
畑
耕
作
が

な
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
焼
畑
休
閑
期
に
自
生
す
る
山
茶
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
形
態
で
の
山
茶
の
栽
培
・
半
栽
培
は
、
既
に
近
世
初
頭
段
階
に
仁
宇
谷
北
俣

筋
全
体
に
広
が
っ
て
い
た
。
時
期
は
下
る
が
、
一
九
世
紀
中
頃
の
木
頭
組
に
お
け
る
茶
年
貢
の

村
単
位
の
負
担
数
を
示
し
た
の
が
、
表
12
で
あ
る
。
北
俣
筋
に
相
当
す
る
木
頭
組
全
体
で
茶
年

貢
負
担
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
木
頭
村
の
よ
う
に
茶
年
貢
一
〇
〇
斤
分

を
越
え
て
い
た
村
も
多
く
、
と
く
に
懸
盤
村
は
茶
年
貢
三
三
五
斤
に
及
ん
で
い
た
。
一
九
世
紀

段
階
で
は
す
べ
て
蔵
入
地
で
代
銀
納
で
あ
る
が
（
後
述
）、
茶
年
貢
が
設
定
さ
れ
た
近
世
初
頭

段
階
に
お
い
て
は
、
北
俣
筋
で
は
茶
年
貢
を
負
担
し
う
る
だ
け
の
山
茶
が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
だ

け
夏
年
貢
（
麦
）
を
茶
年
貢
で
相
殺
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
仁
宇
谷
本
郷
に

相
当
す
る
参
考
の
西
納
組
で
は
対
蹠
的
で
、
木
頭
組
に
比
べ
て
茶
年
貢
負
担
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
同
時
期
の
茶
年
貢
銀
納
継
続
願
い
に
も
「
茶
上
納
村
は
仁
宇
谷
口
分
村
々
ニ
ハ
無
御

座
、
山
分
村
々
ゟ
上
納
奉
仕
義
」（
40
）と
あ
り
、
近
世
初
頭
の
茶
年
貢
設
定
時
の
山
茶
生
産
量
は
、

仁
宇
谷
（
本
郷
）
よ
り
も
む
し
ろ
仁
宇
谷
北
俣
筋
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
山
茶
を
生
産
で
き
た
す
べ
て
の
村
で
、
山
茶
を
加
工
し
て
産
物
（
商
品
）
と
し
て

産
出
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
に
仁
宇
谷
産
物
趣
法
が
開
始
さ

れ
た
時
、
元
取
の
組
頭
庄
屋
田
渕
弥
十
郎
・
植
原
権
太
兵
衛
・
湯
浅
重
次
郎
は
、
各
村
に
産
出

で
き
る
「
村
々
産
物
大
綱
」
の
見
積
を
提
出
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
趣
法
取
締
を
湯
浅
重

次
郎
が
担
っ
た
仁
宇
谷
北
俣
筋
・
海
部
郡
木
頭
山
で
は
、
茶
は
海
部
郡
の
う
ち
平
谷
村
三
二
〇

〇
俵
、
古
屋
村
五
六
〇
俵
、
木
頭
上
山
村
六
〇
〇
俵
、
そ
し
て
仁
宇
谷
北
俣
筋
で
は
懸
盤
村
よ

り
下
流
の
一
五
ヶ
村
一
八
五
〇
俵
の
合
計
六
二
一
〇
俵
で
あ
っ
た（
41
）。
北
俣
筋
の
上
流
域
で

は
、
茶
を
生
産
で
き
た
と
し
て
も
自
家
用
・
年
貢
茶
上
納
用
に
と
ど
ま
り
、
流
通
経
費
等
の
負

担
が
理
由
で
、
産
物
と
し
て
は
産
出
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
2
）
茶
の
製
造
（
加
工
）
―
イ
リ
茶
と
ヨ
レ
茶
―

茶
の
種
類
と
分
布

で
は
、
こ
う
し
て
収
穫
さ
れ
た
山
茶
は
、
現
地
で
ど
の
よ
う
に
加
工

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
前
半
に
、
山
茶
は
、「
か
う
茶
」「
イ
リ
茶
」「
ヨ

レ
茶
」
の
三
種
類
に
加
工
さ
れ
て
い
た
。

「
か
う
茶
」
の
実
態
は
史
料
上
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
茶

摘
は
夏
年
貢
上
納
に
充
分
間
に
合
う
季
節＝

春
で
、
加
工
方
法
も
「
ヨ
レ
茶
」
ほ
ど
煩
雑
で
な

く
、「
ヨ
レ
茶
」
よ
り
も
質
は
悪
く
廉
価
で
あ
っ
た
。
ヨ
レ
茶
や
イ
リ
茶
と
も
区
別
さ
れ
る
、

簡
易
か
つ
原
初
的
な
製
法
に
基
づ
く
も
の
と
想
定
で
き
る（
42
）。

か
ま
い
り

「
イ
リ
茶
」
は
、
現
在
の
釜
炒
茶
で
あ
る
。
釜
炒
茶
は
、
初
夏
に
製
造
さ
れ
る
茶
で
あ
る
。

現
在
は
、
新
暦
五
月
上
旬
頃
に
茶
摘
み
を
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
釜
で
一
〇
〜
二
〇
分
ほ
ど
炒

り
、
茶
揉
み
、
そ
し
て
二
日
間
の
茶
干
し
を
経
て
製
造
さ
れ
た
不
発
酵
の
番
茶
で
あ
る
。
現
在

は
那
賀
町
木
頭
（
近
世
の
海
部
郡
木
頭
山
三
ヶ
村
）、
海
部
郡
牟
岐
町
・
海
陽
町
、
三
好
市
東

祖
谷
で
製
造
さ
れ
て
い
る（
43
）。
こ
れ
に
対
し
「
ヨ
レ
茶
」
は
、
現
在
の
阿
波
晩
茶
で
、
真
夏

に
製
造
さ
れ
る
茶
で
あ
る
（
後
発
酵
茶
）（
44
）。
新
暦
七
月
の
土
用
頃
に
茶
摘
み
の
の
ち
、
茶
茹

で
・
茶
摺
り
を
経
て
、
二
週
間
前
後
桶
（
コ
ガ
）
に
漬
け
込
み
、
さ
ら
に
二
〜
三
日
の
茶
干
し

を
行
う
と
い
う
工
程
で
あ
る
。
現
在
は
那
賀
町
（
と
く
に
旧
相
生
町
）
お
よ
び
勝
浦
郡
上
勝
町

を
中
心
に
製
造
さ
れ
て
い
る（
45
）。
イ
リ
茶
と
ヨ
レ
茶
を
比
較
す
る
と
、
茶
摘
み
時
期
の
違
い

（
五
月⇔

七
月
）、
製
造
方
法
の
違
い
（
炒
る⇔

茹
で
・
漬
け
込
み
）
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
一
九
世
紀
前
半
の
製
茶
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
仁
宇
谷
北
俣
筋
の
那
賀

郡
坂
州
村
と
、
海
部
郡
木
頭
山
三
ヶ
村
の
一
つ
平
谷
村
内
の
各
集
落
で
の
、
あ
る
出
荷
時
の
生

産
者
と
出
荷
数
の
記
録
が
あ
る
（
表
13
）。
一
回
の
出
荷
時
に
、
平
谷
村
で
は
各
集
落
一
〜
二

名
（
計
九
名
）
が
、
坂
州
村
で
は
一
三
名
が
、
各
家
一
〜
六
俵
と
少
数
な
が
ら
茶
を
産
出
し
て

い
る
。
茶
に
は
「
か
う
」「
イ
リ
」「
ヨ
レ
」
の
三
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
分
布
範
囲
で
、
平
谷
村
側
で
は
す
べ
て「
イ
リ
茶
」で
あ
る
の
に
対
し
、

坂
州
村
で
は
上
記
三
種
類
の
茶
が
す
べ
て
加
工
・
生
産
さ
れ
て
い
た
。
中
に
は
役
太
郎
の
よ
う

に
イ
リ
茶
と
ヨ
レ
茶
の
両
方
を
製
造
し
て
い
た
者
も
い
る
。
木
頭
山
三
ヶ
村
で
は
イ
リ
茶
を
、

典拠：天保期「（表題欠）」［湯浅 H38-5］
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仁
宇
谷
北
俣
筋
下
流
側
で
は
ヨ
レ
茶
・
イ
リ
茶
の
両
方
を
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る（
46
）。

ヨ
レ
茶
の
誕
生

次
の
史
料
も
年
欠
な
が
ら
、
一
九
世
紀
前
半
の
湯
浅
重
次
郎
の
手
に
よ
る

茶
流
通
に
関
す
る
覚
書
で
あ
る（
47
）。
断
片
的
だ
が
、
当
時
の
茶
の
製
造
と
流
通
の
一
端
を
伝

え
る
好
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
10
】﹇
湯
浅C

B
8-41-5

﹈

一
、
ヨ
レ
茶
壱
本
、
懸
目
七
貫
五
百
目
、
通
用

内
壱
貫
五
百
目

風
袋
引

残
り
正
ミ
六
貫
目

弐
拾
四
斤

斤
ニ
直
シ
〆

代
拾
匁
八
厘

上
納
元
四
分
弐
厘
之
引
合
ヲ
以
、
本
文
之
通

外
ニ
弐
厘

弐
歩
相

同
壱
匁
三
分

木
頭
村
ゟ
桜
谷
村
持
送
り
駄
賃

同
壱
分

桜
谷
村
ゟ
音
谷
村
之
内
小
川
原
船
場
へ
持
越
駄
賃

同
五
厘

小
川
原
荷
物
置
場
床
銭

同
六
分

小
川
原
ゟ
持
井
迄
舩
運
賃

同
四
分

益
銀

同
壱
分
壱
厘

持
井
御
分
一
所
御
口
銀

同
壱
匁
弐
分
程

水
揚
幷
床
打
歩
懸
り
と
も

合
拾
三
匁
八
分
六
厘

茶
壱
荷
ニ
〆
都
合

一
、
ヨ
レ
弐
本
代

弐
拾
七
匁
七
分
弐
厘

右
は
木
頭
・
坂
州
辺
之
ヨ
レ
茶
ニ
而
、
相
場
宜
敷
節
右
様
位
、
又
ハ
廿
五
六
・
廿
二
三

位
、
下
物
ニ
相
成
候
而
は
廿
目
之
内
え
入
、
十
六
七
八
九
、
当
村
ゟ
奥
分
へ
至
り
而
ハ

茶
不
出
来
之
上
、
駄
賃
も
壱
本
ニ
付
壱
匁
五
六
分
、
又
ハ
壱
匁
八
九
分
処
々
ニ
而
駄
賃

之
高
下
御
座
候

一
、
か
う
茶
ニ
而
ハ
、
前
段
ヨ
レ
下
物
同
断
之
引
合
ニ
候

一
、
上
納
茶
之
義
ハ
、
古
来
ゟ
か
う
茶
ニ
而
上
納
仕
来
、
御
売
払
之
直
段
、
前
段
下
物
之

引
合
ニ
相
運
候
而
は
御
益
ニ
も
相
成
か
た
く
哉
ニ
も
奉
存
候
、
且
又
ヨ
レ
茶
製
は
四
拾

年
以
来
仕
義
ニ
御
座
候

（
マ
マ
）

一
、

一
条
目
は
、「
ヨ
レ
茶
」
の
一
本＝

一
俵
あ
た
り
の
容
量
規
格
と
流
通
経
費
（
輸
送
賃
・
口

銀
等
）
を
、
二
条
目
は
ヨ
レ
茶
二
本＝

一
荷
の
価
格
を
示
す
。
以
上
に
つ
い
て
の
分
析
は
後
述

す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
ヨ
レ
茶
」
と
「
か
う
茶
」
に
つ
い
て
記
し
た
三
条
目
・
四
条
目
に

注
目
し
た
い
。
三
条
目
で
は
、
ヨ
レ
茶
と
は
別
に
「
か
う
茶
」
が
存
在
す
る
が
、
ヨ
レ
茶
の
下

物
と
同
等
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
四
条
目
に
よ
れ
ば
、
当
地
で
は
、
上
納
茶
つ
ま
り
年
貢

茶
と
し
て
、
以
前
か
ら「
か
う
茶
」を
現
物
納
し
て
き
た
。
し
か
し
藩
側
が
、
上
納
さ
れ
た「
か

う
茶
」
を
徳
島
市
中
で
売
り
払
お
う
と
し
て
も
、
茶
の
相
場
値
段
よ
り
も
低
い
た
め
に
、
藩
の

利
益
に
な
ら
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
ヨ
レ
茶
は
、
四
〇
年
前
か
ら
製
造
を
開
始

し
て
き
た
と
い
う
。

第
一
に
、
ヨ
レ
茶
は
、
一
八
世
紀
末
頃
か
ら
盛
行
し
た
加
工
法
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
茶
で

あ
っ
た（
48
）。
阿
波
晩
茶
（
後
発
酵
茶
）
の
製
造
が
本
格
化
し
た
の
は
、「
稲
作
以
前
」
で
は
な

く
、
そ
の
歴
史
は
新
し
い
の
で
あ
る
。
ヨ
レ
茶
は
製
造
に
手
間
が
か
か
り
、
ま
た
生
産
す
る
時

期
は
土
用
か
ら
盆
に
か
け
て
と
遅
い
が
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
「
か
う
茶
」
よ
り
も
高
く
販
売

で
き
る
た
め
、
重
要
な
産
物
と
し
て
着
目
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
そ
の
ヨ
レ
茶
生
産
が

盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
、
茶
相
場
が
ヨ
レ
茶
主
導
の
値
段
と
な
っ
た
た
め
、
従
来
か
ら
の
加
工

法
に
よ
る
「
か
う
茶
」
は
ヨ
レ
茶
の
下
等
と
同
等
か
、
ヨ
レ
茶
に
劣
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。

か
う
茶
か
ら
ヨ
レ
茶
へ
の
転
換
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
茶
年
貢
の
上
納
形
態
に
も
大
き
な
変

化
を
も
た
ら
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。

ヨ
レ
茶
・
イ
リ
茶
の
流
通

と
こ
ろ
で
、
イ
リ
茶
と
ヨ
レ
茶
は
、
遅
く
と
も
一
九
世
紀
初
頭

に
は
徳
島
市
中
や
他
国
に
流
通
し
、
広
く
消
費
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
木
頭
山
三
ヶ
村
は
、
藩
に
対
し
、
ⅰ
宇
治
茶（
49
）以
外

の
他
国
茶
の
三
年
間
入
津
指
し
止
め
と
、
ⅱ
茶
問
屋
設
定
を
願
う
願
書
を
提
出
し
た
。
近
年
、

木
頭
山
で
製
造
し
た
茶
が
、
紀
州
田
辺
に
い
っ
た
ん
流
通
し
た
の
ち
、
田
辺
茶
と
し
て
阿
波
国

内
に
い
わ
ば
逆
輸
入
の
形
で
売
買
さ
れ
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ
る
こ
と
、
木
頭
山
の
茶
は
諸
経

費
ば
か
り
が
嵩
み
、
茶
値
段
が
安
く
引
き
合
わ
な
い
状
況
も
あ
っ
て
、
年
貢
銀
納
に
み
あ
う
銀

子
が
確
保
で
き
ず
百
姓
が
困
窮
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（
50
）。
こ
の
願
い
の
う
ち
、

ⅰ
他
国
茶
指
留
が
許
可
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
ⅱ
茶
問
屋
設
定
は
考
慮

さ
れ
た
よ
う
で
、
翌
年
に
は
、
徳
島
城
下
の
森
屋
新
兵
衛
・
宮
本
屋
十
兵
衛
が
、
那
賀
川
下
流

の
持
井
（
市
中
へ
の
水
揚
地
点
）
に
、
流
域
す
べ
て
の
茶
を
集
荷
す
る
「
一
手
茶
問
屋
」
の
設

置
を
願
い
出
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
木
頭
組
・
西
納
組
側
は
、
問
屋
の
設
置
に
反
対
し
た
。
翌
文
政
六
年
三
月
に
両

組
の
組
頭
庄
屋
が
那
賀
郡
代
手
代
に
提
出
し
た
願
書
に
よ
る
と
、
そ
の
理
由
は
、
①
問
屋
の
固

定
化
は
他
の
相
場
と
の
比
較
が
困
難
で
あ
り
、
②
茶
相
場
は
上
下
す
る
の
で
、
常
に
茶
一
斤
を

銀
二
厘
で
買
上
と
い
う
問
屋
案
で
は
安
す
ぎ
る
こ
と
、
③
従
来
、
両
組
の
村
々
で
は
茶
を
那
賀

川
中
流
の
仁
宇
村
・
大
久
保
村
の
荷
宿
で
売
払
い
、
銀
子
を
調
達
し
て
お
り
、
茶
問
屋
の
固
定

化
で
は
な
く
、「
何
方
ニ
而
も
売
買
」
し
、
売
先
を
手
広
く
確
保
し
た
い
か
ら
で
あ
っ
た（
51
）。

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――

―355―



こ
こ
で
は
、
①
那
賀
川
上
流
域
の
百
姓
に
と
っ
て
、
年
貢
諸
上
納
銀
な
ど
に
必
要
な
銀
子
確

保
の
た
め
に
、
茶
は
換
銀
の
た
め
に
重
要
な
産
物
と
な
っ
て
お
り
、
茶
値
段
の
安
定
化
を
求
め

て
い
た
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
②
問
屋
設
置
を
願
う
こ
と
で
茶
買
取
値
段
の
一
律

上
昇
を
求
め
る
木
頭
山
側
と
、
選
択
的
に
茶
値
段
の
高
い
売
先
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
仁
宇

谷
・
同
北
俣
筋
側
と
の
間
で
、
流
通
関
係
を
め
ぐ
る
分
岐
が
生
じ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
背

景
に
は
、
イ
リ
茶
の
出
荷
を
中
心
と
す
る
木
頭
山
と
、
イ
リ
茶
・
ヨ
レ
茶
の
双
方
を
出
荷
す
る

仁
宇
谷
・
北
俣
筋
の
差
も
反
映
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
茶
値
段
が
不
安
定
な
中
、
市
中
問

屋
と
そ
れ
と
の
結
合
を
図
る
中
流
域
の
荷
宿
、
あ
る
い
は
持
井
の
一
手
問
屋
の
い
ず
れ
が
集
荷

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
掌
握
す
る
の
か
、
不
安
定
な
段
階
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
茶
は
ど
の
よ
う
に
流
通
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
仁
宇
谷
産
物
趣
法
開
始
後
四
年
た
っ

た
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
月
の
郡
代
か
ら
の
通
達
を
う
け
、
九
月
に
元
取
三
人
は
こ
れ

を
具
体
化
し
た
独
自
の
取
締
策
を
決
定
し
た
。
そ
の
中
の
「
久
留
免
田
心
得
向
」
に
は
、
茶
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

【
史
料
11
】
天
保
一
一
年
九
月
「
諸
産
物
取
究
方
元
取
三
人
定
書
」﹇
湯
浅L29

﹈

一
、
茶
市
中
送
取
分
、
持
井
へ
為
揚
、
道
売
之
義
ハ
益
銀
壱
俵
ニ
付
四
分
宛
取
立
候
事
、

其
余
品
々
道
売
之
分
益
銀
取
立
候
事
、
尤
大
京
原
・
岩
脇
両
所
之
義
ハ
不
筋
之
売
事
い

た
し
候
ニ
付
、
当
時
御
指
留
被
仰
付
ニ
付
、
元
取
ゟ
指
図
有
之
迄
ハ
指
留
候
事

（
那
賀
郡
桜
谷
村
）

一
、
市
中
市
問
屋
市
日
之
義
ハ
、
花
屋
久
米
蔵
出
張
之
上
市
い
た
し
、
代
銀
都
之
義
は
増

（
徳
島
新
シ
町
）

屋
兵
吉
・
大
久
保
屋
岩
蔵
両
人
ニ
取
都
さ
せ
可
申
事
、
市
帳
久
米
蔵
久
留
免
田
へ
持
帰

り
写
仕
、
天
神
原
并
ニ
山
分
へ
早
々
相
送
候
事
、
尤
定
居
手
代
壱
人
指
置
候
事

市
中
へ
送
る
茶
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
持
井
で
陸
揚
げ
し
、「
道
売
」（
周
辺
地
域
で
の
販
売
）

す
る
場
合
に
は
、
益
銀
を
一
俵
あ
た
り
銀
四
分
を
久
留
免
田
出
張
所
で
取
り
立
て
る
こ
と
、
ま

た
茶
以
外
の
品
で
も
「
道
売
」
の
場
合
は
益
銀
を
出
張
所
が
取
り
立
て
る
、
と
あ
る
。
徳
島
市

中
に
茶
問
屋
が
あ
り
、
そ
こ
に
運
ぶ
に
は
、
高
瀬
船
で
積
み
下
し
た
茶
を
、
出
張
所
で
チ
ェ
ッ

ク
し
た
上
で
、
那
賀
川
下
流
の
持
井
で
い
っ
た
ん
水
揚
し
、
沼
江
村
ま
で
陸
送
し
、
そ
こ
か
ら

再
度
高
瀬
船
で
勝
浦
川
を
経
由
し
て
徳
島
城
下
ま
で
積
下
し
て
い
た
。
こ
れ
は
最
河
口
の
中
島

浦
・
海
沿
ル
ー
ト
を
介
さ
ず
に
運
搬
で
き
る
、
い
わ
ば
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
の
経
路
で
あ
っ
た

（「
市
中
売
」
ル
ー
ト
）。

第
二
に
、
徳
島
市
中
に
は
茶
の
市
が
た
ち
、
市
日
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、

市
立
の
際
に
は
桜
谷
村
の
小
寄
人
の
中
で
も
、
も
と
荷
宿
（＝

仲
買
）
の
花
屋
久
米
蔵
が
出
張

し
て
い
た
点
で
あ
る
。
彼
は
、
茶
の
代
銀
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て
は
徳
島
の
茶
問
屋
増
屋
兵

吉
・
大
久
保
屋
岩
蔵
に
委
ね
た
が
、
市
が
終
わ
る
と
決
定
価
格
等
を
示
す
書
類
（
仕
切
状
）
を

久
留
免
田
出
張
所
に
持
ち
帰
り
、
そ
の
写
が
天
神
原
引
請
所
と
山
分
荷
主
に
送
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
徳
島
の
市
中
茶
問
屋
に
茶
の
荷

宿
が
出
張
し
て
取
引
を
掌
握
す
る
こ
と

で
、
趣
法
銀
の
回
収
可
能
な
体
制
を
目
指

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
「
市
中
売
」
ル
ー

ト
と
は
別
に
、
那
賀
川
河
口
域
に
も
、
茶

を
扱
う
問
屋
が
存
在
し
た
。
こ
の
時
は
趣

法
に
反
す
る
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
取
引

が
差
し
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
持
井
よ
り

も
下
流
の
大
京
原
・
岩
脇
に
も
問
屋
に
相

当
す
る
商
人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
（
河

口
・
他
国
売
ル
ー
ト
）。
こ
う
し
て
天
保

期
に
は
、
仲
買
（
趣
法
下
で
は
「
小
寄
人
」
に
包
摂
）
が
生
産
者
か
ら
茶
荷
物
を
集
荷
し
、
こ

れ
を
市
中
茶
問
屋
や
那
賀
川
河
口
域
の
茶
商
人
に
流
通
さ
せ
る
経
路
が
、
定
着
し
て
い
た
の
で

あ
る（
52
）。

そ
の
一
端
を
、
天
保
期
の
前
掲
史
料
10
の
一
・
二
条
目
に
み
よ
う
。
第
一
に
、
ヨ
レ
茶
一
本

（
一
俵
）
は
、
重
さ
七
貫
五
〇
〇
目
で
、
俵
の
重
さ
（
風
袋
）
を
引
い
た
正
味
の
重
さ
は
六
貫

目＝

二
四
斤
分
（
一
四
・
四
㎏
）
と
規
格
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
茶
二
本
が
一
荷
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
ヨ
レ
茶
が
木
頭
村
か
ら
、
持
井
（
上
大
野
村
）
ま
で
、
流
通
す
る
経
路
が
わ
か
る
。

木
頭
村
か
ら
桜
谷
村
の
小
寄
人
（
仲
買
）
ま
で
駄
賃
稼
で
陸
送
さ
れ
、
小
寄
人
か
ら
音
谷
村
小

川
原
の
荷
宿
ま
で
再
び
駄
賃
稼
に
よ
り
陸
送
、
そ
こ
か
ら
持
井
ま
で
は
高
瀬
船
で
下
っ
た
。
第

三
に
そ
の
経
費
で
あ
る（
表
14
）。
ヨ
レ
茶
一
本
は
代
銀
一
〇
匁
八
厘
と
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
続
く
部
分
が
、
木
頭
村
か
ら
持
井
の
問
屋
ま
で
経
費
で
あ
る
。
駄
賃
が
木
頭
村
か
ら
小

寄
人
の
い
る
桜
谷
村
ま
で
銀
一
匁
三
分
、
桜
谷
か
ら
荷
宿
の
あ
る
音
谷
村
小
川
原
船
場
ま
で
銀

一
分
と
駄
賃
が
多
く
か
か
る
。
小
川
原
の
荷
宿
の
置
場
床
銭
が
銀
五
厘
、
小
川
原
か
ら
持
井
ま

で
の
高
瀬
船
船
賃
が
銀
六
分
で
、そ
の
ほ
か
益
銀
や
口
銀
を
徴
収
さ
れ
る
費
用
が
銀
五
分
一
厘
、

水
揚
等
の
費
用
が
銀
一
匁
二
分
必
要
で
、
経
費
の
全
体
は
銀
三
匁
七
分
八
厘
、
全
体
の
代
銀
は

銀
一
三
匁
八
分
六
厘
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ヨ
レ
茶
は
生
産
者→

小
寄
人
・
荷
宿→

問
屋

と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
、
と
く
に
駄
賃
の
経
費
が
、
短
距
離
な
が
ら
経
費
全
体
の
三

七
％
を
占
め
て
い
た
。
加
え
て
、
茶
の
流
通
過
程
そ
の
も
の
に
藩
が
吸
着
し
、
益
銀
、
二
分
相

（
銀
札
納
入
時
の
手
数
料
）、
口
銀
（
分
一
銀
）
を
徴
収
し
て
お
り
、
茶
の
流
通
量
の
増
加
が

す
な
わ
ち
藩
益
の
増
加
に
も
つ
な
が
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

第
三
は
、
茶
値
段
で
あ
る
。
こ
う
し
て
木
頭
村
・
坂
州
村
の
ヨ
レ
茶
一
荷（
二
本
・
二
俵
分
）

典拠：｢（ヨレ茶代銀見積覚）｣［湯浅 CB8-41-5］
町田哲「仁宇谷産物趣法の展開と小寄人」
『鳴門史学』33、2022年3月、表3を再掲

表14 木頭村からのヨレ茶代銀と経費
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の
値
段
は
、
銀

二
七
匁
七
分
二

厘
と
な
る
が
、

こ
れ
は
品
質
・

相
場
と
も
好
景

況
で
の
値
段
で

あ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
銀

二
〇
目
を
割
り

込
み
、
銀
一
六

〜
一
九
匁
と
下

値
と
な
る
ケ
ー

ス
す
ら
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、

茶
値
段
と
経
費

等
と
が
釣
り
合

わ
ず
、
ま
た
那
賀
川
北
俣
筋
の
上
流
域
で
あ
る
「
奥
分
」
か
ら
は
駄
賃
費
用
も
一
本
あ
た
り
銀

一
匁
八
・
九
分
に
な
る
の
で
、
ヨ
レ
茶
を
産
物
と
し
て
流
通
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
が
喪
失
す
る
と

い
う
。
駄
賃
値
段
の
重
圧
が
、
産
物
と
し
て
の
茶
の
出
荷
圏
を
限
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
前
述
の
、
仁
宇
谷
産
物
趣
法
開
始
時
の
見
積
で
、
茶
の
出
荷
圏
が
、
北
俣
筋
で
は

懸
盤
村
よ
り
下
流
の
、
舟
着
村
に
近
い
村
々
に
限
定
さ
れ
て
い
た
点
と
も
一
致
す
る（
53
）。
産

物
の
出
荷
圏
は
生
産
条
件
と
同
時
に
、
流
通
条
件
に
も
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
上
で
、
当
該
地
域
か
ら
茶
が
出
荷
さ
れ
た
具
体
例
を
検
討
し
よ
う
（
表
15
）。
仁
宇
谷

産
物
趣
法
下
の
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
仲
買
・
日
真
村
清
太
郎
が
、
木
頭
村
・
坂
州
村
な

ど
近
隣
半
径
二
㎞
以
内
の
茶
生
産
者
か
ら
集
荷
し
、
茶
問
屋
に
出
荷
し
た
茶
荷
物
の
仕
切
状
写

で
あ
る
。
清
太
郎
は
、
徳
島
の
茶
問
屋
島
屋
与
兵
衛
に
ヨ
レ
茶
一
六
本
と
、
那
賀
川
下
流
の
岩

脇
村
炭
屋
勘
八
に
イ
リ
茶
一
三
本
・
ヨ
レ
茶
四
本
を
、
九
月
下
旬
か
ら
一
〇
月
初
旬
に
送
付
し

た（
54
）。
こ
こ
で
も
、
仲
買
が
生
産
者
か
ら
イ
リ
茶
・
ヨ
レ
茶
を
買
い
集
め
、
そ
れ
を
市
中
の

問
屋
に
流
通
さ
せ
て
い
た
が
、
加
え
て
仲
買
―
問
屋
と
の
間
で
得
意
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た

点
も
見
逃
せ
な
い
。
し
か
も
、
徳
島
市
中
へ
の
茶
は
、
ヨ
レ
茶
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
レ
茶

の
消
費
地
は
徳
島
市
中
に
偏
重
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
他
国
売
向
け（
岩
脇
の
茶
問
屋
）

で
は
、
ヨ
レ
茶
よ
り
も
イ
リ
茶
が
中
心
で
あ
っ
た
と
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、
生
産
者
に
注
目
す
る
と
、
木
頭
村
八
郎
太
郞
が
ヨ
レ
茶
と
イ
リ
茶
の
両
方
を
出
荷
し

た
よ
う
に
、
ヨ
レ
茶
と
イ
リ
茶
も
製
造
し
て
い
た
。
ま
た
、
茶
の
製
造
は
、
株
の
壱
家
の
み
な

ら
ず
小
家
に
も
普
及
し
て
い
た
。
壱
家
・
小
家
の
区
別
が
判
明
す
る
木
頭
村
の
場
合
、
四
名
全

員
が
小
家
で
あ
る
。
焼
畑
休
閑
期
の
切
畑
や
茶
畠
の
山
茶
を
も
と
に
し
た
ヨ
レ
茶
生
産
は
、
小

家
に
と
っ
て
も
、
銀
子
確
保
の
た
め
に
重
要
な
手
段
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
茶
年
貢
の
代
銀
納

享
和
二
年
の
代
銀
納
化

以
上
の
よ
う
な
、
都
市
部
の
需
要
に
照
応
し
た
茶
の
産
物
化
と
い

う
経
済
的
動
向
は
、
逆
に
藩
へ
の
茶
年
貢
上
納
方
法
と
い
う
政
策
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
享

和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
那
賀
郡
代
が
、
郡
代
設
置
後
の
郡
内
の
状
況
と
そ
れ
へ
の
対
処
を
藩

中
枢
部
に
報
告
し
た
文
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
条
が
あ
る
。

【
史
料
12
】
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
『
蜂
須
賀
家
文
書
』27A

283-3

、（
表
紙
）「
那
賀
郡
一

昨
秋
已
来
相
手
懸
候
御
用
方
申
上
帳

平
尾
勘
左
衛
門
・
乾
新
平
」
よ
り

一
、
仁
宇
谷
筋
御
年
貢
茶
、
ａ
木
頭
御
代
官
取
立
候
節
は
、
盆
前
ゟ
盆
後
迄
ニ
追
々
上
納

為
仕
候
処
、
ｂ
都
而
上
納
物
御
定
日
限
之
通
上
納
申
付
候
儀
故
、
茶
仕
成
時
節
相
後
レ

候
節
は
百
姓
共
難
渋
仕
、
遠
境
之
儀
ニ
候
得
は
、
徳
島
迄
指
出
候
儀
も
造
用
多
相
懸
迷

惑
仕
候
趣
ニ
相
聞
え
候
、
ｃ
幷
上
納
時
節
指
懸
茶
製
仕
候
儀
故
、
干
目
等
も
行
届
不
申

上
納
ニ
相
成
候
而
茶
性
合
相
損
、
追
而
御
売
払
之
節
直
段
下
直
ニ
罷
成
御
為
成
不
申
ニ

付
、
ｄ
彼
是
申
談
候
所
、
代
銀
上
納
ニ
申
付
候
得
は
御
不
益
之
筋
無
之
、
百
姓
共
窕
ニ

罷
成
申
候
ニ
付
、
猶
亦
相
行
着
候
処
、
壱
斤
ニ
付
五
分
宛
上
納
被
仰
付
候
得
は
難
有
奉

存
候
旨
申
出
候
、
右
様
被
仰
付
候
而
も
是
迄
御
払
直
段
ゟ
御
為
成
、
第
一
山
分
之
百

姓
共
窕
ニ
相
成
候
ニ
付
、
存
寄
元
〆
之
面
々
迄
申
出
御
座
候
、
指
引
等
左
ニ
奉
申
上
候

一
、
御
年
貢
茶
壱
斤
ニ
付
、
三
分
四
厘
六
毛
宛

但
、
去
ル
巳
ゟ
去
酉
年
迄
五
ヶ
年
之
間
押
シ
平
シ
候
直
段

一
、
同
五
分
宛

但
、
当
年
相
行
着
代
納
ニ
申
付
候
直
段

「
仁
宇
谷
筋
年
貢
茶
」
に
つ
い
て
、
ａ
木
頭
代
官
の
頃
は
、
盆
前
か
ら
盆
後
ま
で
に
現
物
納

さ
せ
て
き
た
（＝

夏
年
貢
）。
ｂ
上
納
期
日
厳
守
を
命
じ
て
い
た
た
め
、
茶
生
産
が
遅
れ
る
と

百
姓
が
難
渋
す
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
遠
隔
地
の
た
め
徳
島
ま
で
の
輸
送
費
負
担
が
多
く
困
っ

て
い
る
と
の
声
が
あ
っ
た
。
ｃ
し
か
も
上
納
時
期
に
茶
製
造
（
加
工
）
を
行
う
た
め
、
乾
燥
が

不
足
し
て
茶
の
品
質
（「
性
合
」）
が
悪
化
し
、
藩
が
上
納
茶
を
「
御
売
払
」（＝

払
下
）
し
て

も
値
段
が
安
す
ぎ
て
藩
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
ｄ
そ
こ
で
、
郡
代
二

人
が
百
姓
と
や
り
と
り
し
た
上
で
、
代
銀
上
納
に
す
れ
ば
藩
の
不
利
益
は
な
く
、
百
姓
の
た
め

に
も
な
る
と
の
考
え
を
、
藩
の
元
〆
を
通
し
て
上
申
し
た
。
具
体
的
に
、
茶
年
貢
現
物
納
段
階

典拠：天保8年（1837）10月9日「茶仕切送り覚」［湯
浅 CB31］、町田哲・石川登・内藤直樹「近世
の『山里』における社会変化―景観・生業・政
治権力の関わりのなかで」『文化人類学』88‐2、
2023年、278頁表5を再掲

表15 日真村清太郎が集荷した茶荷物

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――
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の
売
払
値
段
は
、
従
来
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
〜
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
五
年
平
均

で
年
貢
茶
一
斤
に
つ
き
銀
三
分
四
厘
六
毛
だ
っ
た
の
に
対
し
、
新
規
に
命
じ
た
代
銀
納
値
段
で

は
、年
貢
茶
一
斤
に
つ
き
銀
五
分
と
藩
利
の
大
幅
な
増
収
と
な
る
と
の
見
積
を
報
告
し
て
い
る
。

こ
こ
で
特
筆
さ
れ
る
第
一
は
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
仁
宇
谷
の
茶
年
貢
が
、
現
物
納

か
ら
代
銀
納
へ
と
一
律
に
転
換
し
た
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
代
銀
納
化
の
理
由
で
あ
る
。
そ
の

直
接
の
理
由
は
、
茶
製
造
と
年
貢
取
立（
夏
年
貢
）の
時
期
の
重
複
に
あ
っ
た
。
新
た
に
広
ま
っ

た
ヨ
レ
茶
の
製
造
季
節
は
盆
前
（
夏
土
用
頃
）
で
あ
っ
た
た
め
、
夏
の
茶
年
貢
上
納
期
に
間
に

合
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
茶
の
品
質
の
悪
化
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
百
姓
に
と
っ
て
ネ
ッ
ク
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
藩
に
現
物
納
さ
れ
た
茶
の
払
下
げ
値
段
が
安
い
と
い
う
点
は
、

史
料
10
で
湯
浅
重
次
郎
が
指
摘
す
る
茶
年
貢
上
納
時
の
経
緯
と
も
符
合
す
る
。

こ
う
し
て
一
八
世
紀
末
に
導
入
さ
れ
た
ヨ
レ
茶
は
、
既
に
こ
の
段
階
で
重
要
な
換
銀
産
物
の

一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
茶
年
貢
と
し
て
現
物
を
上
納
す
る
よ
り
も
、
ⅰ
輸
送
経
費
が
不
要
で
、

ⅱ
生
産
遅
延
の
心
配
も
な
く
、ⅲ
流
通
し
て
確
保
し
た
茶
代
銀
の
一
部
か
ら
代
銀
納
し
た
方
が
、

仁
宇
谷
の
百
姓
に
と
っ
て
も
有
利
と
な
る
条
件
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
茶
年
貢
の
銀
納
化
は
、

茶
の
産
物
化
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

銀
納
値
段

実
際
に
、
湯
浅
重
次
郎
が
管
轄
す
る
木
頭
組
（
仁
宇
谷
北
俣
筋
二
五
ヶ
村
）
で

も
、
茶
年
貢
の
代
銀
納
化
が
実
現
し
た
。
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﹈（
端
裏
書
）「
茶
代
銀
御
書
替
添
書
扣
」

覚

一
、
茶
千
九
百
九
拾
壱
斤
五
歩
九
厘

代
七
百
九
拾
六
匁
六
分
四
厘

外
ニ
拾
五
匁
九
分
四
厘

弐
歩
相

合
八
百
拾
弐
匁
五
分
八
厘

右
は
木
頭
組
村
々
茶
代
、
銀
札
ヲ
以
員
数
之
通
御
札
場
所
様
へ
上
納
仕
ニ
付
、
御
書
替
奉

指
上
候
、
以
上

文
政
九
戌
年
六
月

木
頭
村
与
頭
庄
屋

湯
浅
重
次
郎

那
賀
・
海
部
御
郡
代
様
御
手
代

小
出
満
右
衛
門
殿

佐
藤
文
字
太
殿

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
六
月
に
組
頭
庄
屋
湯
浅
重
次
郎
が
郡
代
手
代
に
提
出
し
た
「
覚
」

で
あ
る
。
木
頭
組
の
茶
年
貢
は
一
九
九
一
斤
五
歩
九
厘
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
代
銀
七
九
六
匁
余

に
、
二
分
相
と
称
す
る
二
％
の
負
担
（
銀
一
五
匁
九
分
四
厘
）
を
加
え
た
、
合
計
八
一
二
匁
五

分
八
厘
が
、
銀
札
で
藩
の
銀
札
場
に
納
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
茶
一
斤
あ
た
り
銀
四
分
で
あ

る（
55
）。
一
俵
（
二
四
斤
）
に
換
算
す
る
と
銀
九
匁
六
分
、
さ
ら
に
こ
れ
を
一
荷
（
二
俵
）
に

換
算
す
る
と
銀
一
九
匁
二

分
に
相
当
す
る
。
前
掲
史

料
10
の
ヨ
レ
茶
相
場
値
段

と
比
較
す
れ
ば
、
ヨ
レ
茶

の
中
で
も
「
下
物
」
の
上

程
度
で
あ
る
。
百
姓
に

と
っ
て
は
、
上
質
の
茶
よ

り
は
下
値
段
で
あ
る
も
の

の
、
何
と
か
上
納
可
能
な

ぎ
り
ぎ
り
の
数
字
で
あ

る
。し

か
し
、
茶
年
貢
の
銀

納
化
は
、
村
内
の
茶
年
貢

負
担
に
お
い
て
も
新
た
な

局
面
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
っ
た
。
表
16
は
、
文
政

典拠：文政12年（1829）6月「那賀郡木頭村当夏麦御年
貢幷茶・夫銀・請銀上納人面附帳」［湯浅 D6-7］
および同年同月「御年貢茶銀納を以取立帳」［湯
浅 J34］

表16 木頭村内での茶年貢負担

町 田 哲
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一
二
年（
一
八
二
九
）の
茶
年
貢
の
木
頭
村
内
で
の
負
担
状
況
で
あ
る
。
二
重
線
の
左
側
は「
上

納
人
面
付
帳
」
と
し
て
那
賀
海
部
郡
代
手
代
に
提
出
し
た
文
書
で
、
右
側
は
村
内
限
り
の
帳
簿

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
に
対
し
て
は
現
物
納
し
て
い
た
段
階
と
同
様
に
、
株
の
壱
家
を

中
心
と
す
る
特
定
の
「
上
納
人
」
が
負
担
斤
数
に
応
じ
て
銀
納
す
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
し

か
し
実
際
に
村
内
で
は
、「
上
納
人
」
が
納
め
る
べ
き
茶
年
貢
分
を
、
株
内
で
割
賦
し
、
負
担

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
一
人
あ
た
り
の
負
担
は
、
茶
一
斤
か
ら
一
四
斤
程
度
と
、

一
俵＝

二
四
斤
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
少
な
く
、
必
ず
し
も
そ
の
負
担
は
大
き

く
な
い
。
残
念
な
が
ら
何
を
基
準
に
取
立
分
を
割
賦
し
た
の
か
は
確
定
で
き
な
い
。
各
株
の
壱

家
（＝

本
家≒

上
納
人
）
が
多
く
を
負
担
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
湯
浅
株
・
轟
谷
株
で
は
か
な

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
土
地
所
持
に
応
じ
た
高
割
で
は
な
い
。
実
際
の
茶
畠
の

所
持
や
茶
生
産
量
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
村
内
の
何
ら
か
の
了
解
の
も
と
で
、
公
認
さ

れ
た
「
上
納
人
」
か
ら
は
切
り
離
し
た
形
で
、
分
散
負
担
を
村
独
自
に
実
現
さ
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
割
賦
方
法
は
、
銀
納
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
家
数
六
〇
軒（
文

化
八
年
〈
一
八
一
一
〉）
の
木
頭
村
で
、
村
内
四
五
名
（
七
五
％
）
が
株
を
単
位
に
茶
年
貢
を

分
担
す
る
よ
う
に
、
村
内
独
自
の
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
木
頭
村
以
外
の
村
で
ど
の

よ
う
に
負
担
さ
れ
て
い
た
の
は
不
明
だ
が
、
こ
う
し
て
茶
年
貢
銀
納
は
、
藩
に
と
っ
て
は
、
払

下
げ
の
手
続
き
も
な
く
安
定
的
に
年
貢
銀
を
確
保
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
百
姓
に
と
っ
て
も
メ

リ
ッ
ト
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

茶
年
貢
銀
納
継
続
願
い

だ
か
ら
こ
そ
百
姓
に
と
っ
て
重
要
と
な
っ
た
の
が
、
茶
年
貢
銀
納

の
継
続
と
、
茶
一
斤
あ
た
り
の
銀
納
値
段
の
上
昇
を
防
ぐ
こ
と
だ
っ
た
。
次
の
史
料
は
、
仁
宇

谷
の
組
頭
庄
屋
湯
浅
重
次
郎
・
森
哲
蔵
が
郡
代
手
代
に
提
出
し
た
、
茶
年
貢
代
銀
納
の
継
続
願

い
で
、
現
在
確
認
で
き
る
同
種
の
願
書
の
中
で
は
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
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﹈

奉
願
上
覚

ａ
私
共
組
村
々
夏
御
年
貢
正
茶
上
納
之
義
、
雨
天
続
等
之
節
茶
製
難
出
来
、
日
和
模
様

ニ
随
出
来
候
而
も
長
川
筋
積
下
之
節
ニ
至
り
出
水
支
、
又
は
浪
懸
り
等
ニ
罷
成
、
上
納
御

日
限
間
ニ
合
不
申
向
も
毎
々
有
之
、其
上
正
茶
上
納
之
義
山
分
口
村
ニ
は
少
、奥
山
分
村
々

ニ
多
分
御
座
候
而
、
取
分
茶
製
時
分
い
つ
れ
も
畠
物
手
入
第
一
之
最
中
ニ
候
得
共
、
上
納

向
之
義
兼
而
容
易
ニ
不
相
心
得
、
草
手
繁
多
之
時
不
厭
製
法
ニ
取
懸
り
、
天
気
之
模
様
ニ

含
ミ
程
能
出
来
之
上
村
々
ゟ
処
々
程
遠
キ
船
場
迄
持
出
候
て
も
時
々
夕
立
又
は
積
下
波
懸

り
等
之
災
有
之
儀
ニ
引
替
俵
等
之
仕
立
ニ
取
懸
り
候
様
之
向
も
御
座
候
而
、
一
枚
迷
惑
仕

而
已
な
ら
す
、
畠
物
作
方
ハ
手
入
之
遅
滞
ニ
寄
、
其
年
之
豊
凶
ニ
相
懸
り
候
得
共
、
上
納

御
日
限
間
ニ
合
候
様
茶
製
仕
事
故
、
お
の
つ
か
ら
草
手
後
レ
ニ
相
成
不
作
打
続
ニ
付
、

ｂ
去
ル
酉
年
ゟ
五
ヶ
年
限
ニ
而
代
銀
上
納
ニ
奉
願
候
処
、
御
慈
悲
之
上
願
通
被
為
聞
召

届
、
以
来
茶
壱
斤
ニ
付
代
銀
四
分
弐
厘
替
・
弐
歩
相
加
へ
上
納
被
仰
付
、
一
統
難
有
上
納

仕
、
御
影
ヲ
以
作
方
手
入
無
懈
怠
出
精
仕
事
故
、
凶
年
之
世
柄
取
繋
、
程
能
渡
世
仕
相
励

ミ
居
申
事
ニ
御
座
候
、
ｃ
然
処
昨
未
年
年
明
ニ
罷
成
候
ニ
付
御
願
継
奉
願
上
候
処
、
右

様
容
易
ニ
難
被
仰
付
ニ
付
、
代
銀
出
情
仕
候
様
被
仰
付
候
得
共
、
兎
角
不
世
柄
之
上
、
近

来
山
分
惣
而
貧
迫
仕
、
聊
宛
之
扣
地
等
も
糧
之
引
当
ニ
売
質
等
ニ
指
出
、
漸
今
日
取
繋
兼

候
も
の
勝
之
場
合
代
銀
出
情
之
道
も
難
出
来
、
不
得
止
有
姿
御
歎
奉
申
上
候
処
、
厚
憐
愍

ヲ
以
昨
未
壱
ヶ
年
継
被
仰
付
難
有
奉
畏
、
ｄ
然
ニ
猶
当
年
ゟ
年
明
ニ
罷
成
誠
ニ
奉
申
上

兼
候
御
義
ニ
候
得
共
、
前
々
奉
申
上
候
通
、
重
々
正
茶
上
納
ニ
相
成
候
て
ハ
困
窮
之
山
民

共
猶
々
迷
惑
奉
仕
義
ニ
付
、
私
共
重
々
申
諭
之
上
代
銀
出
情
申
聞
候
処
、
下
地
ゟ
時
々
出

情
仕
、
此
上
出
情
迷
惑
ニ
は
奉
存
候
得
共
、
正
茶
上
納
運
送
諸
雑
費
等
之
入
目
ニ
相
競
候

て
ハ
少
出
情
仕
候
て
も
難
有
奉
存
候
ニ
付
、何
卒
今
暫
御
慈
悲
之
御
成
下
奉
願
上
旨
ヲ
以
、

此
度
壱
厘
出
情
仕
、
都
合
代
銀
壱
斤
ニ
付
四
分
三
厘
替
・
弐
歩
相
加
へ
上
納
相
運
可
申
ニ

付
、
御
道
も
被
為

有
御
義
ニ
候
得
ハ
、
当
年
ゟ
五
ヶ
年
之
間
以
前
之
通
年
継
被

仰
付

度
旨
ヲ
以
私
共
手
元
迄
申
出
候
、
右
之
仕
合
此
上
厚
御
慈
悲
被

仰
付
幾
重
ニ
も
窮
民
共

御
救
助
之
被
為
思
召
、
御
別
義
ヲ
以
年
継
被
仰
付
被
為
下
候
得
ハ
私
共
不
及
申
上
、
壱
枚

之
も
の
共
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
義
ニ
御
座
候
、
尤
正
茶
御
用
之
節
ハ
被
仰
付
次
第
早

速
上
納
相
運
可
申
候
、
仍
而
右
之
段
書
付
ヲ
以
奉
願
上
候
、
以
上

弘
化
五
申
年
二
月

木
頭
村
与
頭
庄
屋

湯
浅
重
次
郎

中
山
村
右
同

森

哲
蔵

海
部
・
那
賀
御
郡
代
様
御
手
代

佐
藤
文
字
太
殿

数
藤
春
吉
殿

茶
年
貢
の
代
銀
納
は
、
組
村
か
ら
の
願
い
に
基
づ
き
、
期
間
を
限
定
し
て
郡
代
が
許
可
す
る

形
式
が
取
ら
れ
て
い
た
。
ｂ
に
よ
れ
ば
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
か
ら
五
年
単
位
で
代
銀

納
願
い
を
提
出
し
、
以
来
繰
り
返
し
認
可
さ
れ
て
き
て
い
た
。
ｃ
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
「
昨

未
年
」
に
年
季
明
け
と
な
っ
た
際
に
も
代
銀
納
継
続
願
い
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
郡
代
側
か
ら

「
代
銀
出
精
」
を
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
窮
状
を
訴
え
、
何
と
か
一
年
継
続
が
許
さ
れ
た
。
そ

れ
か
ら
一
年
た
ち
再
度
年
季
明
け
と
な
っ
た
弘
化
五
年
二
月
に
、
代
銀
納
継
続
を
求
め
て
再
提

出
し
た
の
が
、
こ
の
願
書
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
の
主
張
の
柱
は
、
ⅰ
茶
年
貢
銀
納
の
維
持
と
、
ⅱ
換
銀
レ
ー
ト
の
維
持
で
あ
る
。

ⅰ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
茶
年
貢
の
正
茶
（
現
物
）
納
入
を
回
避
す
る
た
め
の
理
由
付
け
で

あ
る
。
ａ
で
は
、
正
茶
上
納
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
正

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――
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茶
上
納
の
期
日
に
間
に
合
わ
な
い
点
で
あ
る
。
い
わ
く
、
雨
天
続
き
で
は
茶
製
（
加
工
）
が
困

難
で
、
②
日
和
が
良
く
茶
製
が
出
来
た
と
し
て
も
那
賀
川
の
積
下
の
時
期
に
洪
水
が
発
生
し
て

出
荷
で
き
ず
、
③
高
瀬
船
に
水
が
懸
か
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
今
一
つ
は
、
茶
製
と
畠
作
と

の
両
立
が
困
難
な
点
で
あ
る
。
④
茶
年
貢
は
、
山
分
の
口
村
（
仁
宇
谷
下
流
）
で
は
少
な
く
、

奥
山
（
仁
宇
谷
上
流
・
北
俣
筋
）
に
多
く
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
⑤
製
茶
の
時
期
は
、
草
抜
な

ど
畠
作
農
繁
期
に
あ
た
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
正
茶
年
貢
を
納
め
る
と
な
る
と
茶
製
が
優
先
せ

ざ
る
を
得
ず
、
畠
作
作
物
の
手
入
が
遅
れ
不
作
に
な
る
。
⑥
ま
た
茶
を
村
々
か
ら
遠
い
船
場
ま

で
陸
送
し
て
も
夕
立
や
川
水
浪
懸
に
よ
る
俵
交
換
等
が
必
要
と
な
り
、
あ
る
い
は
⑦
「
運
送
諸

雑
費
」（
ｄ
）
な
ど
出
費
が
嵩
む
、
と
い
う
。
生
産
面
（
茶
と
畠
作
の
同
時
並
行
）
と
、
輸
送

面
（
高
瀬
船
に
よ
る
積
下
）
と
い
う
仁
宇
谷
に
お
け
る
生
業
の
地
域
的
特
徴
を
前
面
に
押
し
出

し
つ
つ
、
茶
の
現
物
納
が
い
か
に
困
難
か
を
強
調
す
る
の
で
あ
る（
56
）。

た
だ
し
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
主
張
は
あ
く
ま
で
茶
年
貢
銀
納
を
維
持
す
る
た
め
の
レ

ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
茶
製
造
と
流
通
は
こ
の
時
期
に
は
一
般
化

し
て
お
り
、
百
姓
に
と
っ
て
ヨ
レ
茶
・
イ
リ
茶
は
、
重
要
な
換
銀
可
能
な
産
物
と
し
て
重
視
さ

れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
茶
上
納
（
現
物
納
）
を
回
避
す
る
の
は
、
正
茶
上
納
よ
り

も
銀
納
の
ほ
う
が
、
よ
り
百
姓
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
重
要
な
の
は
、
ⅱ
茶
年
貢
銀
納
に
際
し
て
の
、
一
斤
あ
た
り
の
換
銀
レ
ー
ト
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
段
階
で
は
茶
一
斤
あ
た
り
銀
四
分
で
あ
っ
た
が
、
遅

く
と
も
文
政
一
二
年
段
階
に
は
一
斤
あ
た
り
銀
四
分
二
厘
と
な
り
、
天
保
期
を
経
て
も
そ
れ
は

継
続
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
郡
代
側
は
そ
の
換
銀
レ
ー
ト
を
上
げ
て
年
貢
銀
増
徴
を
企
図
し

た
。
し
か
し
、
百
姓
側
に
と
っ
て
は
銀
一
厘
分
上
昇
と
な
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
は
大
き
な
負
担

で
あ
る
。
そ
の
た
め
組
村
側
は
、
何
と
か
換
銀
レ
ー
ト
の
上
昇
を
防
ご
う
と
し
た
。
し
か
も
こ

の
時
は
、
た
と
え
換
銀
レ
ー
ト
を
一
厘
上
げ
て
で
も
、
正
茶
よ
り
代
銀
納
を
求
め
る
百
姓
正
茶

上
納
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
茶
年
貢
銀
納
の
換
銀
レ
ー
ト
を
め
ぐ
り
、
百
姓
側
の
意
向
を
う

け
た
組
頭
庄
屋
と
、
郡
代
側
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
組
頭
庄
屋
ら
は
、「
山
分
惣
而
貧
迫
」（
ｃ
）「
正
茶
上
納
ニ
相
成
候
て
ハ
困

窮
之
山
民
共
猶
々
迷
惑
」（
ｄ
）
と
い
う
、「
山
分
」
貧
窮
観（
57
）を
逆
手
に
と
り
な
が
ら
、
ⅰ

茶
年
貢
銀
納
の
維
持
と
ⅱ
換
銀
レ
ー
ト
の
抑
制
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
茶
年
貢
代

銀
納
継
続
願
い
は
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
表
17
の
ご
と
く
多
数
に
の
ぼ
る
。
毎
回
夏
年
貢
上

納
前
の
三
〜
五
月
頃
に
提
出
し
て
い
る
。銀
納
の
年
限
は
天
保
期
ま
で
は
五
年
間
で
あ
っ
た
が
、

弘
化
年
間
以
降
は
百
姓
が
五
年
季
を
歎
願
し
て
も
基
本
的
に
一
年
更
新
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
茶
一
斤
あ
た
り
の
代
銀
は
、
基
本
的
に
銀
四
分
二
厘
が
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
は
組
頭

庄
屋
ら
の
歎
願
が
奏
功
し
た
結
果
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
百
姓
側
の
意
向
を
ふ
ま
え
、
組

頭
庄
屋
が
繰
返
し
交
渉
し
た
結
果
、
幕
末
維
新
期
ま
で
、
茶
年
貢
銀
納
は
維
持
さ
れ
た（
58
）。

木
頭
山
三
ヶ
村
の
茶
年
貢
銀
納
化

と
こ
ろ
で
、
イ
リ
茶
製
造
が
中
心
で
あ
っ
た
海
部
郡
木

頭
山
三
ヶ
村
で
も
、
一
九
世
紀
初
頭
に
代
銀
納
化
が
進
ん
だ
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
な
い

し
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）に
木
頭
上
山
・
平
谷
両
村
百
姓
が
提
出
し
た「
覚
」（
59
）に
よ
る
と
、

茶
年
貢
の
現
物
納
で
は
「
海
陸
運
送
之
費
」
も
か
か
る
の
で
、
代
銀
納
願
を
提
出
す
る
よ
う
に

郡
代
か
ら
命
じ
ら
れ
た
村
側
は
、
一
斤
あ
た
り
銀
四
分
と
二
分
相
で
の
上
納
を
願
い
出
た
。
し

か
し
郡
代
か
ら
は
、「
那
賀
郡
仁
宇
谷
筋
」
で
は
一
斤
あ
た
り
銀
四
分
五
厘
で
あ
る
た
め
、
一

斤
あ
た
り
の
銀
値
段
を
増
や
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
両
村
は
、
一
斤
あ
た
り
銀

四
分
の
レ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
請
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
村
の
要

求
に
近
い
形
で
銀
納
化
が
展
開
し
た
と
推
定
で
き
る
。

凡例…「願」願書あり
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興
味
深
い
の
は
そ
の
理
由
で
、「
私
共
村
々
之
儀
ハ
仁
宇
谷
筋
と
ハ
相
違
、
土
地
柄
悪
敷
御

座
候
故
哉
、
茶
仕
立
方
宜
敷
出
来
不
仕
候
ニ
付
、
売
払
候
而
も
仁
宇
谷
村
筋
々
茶
よ
り
直
段
余

程
下
直
ニ
御
座
候
」
と
、
仁
宇
谷
よ
り
も
茶
仕
立
方
が
芳
し
く
な
く
、
値
段
も
低
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
土
地
柄
悪
敷
」
や
輸
送
経
費
の
問
題
に
加
え
て
、
そ
も
そ

も
木
頭
山
側
で
は
イ
リ
茶
が
中
心
で
あ
り
、
仁
宇
谷
筋
の
ヨ
レ
茶
と
は
茶
の
加
工
法
が
異
な
っ

て
い
た
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
木
頭
山
の
イ
リ
茶
は
、
仁
宇
谷
の
ヨ
レ
茶
に

比
し
て
「
茶
仕
立
方
」
が
「
宜
敷
出
来
不
仕
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

実
際
、
木
頭
山
三
ヶ
村
の
茶
年
貢
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
段
階
で
一
斤
あ
た
り
銀
三

分
八
厘
と
、
仁
宇
谷
の
銀
四
分
二
厘
よ
り
も
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た（
60
）。
仁
宇
谷
よ
り
も
低

い
換
銀
レ
ー
ト
で
、
茶
年
貢
代
銀
納
が
幕
末
期
ま
で
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
近
世
山
里
に
お
け
る
年
貢
収
取
の
特
徴
を
、
一
七
世
紀
〜
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
木

頭
村
と
そ
の
周
辺
地
域
を
対
象
に
解
明
し
た
。
最
後
に
冒
頭
に
提
示
し
た
二
つ
の
視
点
に
そ
っ

て
ま
と
め
た
い
。

第
一
は
、
年
貢
収
取
の
方
法
と
、
そ
の
変
化
で
あ
る
。

①
支
配
の
枠
組
み
。
木
頭
村
を
含
む
仁
宇
谷
で
は
、
一
つ
の
村
の
内
部
に
、
家
老
山
田
家
の

給
地
と
、
ご
く
わ
ず
か
な
蔵
入
地
（
藩
直
轄
地
）
と
が
混
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
天
正
検
地
・

慶
長
検
地
の
対
象
地
の
区
分
が
、そ
の
ま
ま
支
配
の
枠
組
み
と
し
て
反
映
し
た
あ
り
方
で
あ
り
、

給
地
と
蔵
入
地
と
で
は
共
通
面
と
差
異
が
存
在
し
た
。

②
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
。
ま
ず
年
貢
収
取
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
両
者
と

も
基
本
的
に
徳
島
藩
独
特
の
春
請
制
に
則
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。
そ
の
上
で
、
と
く
に
山
間
部

で
あ
っ
た
当
該
地
域
の
特
徴
は
、
検
見
を
求
め
な
い
定
請
（
年
貢
率
一
定
）
と
、
現
物
納
か
代

銀
納
か
は
百
姓
の
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
夏
年
貢
の
約
三
割
を
茶
の
現
物
納
で
充
当
さ

せ
る
点
に
あ
っ
た
。

一
方
で
、
給
地
と
蔵
入
地
と
の
差
異
は
、
年
貢
上
納
方
法
に
あ
っ
た
。
給
地
の
場
合
、
秋
年

貢
（
米
）
は
遅
く
と
も
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
、
現
物
納
と
代
銀
納
化
が
併
存

し
た
が
、
各
村
の
蔵
に
納
入
す
る
現
物
納
の
割
合
が
高
く
、
代
銀
納
は
ご
く
一
部
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
。
し
か
し
蔵
入
地
の
場
合
は
、
一
七
世
紀
末
で
は
現
物
納
だ
っ
た
も
の
の
、
一
八
世
紀

半
ば
ま
で
の
間
に
、
代
銀
納
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
た
一
つ
の
理
由

は
、
蔵
入
地
の
場
合
は
年
貢
量
そ
の
も
の
が
圧
倒
的
に
給
地
に
比
し
て
少
な
く
、
か
つ
徳
島
市

中
に
納
め
る
場
合
の
経
費
負
担
が
大
き
い
の
に
対
し
、
給
地
の
場
合
は
、
給
地
内
に
納
め
れ
ば

良
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、今
一
つ
の
理
由
と
は
、一
八
世
紀
半
ば
ま
で
の
段
階
に
あ
っ

て
、
山
里
が
展
開
す
る
仁
宇
谷
・
仁
宇
谷
北
俣
筋
で
は
、
代
銀
納
で
き
る
だ
け
の
銀
子
を
十
分

に
確
保
す
る
機
会
が
少
な
い
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
当
該
地
域
で
生
産
し
た
米

は
、
中
流
域
の
給
地
御
林
で
の
請
負
人
へ
の
飯
米
販
売
等
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
加

え
て
、
代
銀
納
の
場
合
は
、
指
紙
相
場
の
変
動
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い

た
。
こ
う
し
た
地
方
知
行
制
の
も
と
で
の
換
銀
機
会
が
い
か
に
存
在
し
た
の
か
。
給
地
御
林
の

請
負
と
飯
米
販
売
の
実
態
解
明
、
あ
る
い
は
年
貢
米
収
納
と
森
林
資
源
の
請
負
シ
ス
テ
ム
と
の

具
体
的
な
関
連
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

③
一
八
世
紀
半
ば
の
変
化
。
一
八
世
紀
半
ば
の
給
地
支
配
で
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）

の
仁
宇
谷
騒
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ⅰ
再
検
地
・
収
納
升
の
変
更
に
よ
る
年
貢
米
の
実
質
的

増
徴
、
ⅱ
年
貢
米
記
述
の
厳
格
化
と
銀
納
へ
の
誘
導
、
そ
し
て
ⅲ
給
地
百
姓
へ
の
夫
役
負
担
の

増
加
等
が
求
め
ら
れ
た
。
と
く
に
そ
こ
で
は
〈
現
米
・
現
夫
負
担
か
ら
、
貨
幣
を
介
し
た
諸
負

担
へ
〉
と
い
う
変
化
を
孕
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
給
地
百
姓
へ
の
過
重
な
負
担
は
、
山
田
家
の

地
方
知
行
経
営
の
行
き
詰
ま
り
を
百
姓
に
転
嫁
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
原
因
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
史
料
発
掘
を
含
め
た
検
討
が
今
後
不
可
欠
で
あ
る
。

か
か
る
年
貢
銀
納
化
へ
の
転
換
を
決
定
づ
け
た
の
が
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
山
田

家
の
失
脚
と
そ
の
給
地
の
上
知
で
あ
っ
た
。
旧
給
地
は
「
山
田
織
部
上
知
分
」
と
し
て
区
別
さ

れ
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
蔵
入
地
と
同
様
の
扱
い
と
な
り
、
年
貢
収
取
も
茶
年
貢
以
外
は
す
べ

て
代
銀
納
へ
と
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
転
換
は
、
い
わ
ば
藩
権
力
内
の
動
向
に
起
因

し
た
が
、
村
々
の
百
姓
に
と
っ
て
は
、
年
貢
代
上
納
が
可
能
な
だ
け
の
銀
子
を
い
か
に
山
里
で

確
保
す
る
か
が
重
要
な
課
題
と
な
り
、地
域
の
経
済
構
造
の
変
化
を
推
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

第
二
は
、
山
茶
の
製
造
・
流
通
の
展
開
と
そ
れ
が
茶
年
貢
に
も
た
ら
し
た
変
化
で
あ
る
。

①
当
該
地
域
で
は
、
近
世
初
頭
以
来
、
山
茶
と
楮
の
生
産
が
可
能
で
、
茶
畠
や
焼
畑
休
閑
地

な
ど
で
、
地
目
を
問
わ
ず
栽
培
な
い
し
半
栽
培
さ
れ
、
年
貢
代
替
物
と
し
て
現
物
納
さ
れ
る
と

同
時
に
、
山
里
百
姓
に
と
っ
て
は
楮
と
な
ら
ぶ
重
要
な
換
銀
作
物
で
も
あ
っ
た
。

②
当
初
、
仁
宇
谷
・
仁
宇
谷
北
俣
筋
や
木
頭
山
で
は
、
茶
畠
や
（
焼
畑
休
閑
期
の
）
切
畑
・

山
畠
の
山
茶
は
、
五
月
頃
に
収
穫
さ
れ
、「
か
う
茶
」
な
い
し
「
イ
リ
茶
」（
現
在
の
釜
炒
茶
）

に
加
工
さ
れ
て
い
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
頃
に
新
た
な
加
工
法
に
よ
る
後
発
酵
茶「
ヨ

レ
茶
」（
現
在
の
阿
波
晩
茶
）
の
生
産
が
本
格
化
す
る
と
、
仁
宇
谷
北
俣
筋
の
下
流
側
お
よ
び

仁
宇
谷
に
お
い
て
、
茶
の
産
物
化
の
動
向
は
一
気
に
加
速
し
、
徳
島
城
下
町
な
ど
へ
の
流
通
関

係
が
成
立
し
た
。
ヨ
レ
茶
が
徳
島
市
中
や
他
国
で
ど
れ
だ
け
の
需
要
が
あ
っ
た
の
か
は
今
後
の

検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
ヨ
レ
茶
の
盛
行
は
、
年
貢
代
銀
納
に
必
要

な
銀
子
を
い
か
に
確
保
す
る
か
と
い
う
山
里
百
姓
の
切
実
な
課
題
の
中
で
、
従
来
か
ら
地
域
に

近世山里の年貢と山茶 ――阿波国那賀郡木頭村を中心に――
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存
在
し
た
換
銀
作
物
・
山
茶
に
新
た
な
加
工
を
施
す
こ
と
で
実
現
し
た
、
産
物
化
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
山
里
に
お
い
て
小
家
を
含
め
た
村
内
生
産
者
の
拡
大
と
、
一
方
で
は
市
場
経

済
に
左
右
さ
れ
る
領
域
の
浸
透
を
も
た
ら
し
た
。
後
発
酵
茶
で
あ
る
ヨ
レ
茶
は
、
不
発
酵
の
イ

リ
茶
よ
り
も
後
発
の
茶
で
あ
り
、
片
岡
樹
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
支
配
（
年
貢
収
取
）
や
市

場
経
済
と
の
密
接
な
関
係
の
中
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

③
山
里
の
百
姓
ら
は
、
山
茶
の
現
物
納
か
ら
代
銀
納
へ
の
変
更
を
藩
に
要
求
し
、
こ
れ
を
実

現
さ
せ
た
。
表
向
き
の
理
由
は
、
摘
取
・
加
工
時
期
の
遅
い
ヨ
レ
茶
製
造
で
は
夏
年
貢
上
納
時

に
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
現
物
納
よ
り
も
、
ヨ
レ
茶
を
販
売
し

た
利
益
の
一
部
で
代
銀
納
し
た
方
が
、
百
姓
側
に
有
利
で
あ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
結
果
的
で
あ
れ
、
山
茶
と
市
場
経
済
と
の
つ
な
が
り
が
、
年
貢
収
取
と
い
う
政
治
的
シ

ス
テ
ム
の
側
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
ⅰ
藩
権
力
側
の
動
向
や
、
ⅱ
換
銀
作
物
の
展
開
に
と
も
な
い
、

年
貢
収
取
の
あ
り
方
が
い
か
に
変
化
す
る
の
か
、
そ
の
要
因
を
探
る
こ
と
で
、
近
世
山
里
の
変

容
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
と
、
そ
れ
が
村
の
百
姓
生
活
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
に

留
意
し
て
き
た
方
法
は
、
年
貢
収
取
を
切
口
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
制
度
的
検
討
に
と
ど
め
る

の
で
は
な
く
、
年
貢
収
取
の
実
現
形
態
を
、
ⅰ
支
配
―
百
姓
（
村
）
と
の
関
係
、
そ
し
て
ⅱ
年

貢
の
一
部
を
相
殺
し
、
あ
る
い
は
代
銀
納
の
た
め
の
銀
子
を
確
保
す
る
た
め
の
産
物
の
展
開
―

本
稿
で
は
茶
―
と
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
地
域
が
変
容
し
て
い
く
要
因
を
探
る
と
い

う
点
で
あ
っ
た
。
山
茶
に
即
し
て
い
え
ば
、
山
茶
だ
け
を
抽
出
し
て
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、

政
治
権
力
・
市
場
構
造
を
ふ
ま
え
た
地
域
社
会
の
中
で
、
山
茶
が
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
も
っ

て
い
た
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
の
は
、
一
八

世
紀
末
以
降
の
山
里
の
経
済
が
、〈
請
負
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
た
飯
米
に
よ
る
銀
子
確
保
〉
か

ら
〈
産
物
生
産
に
よ
る
銀
子
確
保
〉
と
い
う
新
た
な
段
階
へ
と
展
開
し
た
姿
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
一
八
世
紀
末
以
降
、
銀
子
確
保
が
可
能
と
な
っ
た
産
物
化
は
、
山
茶
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
例
え
ば
木
頭
村
で
は
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
わ
ず
か
五
軒
に
す
ぎ
な
か
っ

た
紙
漉
人
が
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
に
は
二
二
軒
と
急
激
に
増
加
し
た
よ
う
に
、
仁
宇

谷
北
俣
筋
で
は
紙
漉
が
一
九
世
紀
前
半
に
重
要
な
冬
の
生
業
と
し
て
進
展
し
た（
61
）。
ま
た
、

一
八
世
紀
末
か
ら
の
新
規
作
物
と
し
て
、
切
畑
・
取
山（
62
）・
御
林
の
雑
木
林
で
作
ら
れ
た
椎

茸
は
、
そ
の
生
産
量
を
拡
大
さ
せ
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
は
徳
島
に
市
中
問
屋
が
設

立
し
、
さ
ら
に
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
は
大
坂
に
藩
の
定
問
屋
が
設
置
さ
れ
、
専
売
制
が

実
施
さ
れ
よ
う
と
し
た（
63
）。
当
該
地
域
で
は
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

茶
・
紙
・
椎
茸
と
い
ず
れ
も
山
（
切
畑
を
含
む
）
や
畠
で
生
産
さ
れ
る
換
銀
作
物
を
、
新
た
な

加
工
法
を
加
え
る
こ
と
で
、
多
角
的
な
産
物
化
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
次
に
重
要
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
多
角
的
な
産
物
化
が
地
域
社
会
に
い
か
な
る
影
響
を
与

え
た
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
明
記
し
、
擱
筆
し
た
い
。

付
記

湯
浅
家
文
書
の
調
査
・
利
用
に
際
し
、
所
蔵
者
で
あ
る
湯
浅
幹
雄
氏
よ
り
格
別
の
ご
配
慮
を

賜
っ
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
はJSPS

科
研
費JP20K

00937

の
助
成

を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
宇
山
孝
人
「
阿
波
藩
に
お
け
る
年
貢
徴
収
の
仕
組
み
と
検
地
帳
―
「
春
請
制
」
を
中
心

に
―
」『
徳
島
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
四
、
二
〇
〇
三
年
三
月
。
宇
山
孝
人
「
阿
波
藩

に
お
け
る
年
貢
徴
収
枡
に
つ
い
て
」
高
橋
啓
先
生
退
官
記
念
論
集
編
集
委
員
会
編
『
地
域

社
会
史
へ
の
試
み
』
原
田
印
刷
出
版
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
2
）
水
本
邦
彦
「
近
世
土
免
制
と
そ
の
構
造
」『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
（
文
学
科
編
）』

一
一
、
一
九
七
八
年
（
の
ち
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
に
「
近
世
土
免
制
の
研
究
」
と
改
題
の
う
え
所
収
）。

（
3
）
時
期
は
異
な
る
が
、
領
主
の
変
動
の
中
で
収
取
方
式
の
展
開
を
丁
寧
に
検
討
す
る
、
牧

原
成
征
「
一
七
世
紀
の
年
貢
収
取
と
村
請
制
―
信
州
伊
那
郡
虎
岩
村
を
対
象
と
し
て
―
」

『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
別
冊
近
世
政
治
史
論
叢
』
二
〇
一
〇
年
三
月
（
の
ち

牧
原
成
征
『
日
本
近
世
の
秩
序
形
成
―
村
落
・
都
市
・
身
分
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
二
二
年
所
収
）
の
方
法
に
示
唆
を
得
て
い
る
。

（
4
）
大
賀
郁
夫
『
近
世
山
村
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
第
二
部
第
二

章
「
椎
葉
山
の
焼
畑
検
地
」、
吉
田
伸
之
「
山
里
の
分
節
的
把
握
―
信
濃
国
伊
那
郡
清
内

路
村
を
事
例
と
し
て
―
」
後
藤
雅
知
・
吉
田
伸
之
編
『
山
里
の
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
。

（
5
）
佐
々
木
高
明
『
日
本
の
焼
畑
』
古
今
書
院
、
一
九
七
二
年
。

（
6
）
前
掲
大
賀
郁
夫
『
近
世
山
村
社
会
構
造
の
研
究
』。
こ
の
ほ
か
山
茶
と
の
言
及
は
な
い

が
、
一
七
世
紀
の
大
和
国
吉
野
郡
の
検
地
帳
か
ら
、
茶
畠
を
含
め
た
畑
作
景
観
を
解
明
し

た
米
家
泰
作『
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
』校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
第
三
章「
大

和
国
吉
野
郡
川
上
郷
井
戸
村
に
お
け
る
近
世
前
期
の
畑
作
景
観
―
文
禄
検
地
・
延
宝
検
地

を
中
心
に
―
」
や
、
一
七
世
紀
段
階
の
上
総
国
山
間
村
落
に
お
い
て
、
既
に
相
当
量
の
茶

町 田 哲
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畑
が
存
在
し
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
後
藤
雅

知
「
大
地
を
拓
く
人
び
と
―
上
総
国
夷
隅
郡
笛
倉
村
の
百
姓
と
山
の
利
用
―
」『
身
分
的

周
縁
と
近
世
社
会
1
大
地
を
拓
く
人
び
と
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
が
注
目
さ
れ
る
。

（
7
）
佐
々
木
高
明
『
稲
作
以
前
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
一
年
、
同
『
照
葉
樹
林
文

化
の
道
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
二
年
。
こ
れ
と
は
別
に
、
山
茶
と
そ
の
製
茶
法

の
歴
史
に
つ
い
て
民
俗
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
に
、
松
下
智
『
ヤ
マ
チ
ャ
の
研
究
―

日
本
茶
の
起
源
・
伝
来
を
探
る
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
中
村
羊
一
郞
『
番
茶
と

庶
民
喫
茶
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
が
あ
る
。

（
8
）
片
岡
樹
「
源
流
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
―
山
茶
の
事
例
か
ら
照
葉
樹
林
文
化
論
を
景
観

論
に
読
み
替
え
る
―
」『
文
化
人
類
学
』
八
八
―
二
、
二
〇
二
三
年
九
月
。

（
9
）本
稿
の
分
析
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
の
み
を
町
田
哲
・
石
川
登
・
内
藤
直
樹「
近

世
の
『
山
里
』
に
お
け
る
社
会
変
化
―
景
観
・
生
業
・
政
治
権
力
の
関
わ
り
の
な
か
で
」

『
文
化
人
類
学
』
八
八
―
二
、
二
〇
二
三
年
九
月
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は

紙
幅
の
都
合
で
実
証
過
程
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
後
の
知
見
や
史
料
も

加
え
た
上
で
、
新
た
に
論
証
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
）
町
田
哲
「
近
世
後
期
の
焼
畑
と
村
落
構
造
」『
歴
史
評
論
』
八
二
五
、
二
〇
一
九
年
一

月
、
同
「
近
世
後
期
の
焼
畑
小
作
と
村
社
会
―
阿
波
国
那
賀
郡
木
頭
村
を
中
心
に
―
」『
鳴

門
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
三
五
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。
な
お
、
本
稿
は
近
世
木
頭
村
を
対

象
と
す
る
山
里
の
地
域
社
会
構
造
分
析
の
一
環
で
も
あ
る
。

（
11
）
町
田
哲
「
仁
宇
谷
産
物
趣
法
の
歴
史
的
前
提
」『
史
窓
』
五
二
、
二
〇
二
二
年
三
月
、

表
三
参
照
。

（
12
）
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
一
月
一
三
日
「
御
検
地
ノ
帳
那
西
郡
之
内
仁
宇
谷
北
股

分
木
頭
村
」﹇
湯
浅D

11-3-1

﹈。

（
13
）「
阿
淡
年
表
秘
録
」『
徳
島
県
史
料
第
一
巻
』
徳
島
県
、
一
九
六
四
年
、
高
橋
啓
『
近
世

藩
領
社
会
の
展
開
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
14
）
笠
谷
和
比
古
『
主
君
「
押
込
」
の
構
造
―
近
世
大
名
と
家
臣
団
―
』
平
凡
社
、
一
九
八

八
年
。

（
15
）
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
四
月
一
二
日
「
那
西
郡
内
荒
御
検
地
帳
」『
木
沢
村
誌
』
木

沢
村
、
一
八
二
〇
〜
一
八
二
二
頁
。

（
16
）
地
方
知
行
制
の
「
形
骸
化
」
論
か
ら
脱
し
、
地
方
知
行
制
下
に
お
け
る
民
衆
支
配
の
実

態
解
明
を
提
起
し
た
、
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、

一
九
八
八
年
の
指
摘
は
、
今
な
お
重
要
で
あ
る
。
従
来
の
徳
島
藩
研
究
で
は
、
寛
永
一
七

年
（
一
六
四
〇
）
の
給
人
に
よ
る
知
行
付
百
姓
へ
の
裁
判
権
の
制
限
、
承
応
三
年
（
一
六

五
四
）
の
免
決
定
権
の
藩
へ
の
集
中
を
も
っ
て
、
地
方
知
行
制
の
形
骸
化
と
評
価
さ
れ
て

き
た
が
（
石
躍
胤
央
「
藩
制
の
成
立
と
構
造
―
阿
波
藩
を
素
材
に
し
て
―
」
藤
野
保
編
『
論

集
幕
藩
体
制
史
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
の
ち
石
躍
胤
央
『
藩
制
成
立
期
の
研
究
』

石
躍
胤
央
先
生
退
官
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
一
九
九
八
年
所
収
）、
そ
う
し
た
下
で
、

な
お
地
方
知
行
制
下
で
具
体
的
な
支
配
形
態
の
特
徴
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
17
）
羽
山
久
男
『
知
行
絵
図
と
村
落
空
間
―
徳
島
・
佐
賀
・
萩
・
尾
張
藩
と
河
内
国
古
市
郡

の
比
較
研
究
―
』
古
今
書
院
、
二
〇
一
五
年
。

（
18
）
木
頭
村
も
そ
の
一
画
を
占
め
る
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
村
高
と
比
べ
て
、
村
高

と
知
行
高
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
村
に
は
「
≒
」
を
、
村
高
よ
り
も
知
行
高
が
大
幅
に
少
な
い

村
に
は
「
＜
」
を
、
寛
文
村
高
が
複
数
村
に
及
ぶ
た
め
関
係
が
不
明
な
場
合
は
「
？
」
を

付
し
た
。
荒
田
野
・
由
岐
な
ど
、
山
田
家
給
地
が
村
高
の
一
部
に
と
ど
ま
る
村
も
あ
る
が
、

多
く
の
村
で
は
、
村
全
体
も
し
く
は
大
半
が
山
田
家
給
地
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
19
）
典
拠
と
な
る
史
料
は
、
那
賀
川
流
域
の
御
林
番
人
七
名
（
和
田
与
作
次
郎
・
露
口
貞
左

衛
門
・
近
藤
宇
右
衛
門
・
上
村
兵
右
衛
門
・
野
宮
茂
右
衛
門
・
岩
佐
八
重
作
・
野
村
勘

助
）
が
、
旧
山
田
家
給
地
の
御
林
名
・
四
至
（
範
囲
）
と
、
運
上
銀
が
ど
れ
だ
け
確
保
で

き
る
か
を
見
積
も
り
、
木
頭
代
官
に
提
出
し
た「
山
田
織
部
上
り
林
積
帳
」の
控
で
あ
る
。

横
石
村
の
御
林
番
人
野
村
家
に
残
さ
れ
た
文
書
を
、
近
代
に
徳
島
県
が
書
写
し
、
さ
ら
に

こ
れ
を
農
林
省
が
『
日
本
林
制
史
資
料
』（
全
三
十
巻
、
一
九
三
〇
〜
三
四
年
、
う
ち
徳

島
藩
は
第
三
巻
）
を
編
纂
す
る
た
め
に
採
訪
調
査
し
た
筆
耕
資
料
で
あ
る
（
徳
川
林
政
史

研
究
所
編
『
日
本
林
制
史
調
査
資
料
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
一

年
を
利
用
）。

（
20
）
町
田
哲
「
近
世
後
期
徳
島
藩
に
お
け
る
御
林
の
分
布
と
特
徴
」『
鳴
門
教
育
大
学
研
究

紀
要
』
三
〇
、
二
〇
一
五
年
三
月
。

（
21
）
以
上
、「
妙
法
寺
永
代
記
録
」〈
旧
相
生
町
〉『
鷲
敷
町
史
』
鷲
敷
町
、
一
九
八
一
年
、

一
九
六
頁
、
お
よ
び
『
上
那
賀
町
誌
』
上
那
賀
町
、
一
九
八
二
年
、
一
一
一
四
〜
一
一
二

二
頁
。

（
22
）（
端
裏
書
）「
木
頭
村
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仁
宇
村
組
頭
庄
屋
柏
木
家
か
ら
、
仁
宇
谷

の
各
村
に
対
し
て
要
求
内
容
と
そ
の
結
果
が
伝
え
ら
れ
た
文
書
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）
斗
升
の
下
に
四
寸
角
の
枕
木
を
置
き
、
米
を
量
っ
て
か
ら
こ
れ
を
抜
き
取
り
、
そ
の
反

動
で
米
が
枡
内
に
落
ち
搗
き
減
っ
た
分
を
、
さ
ら
に
補
充
さ
せ
る
徴
収
方
法
（『
海
部
町

史
』
徳
島
県
海
部
郡
海
部
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
一
年
、
一
五
二
頁
）。
こ
の
点
、
徳

島
県
立
文
書
館
徳
野
隆
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
な
お
、
本
史
料
の
記
載
に
も
と
づ
け
ば
、

「
落
升
」
に
よ
り
、
通
常
よ
り
も
一
回
（
一
斗
分
）
あ
た
り
四
合
の
増
徴
と
な
っ
た
こ
と
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が
判
明
す
る
。

（
24
）
前
掲
宇
山
孝
人
「
阿
波
藩
に
お
け
る
年
貢
徴
収
の
仕
組
み
と
検
地
帳
―
「
春
請
制
」
を

中
心
に
―
」
二
一
・
二
八
頁
。

（
25
）
例
え
ば
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
七
月
晦
日
「
天
和
三
年
分
夏
秋
御
年
貢
通
」﹇
湯
浅

H
40-6

﹈
で
は
麦
三
斗
九
升
分
が
「
徳
島
手
形
ニ
而
入
」、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
七
月

一
一
日
「
夏
秋
物
成
納
通
」
で
は
、
山
茶
相
殺
分
以
外
の
麦
一
石
二
斗
七
升
三
合
四
勺
が

「
代
銀
入
」、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
八
月
朔
日
「
夏
秋
御
年
貢
納
通
」﹇
湯
浅H

40-22

﹈

で
は
、
麦
七
斗
二
升
六
合
五
勺
分
が
「
徳
島
納
弐
枚
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
26
）
例
え
ば
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
八
月
三
日
「
夏
秋
御
年
貢
納
通
」﹇
湯
浅H

39-9

﹈、

元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
一
一
月
一
三
日
「（
同
前
）」﹇
湯
浅H

40-8

﹈
な
ど
。

（
27
）
例
え
ば
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
の
場
合
、
秋
年
貢
高
一
〇
石
七
斗
八
升
二
合
二
勺
の

う
ち
、
夏
年
貢
・
肝
煎
給
・
今
川
次
郎
右
衛
門
扶
持
方
分
を
除
く
、
高
九
意
思
二
斗
四
升

一
合
六
勺
が
す
べ
て
「
木
頭
蔵
納
」
で
あ
っ
た
（
同
年
一
一
月
一
三
日
「
夏
秋
御
年
貢
納

通
」﹇
湯
浅H

40-8

﹈）。

（
28
）
例
え
ば
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
場
合
は
米
一
石
分
を
徳
島
手
形
一
枚
で
﹇
湯
浅

H
40-30

﹈、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
は
米
六
斗
七
升
分
を
徳
島
納
三
枚
で
﹇
湯
浅H

40-
20

﹈、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
は
米
三
石
一
斗
四
合
八
勺
を
徳
島
納
三
枚
で
﹇
湯
浅

H
42-17

﹈、
そ
れ
ぞ
れ
納
入
し
て
い
る
。

（
29
）
前
掲
宇
山
孝
人
「
阿
波
藩
に
お
け
る
年
貢
徴
収
の
仕
組
み
と
検
地
帳
―
「
春
請
制
」
を

中
心
に
―
」。

（
30
）
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
閏
九
月
「
那
賀
郡
木
頭
村
高
御
物
成
田
畠
指
出
帳
」﹇
湯
浅

H
6-14

﹈。

（
31
）
天
保
四
年
一
二
月
六
日
「
飯
料
大
切
ニ
仕
候
儀
専
一
ニ
相
心
得
候
様
被
仰
出
村
中
御
請

書
」﹇
湯
浅B

B
7-4

﹈。

（
32
）
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
拝
借
銀
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仁
宇
谷
産
物
趣
法

の
歴
史
的
前
提
」『
史
窓
』
五
二
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
二
二
〜
二
四
頁
参
照
。

（
33
）
な
お
、
最
も
物
成
高
の
大
き
い
湯
浅
重
次
郎
は
現
銀
で
納
め
ず
に
、
拝
借
銀
以
外
は
す

べ
て
銀
札
で
納
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
、
事
実
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

（
34
）
例
え
ば
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
三
月
一
三
日
「
那
賀
郡
木
頭
村
高
御
物
成
指
出
帳
」

﹇
湯
浅D

9-8

﹈。

（
35
）
橋
本
実
編
『
地
方
茶
の
研
究
』
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
山
内
賀
和

太
『
阿
波
の
茶
』
徳
島
県
那
賀
郡
相
生
町
役
場
、
一
九
八
〇
年
。

（
36
）
徳
野
隆
「
近
世
・
近
代
前
期
に
お
け
る
阿
波
の
茶
生
産
」
徳
島
県
編
『「
阿
波
晩
茶
製

造
技
術
」
調
査
報
告
書
』
徳
島
県
、
二
〇
二
〇
年
、
五
五
頁
。

（
37
）
集
落
の
外
縁
部
に
茶
園
が
展
開
す
る
景
観
に
つ
い
て
は
、
前
掲
米
家
泰
作
『
中
・
近
世

山
村
の
景
観
と
構
造
』校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
七
〜
一
三
三
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
38
）
前
掲
佐
々
木
高
明
『
日
本
の
焼
畑
』、
三
五
九
〜
三
六
〇
頁
。

（
39
）
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
八
月
二
四
日
「
乍
恐
奉
願
上
覚
」﹇
湯
浅I51-4

﹈。

（
40
）
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
一
二
月
「
申
上
覚
」﹇
湯
浅L31

①
﹈。

（
41
）
前
掲
町
田
哲
「
仁
宇
谷
産
物
趣
法
の
歴
史
的
前
提
」、
表
三
。

（
42
）
例
え
ば
美
作
国
で
文
政
六
・
七
年
（
一
八
二
三
・
二
四
）
頃
に
記
さ
れ
た
『
江
見
農
書
』

で
は
、
夏
の
土
用
初
め
よ
り
茶
を
刈
り
、
釜
で
茹
で
、
切
り
、
ゆ
で
汁
を
か
け
な
が
ら
手

で
揉
み
、
筵
で
覆
い
一
晩
置
き
、
翌
日
天
日
乾
燥
し
番
茶
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。
ヨ
レ
茶

の
製
法
の
う
ち
発
酵
過
程
が
無
い
だ
け
で
、そ
れ
以
外
は
時
期
も
含
め
て
共
通
し
て
い
る
。

中
村
羊
一
郎
氏
は
こ
の
事
実
を
紹
介
し
、
四
国
の
製
茶
法
が
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
中
村
羊
一
郎
『
番
茶
と
庶
民
喫
茶
史
』
二
六
四
〜
二

七
一
頁
）。「
か
う
茶
」
に
通
じ
る
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
記
し
て
お
く
。

（
43
）
前
掲
徳
島
県
編
『「
阿
波
晩
茶
製
造
技
術
」
調
査
報
告
書
』
一
八
五
〜
一
八
八
頁
。
な

お
、
前
掲
橋
本
実
編
『
地
方
茶
の
研
究
』
四
八
〜
一
九
頁
に
よ
る
と
、
こ
の
製
法
は
、
国

に
ろ
う

境
を
隔
て
た
土
佐
国
韮
生
川
流
域
（
物
部
地
域
）
で
製
造
さ
れ
た
韮
生
茶
や
、
九
州
の
釜

炒
茶
の
製
法
と
も
共
通
し
て
い
る
と
い
う
。

（
44
）
ヨ
レ
茶
に
つ
い
て
は
、
前
掲
橋
本
実
編
『
地
方
茶
の
研
究
』（
一
〇
頁
）
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
一
八
七
四
年（
明
治
七
）一
月「
壬
申
・
癸
酉
両
年
分
生
産
高
取
調
指
上
帳（
控
）」

（
坂
州
・
中
西
夏
太
郎
氏
所
蔵
）
の
記
載
が
こ
れ
ま
で
唯
一
の
も
の
で
、
山
内
賀
和
太
氏

も
こ
れ
を
現
在
の
阿
波
晩
茶
と
比
定
し
て
い
る
（
前
掲
山
内
賀
和
太
『
阿
波
の
茶
』
一
六

五
頁
）。

（
45
）
前
掲
橋
本
実
編
『
地
方
茶
の
研
究
』
四
二
〜
四
七
頁
。

（
46
）
ち
な
み
に
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
に
木
頭
上
山
・
平
谷
・
古
屋
三
ヶ
村
が
「
材

木
売
捌
積
出
問
屋
」
の
設
置
を
願
っ
た
文
書
に
は
、
平
谷
村
の
茶
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
（「
申
上
覚
」﹇
湯
浅E

3-4-33-2

﹈）。

一
、
平
谷
村
之
義
は
田
畠
無
数
、
伐
畑
作
而
已
ヲ
以
渡
世
相
凌
、
極
遠
山
之
義
故
、

往
古
ゟ
炭
仕
成
・
樵
木
仕
成
等
難
引
合
、
渡
世
之
助
ニ
相
成
候
様
之
諸
稼
、
少
シ

も
無
之
、
耕
作
壱
筋
之
村
方
ニ
而
、
金
銀
融
通
之
道
無
御
座
、
至
而
難
渋
厚
キ
貧

村
ニ
而
御
座
候
、
就
中
産
物
ニ
お
ゐ
て
ハ
古
来
ゟ
茶
ヲ
相
仕
成
候
而
、
御
年
貢
代

始
諸
上
納
銀
相
償
、
右
余
宥
ヲ
以
年
分
入
用
銀
等
融
通
相
調
兼
居
候
へ
共
、
近
来

茶
之
相
場
甚
下
直
ニ
相
成
候
ニ
付
而
ハ
、
摘
小
成
難
引
合
候
処
ゟ
、
伐
畑
ニ
相
生

町 田 哲
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シ
居
申
茶
等
ニ
お
ゐ
て
は
手
入
等
も
相
怠
り
、
生
シ
方
も
自
然
と
少
ク
、
年
々
枯

失
セ
候
ニ
付
、
仕
成
高
も
大
ニ
相
減
、
只
今
ニ
而
は
平
谷
七
村
ニ
而
大
綱
三
千
俵

程
之
仕
成
高
ニ
相
見
、
那
賀
郡
小
浜
・
桜
谷
両
村
商
人
共
へ
売
払
候
直
段
、
壱
俵

ニ
付
大
綱
平
シ
別
紙
ニ
相
記
申
候

平
谷
村
は
、
①
切
畑
で
の
焼
畑
耕
作
が
中
心
の
村
で
あ
り
、
②
炭
や
樵
木
を
製
造
し
て
も

値
が
引
き
合
わ
ず
、「
渡
世
之
助
」
と
な
る
諸
稼
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
③
以
前
よ
り
茶

を
製
造
し
納
め
る
事
で
年
貢
・
諸
上
納
銀
分
に
あ
て
て
き
た
こ
と
、
④
し
か
し
近
年
茶
値

段
が
下
直
と
な
り
、
茶
を
製
造
し
て
も
引
き
合
わ
な
い
こ
と
を
主
張
し
、「
難
渋
厚
キ
貧

村
」
と
強
調
す
る
こ
と
で
、
材
木
流
通
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、

平
谷
村
で
も
切
畑
に
生
え
る
茶
、
つ
ま
り
焼
畑
休
閑
期
の
山
茶
が
収
穫
の
中
心
で
あ
っ
た

こ
と
、
第
二
に
（
茶
畠
と
は
異
な
り
）
手
入
が
少
な
い
切
畑
の
山
茶
は
収
穫
量
が
不
安
定

で
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
そ
れ
で
も
平
谷
村
（
七
集
落
）
で
約
三
〇
〇
〇
俵
の
茶
が
製

造
さ
れ
、
仲
買
の
い
る
小
浜
・
桜
谷
村
に
売
り
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。

（
47
）
湯
浅
重
次
郎
が
組
頭
庄
屋
に
な
っ
た
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
以
降
、
と
く
に
仁
宇
谷

産
物
趣
法
が
開
始
さ
れ
た
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
か
ら
、
取
締
が
強
化
さ
れ
た
同
一
一

年
に
か
け
て
、
組
頭
庄
屋
と
し
て
茶
流
通
の
実
態
把
握
に
際
し
て
作
成
し
た
覚
書
と
考
え

ら
れ
る
。

（
48
）
ヨ
レ
茶
生
産
の
本
格
化
を
一
八
世
紀
末
と
判
断
し
た
の
は
、
史
料
10
の
天
保
期
の
覚
書

に
四
〇
年
前
か
ら
と
す
る
記
載
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
茶
年

貢
代
銀
納
化
を
示
す
後
掲
史
料
12
で
、
盆
前
後
の
上
納
に
茶
製
造
が
間
に
合
わ
な
い
状
態

が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
加
味
し
て
い
る
。
か
う
茶
や
初
夏
に
製
造
の
イ
リ
茶
で
は
こ
れ

ま
で
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
、
茶
年
貢
上
納
時
期
と
製
造
時
期
と
の
重
複
が
新

た
に
問
題
化
し
た
の
は
、
土
用
の
頃
に
桶
へ
の
漬
込
過
程
を
二
週
間
必
要
と
す
る
ヨ
レ
茶

生
産
が
、享
和
二
年
以
前
に
急
速
に
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
49
）
那
賀
川
流
域
に
、「
蒸
」
過
程
を
伴
う
煎
茶
（
緑
茶
）
生
産
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
幕

末
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
海
部
郡
木
頭
山
三
ヶ
村
に
は
、
安
政
元
年（
一
八
五
四
）

に
徳
島
通
町
吹
田
太
伊
五
郎
と
宇
治
出
身
の
大
沢
弥
平
が
、
木
頭
上
山
村
内
の
和
無
田
村

庄
屋
和
田
義
兵
衛
の
協
力
の
も
と
で
茶
製
造
所
を
設
置
し
緑
茶
製
造
を
開
始
し
た
。
文
久

二
年
（
一
八
六
二
）
の
製
造
高
は
三
五
〇
〇
斤
、
同
年
四
月
に
和
田
義
兵
衛
は
「
製
茶
取

究
教
諭
「
裁
判
役
」
に
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
（『
木
頭
村
誌
』
徳
島
県
那
賀
郡
木
頭
村
、

一
九
六
一
年
、
一
五
三
〜
一
五
五
頁
）。
ま
た
仁
宇
谷
で
も
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）

閏
四
月
に
「
上
茶
製
」
が
河
口
の
「
中
島
浦
引
請
処
」
を
経
由
し
て
大
坂
な
ど
上
方
積
が

進
め
ら
れ
て
い
る
が
（
慶
応
四
年
〈
一
八
六
八
〉
閏
四
月
一
〇
日
「
申
上
覚
」﹇
徳
島
県

立
文
書
館
寄
託
秋
本
家
文
書
ｱｷﾓ00029000

﹈
お
よ
び
年
欠
四
月
一
七
日
「（
書
状
）」﹇
同

ｱｷﾓ00033000

﹈）、
こ
の
「
上
茶
製
」
の
製
造
は
「
茶
製
所
」（
年
欠
四
月
二
三
日
「
覚
」

﹇
同
ｱｷﾓ00026000

﹈）
で
行
わ
れ
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
幕
末
期
に
煎
茶
生
産

が
導
入
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
50
）「
乍
恐
奉
願
上
覚
」『
阿
波
藩
林
政
資
料
木
頭
ノ
部
』
二
―
七
、
原
文
書
・
岡
田
家
文
書

八
七
、『
木
頭
村
誌
』
徳
島
県
那
賀
郡
木
頭
村
、
一
九
六
一
年
、
五
四
八
〜
九
頁
。

（
51
）
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
「
奉
申
上
ル
覚
」﹇
湯
浅J43-12

③
﹈。

（
52
）
仁
宇
谷
産
物
趣
法
下
の
亥
一
〇
月
（
天
保
一
〇
年
〈
一
八
三
九
〉
ま
た
は
嘉
永
四
年
〈
一

八
五
一
〉）
作
成
の
「（
表
題
欠
）」﹇
湯
浅L26

﹈
は
、
趣
法
取
締
人
で
あ
る
若
左
衛
門
・

百
合
村
勘
田
信
蔵
・
安
兵
衞
が
元
取
三
人
に
対
し
て
提
出
し
た
取
締
案
で
あ
る
。
難
解
な

史
料
だ
が
、
①
仁
宇
谷
筋
村
々
と
木
頭
三
ヶ
村
で
生
産
さ
れ
た
茶
の
売
先
を
、（
他
国
売

は
）
岩
脇
村
の
五
軒
の
問
屋
と
す
れ
ば
、
益
銀
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
、
②
市
中
売
は
従

来
通
り
持
井
で
水
揚
す
る
が
、
問
屋
に
島
屋
与
兵
衛
が
命
じ
ら
れ
た
あ
お
り
で
困
っ
た
状

況
に
追
い
込
ま
れ
た
友
吉
（
仲
買
カ
）
に
、
持
井
で
の
積
下
産
物
の
取
調
と
「
買
寄
」
を

命
じ
る
こ
と
、
③
（
市
中
売
は
）
市
中
の
問
屋
四
軒
以
外
の
者
に
売
事
す
る
こ
と
は
禁
止

じ
、
四
人
か
ら
益
銀
を
徴
収
す
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
少
な
く
と

も
、
持
井
で
水
揚
さ
れ
た
茶
を
取
り
扱
う
問
屋
が
、
徳
島
市
中
に
四
軒
存
在
し
て
い
た
、

そ
の
う
ち
の
一
人
が
島
屋
与
兵
衛
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
53
）
町
田
哲
「
仁
宇
谷
産
物
趣
法
の
歴
史
的
前
提
」『
史
窓
』
五
二
、
二
〇
二
二
年
三
月
、

表
三
。

（
54
）
清
太
郎
が
問
屋
に
送
付
し
た
茶
俵
に
は
印
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ヨ
レ
茶
の
場
合
は
鍵

に
分
銅
印
、
イ
リ
茶
の
場
合
は
傘
に
分
銅
印
と
、
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（「
茶

仕
切
送
り
覚
」﹇
湯
浅C

B
31

﹈）。

（
55
）
例
え
ば
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
六
月
「
覚
」﹇
湯
浅L38-2

﹈
に
よ
れ
ば
、
こ
の

年
、
組
頭
庄
屋
湯
浅
重
次
郎
が
小
高
取
と
な
り
茶
年
貢
が
免
除
と
な
っ
た
た
め
、
木
頭
組

の
年
貢
茶
は
一
九
八
五
斤
五
歩
九
厘
に
減
少
し
、
そ
の
代
銀
は
銀
八
三
三
匁
九
分
五
厘
と

二
分
相
（
銀
一
六
匁
六
分
八
厘
）
を
合
わ
せ
て
、
銀
札
八
五
〇
目
六
分
三
八
厘
が
銀
札
場

に
上
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
茶
一
斤
あ
た
り
の
上
納
銀
高
は
、
こ
の
時
点
で
銀
四
分

二
厘
に
上
昇
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
56
）
以
降
の
茶
年
貢
銀
納
継
続
願
い
で
も
、
ⅰ
正
茶
上
納
の
回
避
（
上
納
期
日
へ
の
遅
延
・

畠
作
と
の
両
立
困
難
）、
ⅱ
銀
納
換
銀
レ
ー
ト
の
維
持
と
い
う
枠
組
み
は
、
基
本
的
に
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
理
由
に
は
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
ー
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら

れ
る
。
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ⅰ‐

1
茶
製
が
困
難
な
理
由
と
し
て
、
切
畑
・
山
畠
で
の
作
物
生
産
を
強
調
す
る
記
述
。
猪

や
猿
の
被
害
や
、
切
畑＝

「
極
不
自
由
之
土
地
柄
」
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
点
や
、

当
該
地
域
で
盛
ん
で
あ
っ
た
紙
漉
が
年
貢
諸
上
納
銀
の
た
め
に
重
視
さ
れ
て
い
た
点
も
興

味
深
い
。

「
山
分
之
義
ハ
、
田
畠
無
少
多
分
伐
畑
作
物
ヲ
以
渡
世
相
凌
」
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

﹇
湯
浅L31
①
﹈

「
茶
作
方
之
義
は
、
惣
而
奥
山
分
筋
ニ
而
、
田
地
聊
宛
な
ら
て
ハ
相
扣
不
申
、
第
一
山
畠

作
を
以
渡
世
取
繋
兼
、
尤
山
畠
作
之
義
は
猪
猿
等
大
ニ
被
相
荒
候
愁
も
有
之
土
地
柄
」
安

政
四
年
（
一
八
五
七
）﹇
湯
浅J43-14

①
﹈

「
茶
作
方
之
義
は
、
惣
而
谷
筋
之
奥
山
分
筋
ニ
而
田
地
無
少
、
聊
宛
之
畠
地
相
扣
、
第
一

伐
畑
作
仕
、
極
不
自
由
之
土
地
柄
ニ
而
、
渡
世
取
繋
兼
、
飯
料
漸
喰
合
セ
候
者
無
少
、
何

れ
も
貧
民
之
者
ニ
候
得
ハ
、
色
々
草
之
根
等
堀
取
、
喰
物
ニ
仕
渡
世
取
凌
、
農
間
ニ
は
菅

簑
を
編
、
或
は
紙
漉
等
之
諸
産
業
第
一
ニ
辛
苦
仕
相
励
、
夏
冬
御
年
貢
諸
上
納
銀
等
尽
力

を
以
、
無
滞
昨
冬
迄
は
御
取
立
人
手
元
へ
指
出
来
候
」
…
…
「
茶
製
之
義
は
、
田
畠
伐
畑

作
手
入
農
繁
之
時
節
ニ
指
潰
、
雨
天
等
之
砌
は
製
方
大
ニ
手
間
相
懸
申
義
ニ
而
、
作
方
手

入
之
後
レ
ニ
も
相
成
申
」
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）﹇
湯
浅C
B
8-41-10

﹈

「
茶
製
之
義
は
毎
年
土
用
前
ニ
製
仕
、
切
畑
作
手
入
農
繁
ニ
指
潰
」
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）﹇
湯
浅C

B
8-41-16

﹈

ⅰ‐

2
「
窮
人
」
と
「
相
応
相
暮
候
者
」
と
を
区
別
し
、
両
者
と
も
に
渡
世
継
続
が
困
難
で

あ
る
か
を
説
明
す
る
記
述
。

「
茶
作
方
之
儀
は
惣
而
奥
山
分
、
田
地
聊
宛
な
ら
で
ハ
相
扣
不
申
、
第
一
畠
作
を
以
渡
世

取
繋
兼
候
土
地
柄
ニ
而
、
窮
人
共
は
常
々
草
之
根
等
堀
取
、
其
日
ヲ
暮
兼
、
諸
作
付
等
も

程
々
仕
付
難
相
調
様
相
見
へ
、
相
応
相
暮
候
者
迚
も
飯
料
漸
取
合
セ
兼
候
事
」
嘉
永
七
年

﹇
湯
浅L31

③
﹈

ⅱ‐

1
旱
魃
・
風
雨
・
地
震
と
い
っ
た
自
然
災
害
に
よ
る
困
難
性
と
、
産
物
や
駄
賃
・
日
雇

等
に
よ
る
銀
子
確
保
の
困
難
性
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
た
記
述
。
と
く
に
安
政
地
震
後
の
安
政

二
年
（
一
八
五
五
）
は
、
前
年
の
記
述
に
地
震
被
害
の
記
述
を
追
加
さ
せ
て
、
難
渋
な
有

り
様
を
強
調
し
て
い
る
。

「
昨
年
之
旱
魃
山
分
之
事
故
、
別
而
旱
損
強
ク
困
窮
弥
増
候
上
、
諸
産
物
之
義
も
下
直
ニ

而
、
自
然
出
産
物
等
も
相
減
、
駄
賃
・
日
雇
・
其
日
過
之
稼
も
無
少
、
尚
更
不
融
通
旁
彼

是
以
甚
難
渋
仕
居
申
候
」
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）﹇
湯
浅L31

③
﹈

「
昨
年
之
旱
魃
山
分
之
事
故
、
別
而
旱
損
強
、
聊
之
田
地
旱
損
仕
候
而
も
御
検
見
等
は
難

申
上
ヶ
場
所
柄
ニ
而
、
幷
大
地
震
ニ
付
田
地
引
割
床
下
り
石
指
崩
、
或
は
高
山
ゟ
大
石
数

不
知
倒
落
、
田
畠
等
相
疼
、
村
々
ニ
寄
候
而
は
屋
敷
替
仕
候
者
も
其
村
方
手
伝
助
力
を
以

漸
屋
敷
替
相
調
居
申
懸
、
諸
産
物
之
義
も
下
直
ニ
候
所
ゟ
、
自
然
於
産
物
等
も
相
減
、
駄

賃
・
日
雇
・
其
日
過
之
稼
も
無
少
、
尚
更
不
融
通
」
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）﹇
湯
浅J43-

14

③
﹈

（
57
）
前
掲
米
家
泰
作
『
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
』
お
よ
び
同
「『
山
村
』
概
念
の
歴

史
性
―
そ
の
視
点
と
表
象
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
民
衆
史
研
究
』
六
九
、
二
〇
〇
五
年
五
月
。

（
58
）
例
え
ば
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
場
合
、
三
月
に
五
年
間
の
代
銀
納
継
続
を
願
っ

た
が
﹇
湯
浅C

B
8-41-4·10

﹈、
同
年
四
月
二
九
日
に
徳
島
藩
牧
民
所
か
ら
は
「
御
用
之
御

都
合
有
之
候
ニ
付
正
茶
を
以
為
相
納
候
様
御
下
知
ニ
相
成
候
…
…
」
と
正
茶
上
納
が
命
じ

ら
れ
た
﹇
湯
浅C

B
8-41-13

﹈。
に
も
か
か
わ
ら
ず
翌
五
月
に
坂
州
村
庄
屋
湯
浅
官
太
郞

は
、「
貧
民
と
も
御
救
」
の
た
め
に
銀
納
化
、
そ
れ
も
一
斤
に
つ
き
銀
一
匁
五
分
を
再
願

し
て
い
る﹇
湯
浅C

B
8-41-8

﹈。
翌
年
四
月
に
も
代
銭
納
を
求
め
た﹇
湯
浅C

B
8-41-16

﹈。

（
59
）
辰
六
月
二
三
日
「
覚
」
那
賀
町
木
頭
支
所
所
蔵
『
阿
波
藩
林
政
資
料
』
一
―
五
三
。
仁

宇
谷
の
茶
年
貢
銀
納
開
始
直
後
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
仁
宇
谷
の
茶
一
斤
あ
た
り
の
銀
納
値

段
が
銀
四
分
五
厘
と
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
銀
四
分
と
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
以
前
の
も
の
と
年
代
比
定
し
た
。な
お
、徳
島
藩
で
は
年
貢
茶
が
す
べ
て
代
銀
納
と
な
っ

た
た
め
に
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
は
御
用
の
た
め
の
茶
の
現
物
が
上
納
さ
れ
な

い
事
態
に
陥
っ
た
。
藩
中
枢
部
は
こ
う
し
た
事
態
に
陥
っ
た
原
因
が
、
年
貢
茶
の
代
銀
納

化
に
際
し
て
、
本
来
な
ら
ば
郡
代
か
ら
蔵
奉
行
に
相
談
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
相
談
が
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
同
一
二
年
六
月
以
降
は
、
郡
代
・
蔵
奉
行
が
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The Annual Tribute Paid by Early Modern Mountain Villages and Camellia Tea
: A Case Study Focusing on Kito Village in Awa Domain’s Naka County

MACHIDA Tetsu

This article examines how the historical character of the annual tribute paid by early modern mountain

villages changed as a result of the influence of political authority and development of camellia tea production and

distribution. Specifically, it focuses on Awa Domain’s Kito Village, a mountain community located at the upper

reaches of the Naga River in the regional fief of Tokushima domainal elder the Yamada House.

Kito Village was located primarily within the Yamada House’s fief but also included a small amount of territory

directly under the control of Tokushima domain. The village paid annual tribute to both the Yamada House and

directly to the domain. During the late seventeenth century, the tribute paid to the Yamada House was paid in

kind, whereas the tribute paid to the domain was paid in silver. However, in 1762, the Yamada House lost its

position as domanial elder and was dispossessed of its territory, which was then taken over by the domain. As a

result, Kito Village ceased to pay any of its tribute in kind and instead began providing it all in silver. For the

peasants living in Kito Village and surrounding communities, obtaining the silver necessary to pay annual tribute

became a critical issue.

At the same time, from the beginning of the early modern period, it was possible to produce both tea and

mulberry. In particular, a type of camellia tea referred to as yamacha (mountain tea) was produced in the region’s

tea fields and swiddens. While a portion of this tea was paid to the Yamada House in kind, a portion of it was

exchanged for silver. Consequently, it represented a vital source of cash income for the mountain villagers of Kito

Village. In addition, at the end of the eighteenth century, the introduction of new processing method enabled the

production of yore tea, a post-fermented tea. Currently, this tea is known as Awa bancha. That enabled the further

commodification of regional tea products, giving rise to new channels of distribution connecting the region to

Tokushima castle town. This led the peasants of Kito Village to request a change in the way that annual tribute

was paid. Specifically, they request the right to cease providing camellia tea in kind and instead begin providing

silver. Ultimately, their request was granted. When seeking to alter the method of payment, the peasants claimed

that Awa bancha took longer to produce and process, which meant that would be unable to provide summer

tribute on time. The real reason, however, was that providing tribute in silver, which was obtained from the sale

of Awa bancha, was of greater financial benefit to the villagers. By examining the causes of this shift in the

manner that annual tribute was paid and their relationship to the actions of the political authorities and

development of the commodity production of mountain tea, this article was able to elucidate, in part, the

structural mechanisms that transformed the early modern mountain village.
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